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犯罪被害者の精神健康の状況とその回復に関する研究 

主任研究者 小西 聖子   武蔵野大学  

研究主旨 
2004 年 12 月に犯罪被害者等基本法が成立し、同法に従って、犯罪被害者等支援の基本計画

が 2005 年 12 月に決定された。これに従い、保健医療、福祉の領域からの支援体制の構築が急

務となっている。本研究は、実態の把握や治療法やガイドラインの開発を行うことによって、そ

の一助となることを目的としている。換言すれば、犯罪被害者等に対する精神保健領域の支援が

政策に沿って実現できるよう、調査研究を行い、その実践モデルを開発していくことが目的であ

る。しかしながら、精神保健の領域からの支援や専門的治療を強く必要としている「犯罪被害者

等」に含まれるのは、刑事事件の被害者本人だけであるとは限らない。例えば、犯罪被害者支援

を行っている NPO や、犯罪被害者のトラウマを扱う医療施設や心理臨床センターなどに、最も

相談が多いのは事件事故の遺族、強姦事件の被害者やドメスティックバイオレンスの被害者など

である。遺族は被害者本人ではなくその家族であり、強姦やドメスティックバイオレンスの被害

者の中には司法機関には訴えていない者も含まれている。刑事司法の過程に現れない被害者を含

めた犯罪被害者等の全体像―精神科医療の対象としてはこの集団を捉える必要がある―を知る

ような調査を実施することには、そのために必要な標本数などの問題や調査方法に関する困難が

あり、実際には犯罪被害者等を対象とした多角的な調査をおこなって、分析していく必要がある。

本研究は 3 ヵ年の予定であり、本年度はその２年次に当たるが、（１）犯罪被害者およびその

精神医療とのかかわりの現状を把握し、（２）心理的外傷治療についての実証的知見を得て、 

（３）精神保健福祉センターや保健所、あるいは一般精神医療の現場で犯罪被害者が適正な治療

や回復手段を得られるようにするために、主として心理的外傷の治療を目的とした実践的なモデ

ルを作成し、（４）犯罪被害者と医療と法の接点についての知見を得るという４つの目的に従い、

それぞれの研究を継続している。 

 本年度も昨年度から継続した計画に基づき多角的に犯罪被害者およびその精神科医療の実態を

明らかにしようと試みた。その結果、犯罪被害者等の現状については、前年の精神保健センターの調

査結果とあわせ、精神科医療における犯罪被害者にかかわる診療の実態が、ある程度明らかにな

ってきたと言える。二年間の研究結果からは、精神科医師が犯罪被害者の診療経験を持つための

キーワードは「連携」「専門研修」であると言えよう。医療機関の形態や経験年数、勤務地域などにかか

わらず、何らかの形で犯罪被害者に関わる機関との連携を持つこと、専門的知識を得ることが、

犯罪被害者の診療を行うことに繋がると期待される。 

犯罪被害者当事者団体の会員、および家族を対象とした調査では、K10 による気分障害、不 

安障害のハイリスク者の割合は約 40%であったが、調査時点で精神科医療機関に通院している

者は 16%であり、メンタルヘルスに問題があっても治療を受けていない被害者が存在すること 
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 が明らかになった。また精神健康に関連する因子として、性別や事件時の衝撃など、従来、PTSD

発症のハイリスク要因となると考えられているような因子が挙げられたほか、司法での意見陳述

や主観的二次被害など被害後の体験も関連していることが示され、支援を行ううえで重要な知見

であった。この調査は質問紙による限定的なものであり、また分析にあたっては標本の偏りも考

慮される必要がある。今後は本調査の被験者のうちから了承を得られた者に対してより詳細な面

接調査を行う予定である。 

このほか、海外において有効性が実証されている PTSD 治療の認知行動療法 Prolonged

Exposure 法を導入し、スーパービジョンを受けつつ、犯罪被害女性 12 名を対象にその効果を測

定した。PE 法は犯罪被害の影響で生じた PTSD 症状、抑うつ症状、解離症状に効果が認められ

た。また同様の効果を持つとされている Cognitive Processing Therapy についても米国からの

導入を図った。さらにこれらの治療法の有効性が実証されたとしても、心理臨床の現状から考え

て、すべての場所にこれらの方法がすぐに導入可能であるとはいえないことから、一般的な心理

臨床の中で犯罪被害者にどのように対応していくかについても聞き取り調査を行った。 

地域精神保健のなかでどのように犯罪被害者に対応するかということが、今後の課題になって

くると考えられることから、精神保健福祉センター、および保健所における研究を継続している。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
見地から、本研究は直接的に社会への貢献を目指す

ものである。 
Ａ．研究の目的 

犯罪被害者等基本法と本研究 
 

平成17年12月に決定された犯罪被害者等基本計

画には5つの重点課題が示されており、その1つが「精

神的・身体的被害の回復・防止への取組」である。

経済的な問題、司法に関する問題とともに、医療や

心身の回復に係る問題が犯罪被害者の権利の回復と

いう課題の中で重要な地位を占める。 

犯罪被害者研究に存在する困難 

しかしながら、犯罪被害者の実態を調べることに

は、方法論的に複数の困難がある。一つは犯罪被害

者等基本法が指し示しているような犯罪被害者等と

いう母集団について、標本を偏りなく切り取ること

が、実際上困難であるということである。もう一つ

は、法的な切り取りによって定義される犯罪被害の

質あるいは量と、精神的な打撃やメンタルヘルスに

おける支援の必要度は一致しておらず、そのこと自

体が調査の課題に含まれるということである。 

未だ犯罪被害者を対象とした研究、臨床の蓄積が

十分ではない我が国において、犯罪被害者基本法の

目指す保健医療、福祉の領域での適切な支援を構築

するために、また今後の犯罪被害者の心理的外傷治

療の向上のため、緊急に実態の調査や方法論の研究

が必要とされている。犯罪被害者は、長年にわたり 
殺人、強姦などの被害は、司法統計で見る限りで

は未遂も含めて年間それぞれ全国で1400件、2000件

程度（平成17年次統計、平成18年犯罪白書）であり、

比較的少数の集団であると言える。しかし、先行研

究の結果や社会からの要望にも見られるように、支

援の必要性が叫ばれてきた対象は必ずしも、ここで

「忘れられた存在」としてその権利を侵害され、苦

痛を強いられてきた。医療の対象としても十分に認

められてこなかった。権利の回復の手段のひとつと

して、有効な治療や支援システムを研究し、それを

提供できるよう整備する必要がある。このような 
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示されているような刑事事件の被害者であるとは限

らない。事件事故の遺族は、自分自身が被害を受け

た者ではなく、殺人や傷害致死や業務上過失致死な

どを含めた犯罪被害者の家族であり、また、強姦の

被害者やドメスティックバイオレンスの被害者につ

いては、実際に被害を受けた者のかなりの部分は司

法にかかわらないままになっていると見られる。つ

まり、精神医療や精神保健的な支援を必要としてい

る犯罪被害者等がどのくらい存在しているのかとい

うことが、犯罪被害者研究の基礎となるべきだが、

それについて簡単に特定することは困難なのである。

調査を行うとしても、偏りのない標本をコミュニテ

ィから採るとすると、二千人程度の規模の調査では

上記のような犯罪被害者を的確に抽出することが出

来ないことが、これまでの研究からわかっている。 

一方、犯罪被害者のグループに所属したり、司法

や裁判にかかわったり、医療場面に現れたりする犯

罪被害者は、犯罪被害者の集団全体から見れば、そ

れぞれある特徴を持った集団である。このような対

象には、これまでにもそれぞれの場所で少数ながら

調査が行われてきたが、その結果には限界がある。   

今回の研究では、そのことを意識しつつ、複数の

角度から犯罪被害者のメンタルヘルスについての実

態を知り、同時に犯罪被害者への対応方法について

も研究を進めるという手法をとっている。したがっ

て、各分担研究がどのような特徴を持った対象につ

いておこなわれたのか、また回収率とその意味する

ものを常に考慮していくことが必要である。 

実際には精神保健福祉センター、精神科医療機関、

犯罪被害者自助グループ、それぞれから見える犯罪

被害者のニーズやそれにかかわる変数を明らかにす

るべく、ここまでの調査を行ってきた。例えば、今

年度は医療機関にかかわる調査を行った。犯罪被害

者のすべてが精神保健的支援を必要としているわけ

ではないし、一方、医療機関に現れる犯罪被害者は、

必要とする人の全体でもない。後藤 1)は、外傷体験

者における治療ニーズに関して文献レビューを行い、

help-seekingに関して被害者を4つのグループに分

けている（引用表）。 

引用表：症状・援助・治療ニーズの自覚による 

被害者の分類（後藤，2006）１）  

PTSD関連症状 help-seeking 治療ニーズ自覚 

①症状なし      しない    認めない 

②症状あり     する     認める 

③症状あり     しない    認める 

④症状あり     しない   認めない 

 

今回の調査は、精神科医療機関を受診する群、つ

まり②の群がどのような医療機関を受診するのかと

いう特徴を、医療機関側の調査から明らかにしたと

いえる。②の部分の現状を把握することで、②への

対応をより適切に行うために必要な事項を検討する

ことが可能となり、また治療ニーズがあるものの受

診しない③の群が、より受診しやすい状況を作り出

すために必要な事項が明らかにされる可能性がある。 

また犯罪被害者の活動団体に所属する犯罪被害

者に対して行った調査では、①から④の全てのタイ

プがこの集団に所属している可能性がある。が、対

象集団は、被害者の問題に関心が高く、その団体の

活動に共鳴している、また、お互いの支援を必要と

しているなどの特性を有する被害者であり、その値

は、他の犯罪被害者標本で測定する場合とは異なっ

ている可能性がある。したがって、この研究におけ

る受診率や治療ニーズ自覚の結果の解釈には慎重さ

が必要である。しかしこの集団内部における特性の

比較は、犯罪被害者のどのような特性がメンタルヘ

ルスに関連しているのかということを明らかに出来

ると考えられる。 

 

本研究の今年度の目的 

具体的には(1)犯罪被害者の精神医学的状況、犯

罪被害者の精神医学的治療の現状を把握し、(2)心理
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的外傷治療についての実証的知見を得て、精神保健

福祉センターや保健所、あるいは一般精神医療の現

場で犯罪被害者が適正な治療や回復手段を得られる

ようにする、(3)主として心理的外傷の治療を目的と

した実践的なモデルを作成する、(4)犯罪被害者と医

療と法の接点についての知見を得るという４つの目

的を掲げ、それに沿って研究を進めている。 

初年度である平成 17 年度には、知識の蓄積を行い、

今後の犯罪被害者支援のネットワーク形成の一つの

核になると考えられる精神保健福祉センターを対象

として、犯罪被害者支援に関する経験について調査

を行った。医療機関調査に関しては、一県でのパイ

ロット調査を行った。また地域の弁護士を対象とし

て、被害者の精神医療の実態に関する調査を行った。

また被害者治療研究に関しては、海外において効果

の実証されている認知行動療法を、被害者治療に実

際に導入した。さらに、すでに多数の被害者の心理

治療を行っている施設において、その被害者の現状

の把握を行った。  

今年度はこれに引き続き、以下の目標を設定した。

（１）初年度に得られた知見、すなわち犯罪被害者

の支援にかかわってきた当事者、専門家、担当者か

らの現状の聴取、精神保健福祉センターでの被害者

調査、弁護士会調査などの結果の解析を進める。さ

らに、医療機関における医師の犯罪被害者の診療状

況を明らかにすることを目的として全国医療機関の

医師に調査を行う。またメンタルヘルスに関して、

ハイリスクな状態にある犯罪被害者が多いと考えら

れる犯罪被害者グループを対象に、精神保健的指標

とメンタルヘルスの状況の関連を知る。さらに犯罪

被害者とかかわる全国弁護士を対象に、被害者支援

に係る調査を行う。（２）また治療研究においては、

犯罪被害者の心理的外傷治療としてProlonged 

Exposure 法の実践の導入を進め、その効果を測定

する。また特殊な治療法を用いない場合に、犯罪被

害者に対し、より良い心理臨床を行うための経験的

なポイントを明らかにする、さらに一種類だけでな

く他の心理治療についても、導入や検証を進める。

（３）地域での支援モデルについて、精神保健福祉

センターにおける犯罪被害者支援についてのガイド

ラインの案を作成する。また、犯罪被害者等支援に

おいて自助グループの重要性が指摘されているため、

被害者の精神保健ニーズを踏まえた犯罪被害者等の

ための自助グループ支援のあり方について、検討を

進める。また、宇和島保健所で行われた、アメリカ

海軍原子力潜水艦による県立水産高校実習船「えひ

め丸」沈没事故による生還者､また遺族へのPTSD対策

について検討し、この経験とマスコミなどで大きく

取り上げられた全国の保健所での事件･事故・災害時

のPTSD対策を比較し、犯罪被害者への支援を可能に

する要件について検討する。 

 

Ｂ．研究の方法と成果 

今年度は、3 年計画の 2 年目にあたる。精神保健

福祉センターにおける調査結果の解析、パイロット

スタディをもとにした病院医師を対象とした全国調

査の開始、全国弁護士会の調査および結果の解析、

犯罪被害者グループにおける質問紙調査、専門施設

における認知行動療法研究等を計画し、一部の研究

を除いて、おおむねこの計画を順調に進められた。

以下、目的での分類にしたがって研究の方法と成果

を述べる。 

 

（１）犯罪被害者の精神医学的状況、犯罪被害者の

精神医学的治療の現状把握 

1-1.精神科医療機関における犯罪被害者への 

治療及び司法的関与の実態に関する研究 

本研究は全国の精神科医療機関を対象とし、犯罪

被害者の受診の実態と実際に行われている治療、精

神科医の司法的な関与がどのようなものであるかを

明らかにし、これらを促進あるいは妨げる要因を抽

出する。平成 17 年度に行った(1)全国精神保健福祉
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センターを対象とした調査及び(2)の予備調査とし

ての I 県の精神科医療機関を対象にした調査結果を

踏まえ、全国の精神科医療機関を対象とした調査を

行った。日本精神科病院協会に所属する 1190 機関、

日本精神科診療所協会 1347 機関、国公立大学病院

41 機関、私立大学病院 69 機関、国立病院機構 64 機

関、公立病院 145 機関、労働者健康福祉機構の中で

精神科を有するもの 23 機関、計 2879 機関に調査票

を郵送した。調査票は精神科医局長あるいはそれに

準ずる精神科医 1 名に回答を依頼した。840 人から

回答を得（回収率29.2％）、欠損値を除いた828人(経

験年数 10－29 年が 62.1%を占める)を分析の対象と

した。 

 回答者の 50.6%は、平成 17 年度に被害者の診療を

行っており、17.9%は平成 17 年度以外に被害者の診

療を行っていた。平成 17 年度の 1年間で診療した被

害者の平均人数は 2.4 人だった。被害内容としては

配偶者間暴力、性暴力の被害が比較的多かった。被

害者を診療した経験のある人の半数以上が法的な問

題へ関与した経験を有し、内容としては裁判のため

の診断書・意見書の作成、民間の保険のための診断

書の作成が多かった。被害者に関わる他の機関（警

察、児童虐待相談機関、配偶者暴力相談機関、民間

被害者支援団体）のいずれかと連携を持っていると

回答した人は全体の 36.0%であった。回答者の 35.9% 

は、被害が疑われるものの自らは被害について話さ

ない患者を診察した経験があり、その 8 割がそのよ

うな患者に被害体験について尋ねた経験があった。

患者が被害体験を認めた場合、被害体験に焦点を当

てずに治療を行うという治療方針をとることが多い

ことがわかった。 

診療経験と有意に関連する因子として、性別、被

害者に関連した施設での勤務経験、PTSD や犯罪被害

者の研修やワークショップへの参加経験、日本トラ

ウマティックストレス学会への登録、被害者に関わ

る他の機関（警察、児童虐待相談機関、配偶者暴力

相談機関、民間被害者支援団体）があげられた。医

療機関の形態、標榜科、勤務地域によって診療した

被害者の合計数に有意差はなかった。 

被害者を多く診ている精神科医の特徴を明らかに

するために、平成 17 年度に被害者の診療をしたと回

答した人（n=419）が診療した被害者数の合計と各因

子の関係を調査したところ、診療した被害者の合計

数と関連のある因子として、平均外来担当患者数、

被害者に関連した施設での勤務経験、PTSD や犯罪被

害者に関連した研修やワークショップへの参加、警

察・児童虐待相談機関・配偶者暴力相談機関・民間

被害者支援団体との連携、司法的関与の経験があげ

られた。 

診療経験の有無によって診療の特徴を統計的に比

較すると、被害者の診療経験がある人は、より被害

者の治療に興味や関心を持ち、研修への参加や被害

者に関わる機関での勤務経験など医療機関以外での

活動を行い、被害者に関わる他の機関との連携を行

っていた。被害者の診療経験がない人は、より治療

や支援に必要な知識や情報（治療の知識・技術、法

的な知識、他機関の情報など）が不足していると感

じていた。 

 以上の結果から、現状としては多くの精神科医は

日常診療の中で受診してきた被害者の診療を行って

いるが、積極的に関与を行っているのは一部の精神

科医であることがわかった。このことより、今後被

害者への的確な対応を進めるためには、①被害者診

療を行っていないことに関連している因子を改善す

ること、②現在被害者に関わっている精神科医が必

要性を感じている点について改善することの 2 つの

視点が必要と考えられる。 

 まず①について取り上げる。現状では、多くの精

神科医が治療に関する知識・技術不足、被害者に関

わる他の機関の情報不足、司法関連の知識不足を感

じていた。しかし、研修やワークショップへの参加

経験のある人は、これらの不足感をより感じていな
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い傾向にあった。このことより、研修やワークショ

ップの機会が知識や情報の不足を解消して、より積

極的に被害者に関わる一因となる可能性がある。こ

こで獲得されるべき知識や情報としては、受診され

る被害内容として多い、配偶者間暴力や性暴力被害

について優先されることが必要である。また、他機

関との連携をもつことでより被害者の診療が促進さ

れ、役割分担がなされた適切な支援ができると考え

られる。しかし、現時点では回答者の約 8 割が被害

者に関わる他機関の情報不足を感じている。今後連

携を進めるには、他機関の情報不足を解消すること

と、実践的な連携のモデルが必要と考えられる。 

 次に②については、現在、被害者を診療している

精神科医は「犯罪被害者・家族への保険外治療費に

関する補助制度」「認知行動療法等時間を要する精神

療法の診療報酬の引き上げ」と感じていることがわ

かった。これらはいずれも経済的な問題である。ま

た、被害体験に焦点を当てることに消極的になるこ

とと関連して、時間不足が上げられていた。今後、

被害者診療に伴う経済的問題への対策が進められる

ことで、被害者の診療がより積極的になる可能性が

ある。  

 最後に、診療を行う中で生じてくる burn out や代

理受傷といった、治療者側の精神的な負担について

も対策が講じられる必要があると考えられた。 

 本調査の限界としては、まず対象者の選択の問題

がある。個人情報を入手することが困難であったた

め、調査票は一般に公開されている精神科医療機関

に発送した。送付先は精神科病院協会など主な団体

に所属する精神科医療機関であり、全国の精神科医

療機関の多くが網羅されていると考えられる。しか

し、医療機関の医局長宛としており、無作為性は確

保されていない。次に回収率の問題がある。回収率

が約 3 割にとどまり、また本調査の内容に関心のあ

る回答者が返信している可能性があり、結果が対象

全体の結果を反映していない可能性がある。 

1-2.犯罪被害者及びその家族における重度ストレス

反応支援プログラムの構築に関する研究 

 研究デザインは、観察的横断研究である。対象と

なる犯罪被害者のリクルートには、日本全国に会員

のいる被害者当事者団体に協力を依頼した。会員数

は総数 275 名であり、被害者本人が 56 名、被害者の

家族・遺族が 219 名の団体である。会員数の多い被

害者当事者団体であることと、一定の地域に偏って

いないこと、従来あまり調査されてこなかった身体

暴力の被害者や殺人の遺族が多いことから、この団

体に協力を依頼した。調査対象者は、この団体の会

員と会員の家族で、18 歳以上の犯罪被害者およびそ

の家族と遺族（被害者本人からみて 2 親等以内の親

族）とした。調査票は会員とその家族分をあわせて

3 通郵送しており、配布数は 735 部であった。返送

数は 193 通で、会員の回収率は 53.1%、全体の回収

率は 26.3%であった。回答者のうち、遺族が 80.8%

と最も多く、ついで被害者本人（13.3%）、家族（9.6%）

であった。遺族や家族で自身も直接の被害にあって

いる人は 6人であった。 

  対象者のうち加害者が逮捕されているものが

77.7％であり、被害後に何も補償を受けていない人

が 30％であった。犯罪被害者等給付金や生命保険を

受けた人が約 36%であった。 民事裁判を行った人は

80 人（42.6%）と約半数おり、現在も行っている人

は 11 人（5.9%）であった。対象者の約 80%が刑事・

民事等司法と関わりを持っていた。 

 気分障害および不安障害のハイリスクとされる

K10 のカットオフ値（25 点）以上のもの（K10 高得

点群）の割合は、全体で 76 人（40.9%）であった。

K10 高得点群の割合は、被害者本人が最も高く

(68.4%)、ついで遺族（41.5%）、家族（16.5%）であ

った（p<0.01）。K10 の高得点群に有意に関連のあっ

た項目は、女性、裁判における意見陳述の経験、被

害時の強い恐怖と戦慄、主観的健康の不良、事件か

ら調査時点までの 2 週間以上の精神的不調と精神科
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医療機関の受診、主観的二次被害得点の高さであっ

た。本調査の結果からは、犯罪被害者の精神健康を

改善するためには、上記にあげられた因子を踏まえ

た介入を行うことが必要であるといえる。しかし、

これらの因子が精神健康に直接関連しているのか、

あるいは他の因子を介して影響しているのかは明ら

かではない。この点については、被害者を対象とし

た面接調査によって明らかにしていく予定である。  

また、犯罪からの経過時間は長く、被害から時間

が経過することで、精神健康が改善する傾向はみら

れなかった。この集団はメンタルヘルスの問題が慢

性的状況にあるといえる。がまた、本調査では、対

象者の偏りの課題があり、精神疾患の有病率等につ

いて明らかにすることができなかった。それについ

ては、本調査の結果をもとに、今後、より偏りの少

ないサンプリングの手法に基づいた大規模の犯罪被

害者の精神健康についての実態調査を検討していく

ことが必要である。 

 

1-3.犯罪被害者の心理的支援に関する弁護士調査―

司法と保健医療との連携について― 

全国の犯罪被害者支援に関わっている日本弁護士

連合会所属弁護士 945 名を対象にアンケート調査を

行なった。86名から回答が得られた（回収率 9.1％）。 

 受任時点で司法以外の支援を受けていたケースは

18.6％で、支援機関は民間犯罪被害者支援団体や警

察（犯罪被害者対策室など）が関与していた。これ

までに支援機関等で受けた二次被害は 16％に認め

られ多機関にわたっていた。被害者の犯罪被害内容

はＤＶが最も多かった。受任後に心理的ケアが必要

と思われたケースは 21.6％あり、法的プロセスが進

められないなどの事態が起こっていることが明らか

となった。治療が必要と思われた時に、治療紹介機

関を持っている弁護士は 44.2％で、52.3％が治療紹

介機関がないと回答し、その理由として近くに治療

機関がない、あるいは紹介方法が分からないなど、

医療機関等の情報の得にくさが指摘された。また、

ボランティアベースの相談機関と治療機関の区別が、

治療紹介機関のある弁護士でも、つきにくくなって

いることが示唆された。精神科医療の専門家にとっ

ては、これらの区別ははっきりしていると考えられ

るのに、司法関係者には明らかでないということは

連携に当たっては問題となるのではないかと思われ

る。 

 当初から比較的被害者問題について関心が高いと

思われる弁護士を対象とした調査であったが、回答

率は低くとどまり、弁護士回答者の 89.5％がこれま

でに犯罪被害者関連事案の受任経験を持っていた。

このため本調査の結果は偏っている可能性がある。 

 

（２）心理的外傷治療についての実証的知見 

2-1.PTSD 患者を対象にした認知行動療法 

 本研究については、前年度より引き続き、PTSD 症

状の軽減を目的とした認知行動療法である

Prolonged Exposure Therapy（以下；PE 療法）を PTSD

を持つ犯罪被害者に施行し、その有効性を検証する

ことを目的とした。またこの方法の研究を進めるた

めに、米国で PE 療法の教授法、スーパーバイズなど

について学び、Foa 教授を招聘してワークショップ

を行った。具体的には、武蔵野大学心理臨床センタ

ー及び単科精神科病院に来室・来院した犯罪被害女

性 12 名を対象に、PE 療法を施行した。治療効果を

測定するために、治療の前後に CAPS（PTSD 臨床診断

面接尺度）、IES-R（改訂版出来事インパクト尺度日

本語版）、SDS、日本語版 DES を用いた。対象者のう

ち、9名は PE 療法完遂、2名は継続中、1名は PE 療

法を中断し通常カウンセリングに移行した。PE 療法

を完遂した 9名の治療結果をみると、PTSD が改善し

たものは 4名、PTSD 症状が軽減したものは 3名、症

状に変化が見られなかったものは 2名であった。 

PE 療法前後で各心理尺度得点に差があるかどう

かを調べるために完遂ケース9名を対象にWilcoxon
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の順位和検定を行ったところ、PE 療法は犯罪被害の

影響で生じた PTSD 症状（p=0.024）、抑うつ症状

(p=0.038)、解離症状(p=0.012)に効果が認められた。

さらに PE 療法後のフォローアップ面接時では PTSD

症状（p=0.019）と解離症状（p=0.008）がともに軽

減しており効果の持続が認められた。抑うつ症状に

おいては有意な差が得られなかったが、症状の低下

傾向は見られた。 

 本研究では着実に PTSD の軽減が見られ、米国と同

様の有効性が日本でも見られるものと推測されるが、

有効性について確証を得るためには RCT を開始する

ことが要求されよう。対象となる PTSD 患者の数は 8

例増えて 12 例となったが、当初の目標には達してい

ない。 

今後は、犯罪被害者のための専門的な心理療法と

して専門家に PE 療法のトレーニングを行い、PE 療

法を普及していくとともに、日本における PE 療法の

知見を積み上げ、犯罪被害者にとって有効な心理療

法をさらに検討していく。治療方法の普及のために

は、その実証的研究とともに、教授法、普及法につ

いても、研究を重ねていく必要がある。 

 

2-2.心理相談室における犯罪被害者への心理的支援

の方法・技法について－相談員に対するインタ

ビュー調査－ 

対象は武蔵野大学心理臨床センターに勤務する心

理相談員８名、調査期間は２００７年１月から２月

である。インタビュアーは、外部の臨床家２名のう

ちいずれか１名が担当した。方法は、質問項目を用

意し、質問内容を中心にインタビューをする半構造

化面接である。特別な専門的手法を使わない場合で

も、相談者が何を求めているのか希望や動機をつか

むようにする、被害体験を話し始めた場合には聞く

ことを基本としつつも、安全な場所で安心して話せ

る状態にあるのかも確認し、心身の状態が悪い場合

には早めに止めるなどいくつかのポイントが犯罪被

害者の心理臨床を行ううえで役に立つと考えられた。

この研究には方法論上の限界も多いが、現場の心理

臨床家が犯罪被害者に接する場合には、まずこのよ

うな状況で接することが多いと考えられる。心理臨

床は薬物治療と異なり、ガイドラインや十分な情報

があれば、エビデンスのある方法をすぐに誰でも選

択できるというものではない。心理治療の普及は研

究者レベルでは十分知識がいきわたっていると思わ

れる米国でも大きな課題となっており、当面のギャ

ップを埋める試みも必要である。 

 

2-3.PTSD の心理治療―認知処理療法の導入 

PTSD への介入法の中から、さらに Cognitive 

Processing Therapy(CPT:認知処理療法)に特化して

検討を行った。昨年展望した PTSD への介入方法の中

で、効果の面で際立っていた２つの療法は、 PE 療

法と CPT である。共にエビデンスに基づいた充分な

治療効果が報告されている。2-1 で研究中である PE

療法だけでなく、さらに犯罪被害者へのケアの幅を

広げるためにも、CPT の日本への導入を行うことと

した。CPT は認知療法にもとづく 12 セッションから

なる PTSD 治療法であるが、その研修を受け、マニュ

アルを訳出した。 

 

（３）精神保健福祉センターや保健所、一般精神医

療の現場における犯罪被害者への、主として心

理的外傷の治療を目的とした実践的なモデルの

作成 

3-1．地域精神保健福祉機関における犯罪被害者支援 

 手引き案の内容は以下の通りとした。 

１．犯罪被害者支援の歩み ２．犯罪被害者等基本

法と犯罪被害者等支援基本計画 ３．犯罪被害者と

司法制度 ４．犯罪被害者等における精神保健相談

（電話・面接） ５．精神障害者の受ける犯罪被害 

６．福祉制度等の利用 ７．関係機関との連携  

８．自助グループ紹介 ９．資料 
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今年度の研究では、手引き案としてまとめたが、

より活用しやすくするために、事例の収集や関係機

関連携など、さらなる検討が必要と考えている。来

年度は、研究班全体からの意見も取り入れて、手引

きとしてまとめる予定である。 

3-2.自助グループ支援のあり方に関する調査 

自助グループ支援のあり方を検討するため、社団

法人京都犯罪被害者支援センターの協力を得て、継

続して活動している、TAV 交通死被害者の会事務局、

少年犯罪被害者の会代表者との意見交換を行った。

自助グループへの支援の可能性について、示唆が得

られたが、実際に運用するにはさらに検討を深める

必要がある。 

 

3-3.保健所における事件･事故・災害時の PTSD 対策

の事例検討について 

保健所における PTSD 対策の状況について担当者

から聞き取り調査を行った。 

18 年 10 月 6日 和歌山市毒物混入事件 

 （和歌山県和歌山市保健所） 

18 年 11 月 2日 JR 福知山線列車脱線事故 

（兵庫県尼崎市保健所） 

18 年 12 月 8日 新潟県中越地震 

 （新潟県長岡保健所） 

19 年 2 月 13 日 西鉄高速バス乗っ取り事件 

（佐賀県唐津保健所） 

保健所における犯罪被害者のこころのケアが可能

かどうか考えた時、今後の対策として、以下の充実

が望まれた。また今年度の調査を踏まえた犯罪被害

者支援システムを提示した。 

①保健所は現状では被害者との接点は少なく、警察､

児童相談所、病院等との連携が必要である。 

②担当者のスキルアップ 保健師への専門的な研修、

代理受傷対策も必要である。 

③後送機関 県内に一箇所 PTSD 治療機関が必要。保

健所だけでは完結できない。 

④専門家のバックアップ体制 事件・事故・災害に

際しても、専門家による適切な時期に適切な支援

があった。国レベルで体制を組む必要がある。 

⑤市民への啓発が必要である。 保健所で相談がで

きる事を知ってもらう。 

⑥被害者支援ネットワーク（NPO）活動の実情把握が

要求される。 

⑦精神保健福祉センターと保健所連携の強化が課題

として挙げられる。 

 

Ｃ．結論 

①本年度も、昨年度から継続した計画に基づき、

多角的に犯罪被害者およびその精神科医療の実態を

明らかにしようと試みた。その結果、複数の結果か

ら共通の側面が浮き上がってきた。精神科医師が犯

罪被害者の診療経験を持つためのキーワードは「連

携」「専門研修」である。 

医療機関の調査からは、回答者の約半数が平成 17

年度に被害者の診療を行っており、回答者の約 7 割

が、これまで被害者の診療を行った経験を有してい

た。被害者の診療経験がある人の半数以上に、法的

な問題に関与した経験があることがわかった。 

何らかの形で、犯罪被害者にかかわる機関（警察・

児童虐待相談機関・配偶者暴力相談機関・民間被害

者支援団体など）との連携を持っている一部の精神

科医師は、多くの犯罪被害者の診療を行っており、

その連携のあり方はそのような機関で働いた経験も

含められ、その医師の所属する医療機関の携帯によ

るわけではない。また、犯罪被害者の診療経験を持

つことが、さらに連携を深めることにもなると推測

される。また司法的な知識を含めた専門的知識を得

ることが、犯罪被害者の治療を経験することと関連

があり、また専門知識は犯罪被害者にかかわるため

に必要であるという意識は、医療機関調査のみなら

ず、昨年度に行った精神保健福祉センター調査でも

示されていた。精神保健福祉センターの調査では、
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犯罪被害者等の治療は重要であると考えているが、

治療技術や司法関連、支援機関等の知識の不足があ

ることをあげられていた。 

これらのことから、医療機関の形態や経験年数、

勤務地域などにかかわらず、何らかの形で犯罪被害

者に関わる機関との連携を持つこと、専門的知識を

得ることが、犯罪被害者の診療を行うことに繋がる

と期待される。 

②しかし、犯罪被害者の診療経験がある精神科医

師が、被害体験を訴えない患者において被害体験を

確認した場合では、治療方針としては「被害体験の

焦点を当てず治療する」が 6 割を占めていた。患者

から積極的な被害体験の開示がなかった場合ではあ

るが、エビデンスに基づく心理治療の全てで被害体

験は積極的に扱われていることから考えると、この

点は改善されるべきである。このことには技術や知

識の不足や治療の時間が十分に取れないことなどが

かかわっていた。専門研修などによる知識の獲得に

よってこの一部は解消されるだろうが、犯罪被害者

治療には長期間が必要になる場合も多いことを考え

ると、十分に時間を取ることの出来る治療体制をど

のように確保するかも次の問題となろう。弁護士調

査では、回収率が低くその結果には限界があった。

精神科医療の専門性があまり理解されておらず、弁

護士は精神的問題に関して専門的な紹介先がないと

感じていた。 

③犯罪被害からの経過年数の平均が約 7.8 年であ

る犯罪被害者自助団体の会員の調査では、精神健康

の不調を訴える者が多く、K10 の cutoff 値である 25

点以上の人は 76 人（40.9%であった）。PTSD のハイ

リスク群とされている IES-R25 点以上の人は 145 人

（79.9%）であった。この団体は、司法での犯罪被害

者の権利獲得に緘して活発に活動する団体であり、

標本の偏りを考慮する必要がある。医療機関への受

診については、調査時点においては気分障害、不安

障害のハイリスク者の割合が約 40%であるのに対し、

精神科医療機関を受診しているものは 16%にすぎな

いことが明らかになった。K10 高得点群の割合は、

被害者本人が最も高く(68.4%)、ついで遺族（41.5%）、

家族（16.5%）であった（p<0.01）。K10 の高得点群

に有意に関連のあった項目は、女性、裁判における

意見陳述の経験、被害時の強い恐怖と戦慄、主観的

健康の不良、事件から調査時点までの 2 週間以上の

精神的不調と精神科医療機関の受診、主観的二次被

害得点の高さであった。すなわち、主として PTSD

発症のハイリスク要因ともなるような要因が、精神

健康全般の状況にも影響していると考えられる。こ

の調査は質問紙による限定的なものであり、今後、

了承を得られた被害者に対して面接調査を行う予定

である。 

④犯罪被害女性 12 名を対象に、PTSD 症状の軽減

を目的とした認知行動療法である Prolonged 

Exposure Therapy（以下；PE 療法）を施行した。PE

療法を完遂した 9 名の治療結果(2 名は、継続中)を

みると、PTSD が改善したものは 4名、PTSD 症状が軽

減したものは 3 名、症状に変化が見られなかったも

のは 2名であった。PE 療法前後で各心理尺度得点に

差があるかどうかを調べるために PE 完遂ケース 9

名を対象に Wilcoxon の順位和検定を行ったところ、

PE 療法は犯罪被害の影響で生じた PTSD 症状

（p=0.024）、抑うつ症状(p=0.038)、解離症状

(p=0.012)に効果が認められた。 

⑤また、現在専門的に犯罪被害者に対する相談活

動を行っている心理相談員が、どのようなことに配

慮し、どのようなことに着目しているか、またどの

ように疲弊や事故を防いでいるかを調査し、内容を

分析した。特別な継続研修（スーパービジョンも含

むような）を必要としないレベルで、きわめて習熟

しているとはいえない一般的なセラピストであって

も大過なく相談活動ができるよう、相談にあたって

念頭に置くべき点について面接を行い調査した。 

さらに PE と異なる方法だが、同程度の強力なエビ
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デンスのある治療法 CPT についてその導入をおこな

った。 

⑥最後に精神保健福祉センターにおける犯罪被害

者対応の手引き案を、以下の項目で作成した。 

１．犯罪被害者支援の歩み ２．犯罪被害者等基本

法と犯罪被害者等支援基本計画 ３．犯罪被害者と

司法制度４．犯罪被害者等における精神保健相談（電

話・面接）５．精神障害者の受ける犯罪被害 ６．

福祉制度等の利用 ７．関係機関との連携 ８．自

助グループ紹介 ９．資料  

また保健所における近年の犯罪被害に対する地域

での支援活動に関して比較検討を行った。保健所に

おける犯罪被害者のこころのケアが可能かどうか考

えた時、今後の対策として、以下の充実が望まれた。  

原則として保健所単独だけで地域でのケアが完結

することはない。①警察､児童相談所、病院等との連

携が必要である。②担当者のスキルアップ 保健師

への専門的な研修、代理受傷対策も必要である。 

③後送機関が必要であり、場合によっては国レベル

で体制を組む必要がある。⑤市民への啓発活動を行

う。⑥全国被害者支援ネットワーク（NPO）活動の実

情把握が必要である。⑦精神保健福祉センターと保

健所連携の強化が望まれる。 

 



  

  

 

 13

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

厚生労働科学研究費補助金（こころの健康科学研究事業）  

分担研究報告書  

 

研究課題名：犯罪被害者の精神健康の状況とその回復に関する研究  

分担研究課題名：精神科医療機関における犯罪被害者への治療及び  

司法的関与の実態に関する研究  

 

 

分担研究者 辰野文理 国士舘大学法学部  

            中島聡美 国立精神・神経センター精神保健研究所  

研究協力者 橋爪きょう子 筑波大学人間総合科学研究科  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

研究主旨：犯罪被害者およびその家族の精神科医療機関の治療の実態を明らかにするた

めに全国の精神科医療機関 2879 機関の医局長宛に調査票を郵送した。840 人から回答

を得た（回収率 29.2％）。回答者の 50.6%は、平成 17 年度に被害者の診療を行っており、

17.9%は平成 17 年度以外に被害者の診療を行っていた。平成 17 年度の 1 年間で診療し

た被害者の平均人数は 2.4 人だった。被害内容としては配偶者間暴力、性暴力の被害が

比較的多かった。被害者を診療した経験のある人の半数以上が法的な問題へ関与した経

験を有し、内容としては裁判のための診断書・意見書の作成、民間の保険のための診断

書の作成が多かった。被害者に関わる他の機関（警察、児童虐待相談機関、配偶者暴力

相談機関、民間被害者支援団体）のいずれかと連携を持っていると回答した人は全体の

36.0%であった。回答者の 35.9% は、被害が疑われるものの自らは被害について話さな

い患者を診察した経験があり、その 8 割がそのような患者に被害体験について尋ねた経

験があった。患者が被害体験を認めた場合、被害体験に焦点を当てずに治療を行うとい

う治療方針をとることが多いことがわかった。被害者の診療経験がある人は、より被害

者の治療に興味や関心を持ち、研修への参加や被害者に関わる機関での勤務経験など医

療機関以外での活動を行い、被害者に関わる他の機関との連携を行っていた。被害者の

診療経験がない人は、より治療や支援に必要な知識や情報（治療の知識・技術、法的な

知識、他機関の情報など）が不足していると感じていた。これらの結果から，今後被害

者の診療をより促進するためには、研修への参加や他機関との連携をすすめることが必

要である。さらに、診療を実際に行っている医師が必要性を感じている、診療に伴う経

済的な支援等の施策について実施されることが望まれる。  
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１．背景と目的  

これまでの研究では、災害や事故、暴力被害

の影響で、被害者には PTSD を始めとしたさま

ざまな精神症状が出現することが明らかになっ

ている。しかし、その一方で、実際に精神医療

機関を受診する被害者の数は多くないことが報

告されている。このような背景を踏まえて、本

研究では医療機関側の調査を通して、医療機関

が被害者の受療行動に与える影響と被害者に対

して行っている司法的関わりを明らかにするも

のである。  

本研究は全国の精神科医療機関を対象とし

ている。犯罪被害者の受診の実態と実際に行わ

れている治療、精神科医の司法的な関与がどの

ようなものであるかを明らかにし、これらを促

進あるいは妨げる要因を抽出する。研究のより

詳細な目的は以下の３つに分けられる。 

(1) 精神保健福祉センターにおける犯罪被害者

支援活動、精神科医の犯罪被害者治療に関

する意識の特徴及び、司法的関わりの程度

とそれに対する認識の特徴を明らかにする。 

(2) 全国の精神科医療機関（精神保健福祉セン

ター含む）における犯罪被害者の実態を受

診状況から把握する。 

平成 17 年度は、(1)全国精神保健福祉センタ

ーを対象とした調査、及び、(2)の予備調査とし

て I 県の精神科医療機関を対象にした調査を行

った。 

平成 18 年度は、平成 17 年度の予備調査を踏

まえて、全国の精神科医療機関を対象とした調

査を行ったので報告する。  

 

２．対象と方法  

2-1.対象・調査期間  

日本精神科病院協会に所属する 1190 機関、

日本精神科診療所協会 1347 機関、国公立大学

病院 41 機関、私立大学病院 69 機関、国立病院

機構 64 機関、公立病院 145 機関、労働者健康

福祉機構の中で精神科を有するもの 23 機関、

計 2879 機関に調査票を郵送した。調査票は精

神科医局長あるいはそれに準ずる精神科医 1 名

に回答を依頼した。840 人から回答を得（回収

率 29.2％）、欠損値を除いた 828 人を分析の対

象とした。調査期間は平成 18 年 6 月 6 日～7

月 25 日であった。  

   

2-2.方法  

2-2-1.手続き  

調査票には、調査の目的と共に、調査票は無

記名で行い、個人を特定できるような情報は含

まれていないこと、また情報は厳重に保管され

ることを明記した。調査票の返送をもって研究

への同意とみなすことを併記した。  

（倫理面への配慮）  

 調査協力者には上述の配慮を行った。また、

本調査の実施にあたり、国立精神・神経センタ

ー及び筑波大学の倫理委員会の承認を得た。  

 

2-2-2.調査項目  

（１）個人属性  

・ 性別  

・ 年齢  

・ 臨床経験年数  

・ 勤務医療機関の形態（単科精神病院、それ

以外の病院、診療所）  

・ 勤務医療機関の標榜科（精神科・神経科、

心療内科、その他）  

・ 勤務医療機関の設立基盤  

・ 勤務地域  

・ 回答者の担当する 1 ヶ月の外来患者数平均  

（２）医療機関勤務以外で被害者に関わる活動

についての項目  
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・ 被害者に関連する施設での勤務経験  

・ 犯罪被害者や PTSD に関連する研修への参

加経験  

・ 日本トラウマティック・ストレス学会への

登録  

（３）被害者の診療に関する項目  

・ 被害者の診療経験の有無  

・ 診療経験がある場合過去 1 年間に診療した

被害者の人数（男性、女性、合計）  

・ 診療した被害者の被害内容  

・ 被害者に関わることになったきっかけ  

・ 診療経験がある場合、法的問題への関与の

有無と内容  

・ 他の機関（警察、児童虐待相談機関、配偶

者暴力相談機関、民間被害者支援団体）と

の連携の有無  

・ 被害について自らは話さない患者の診療経

験と、治療の方針  

（４）被害者に関わることについての意識調査  

  被害者に関わることへの、意欲や関心の度

合い、技術や知識について 10 項目の質問を

行い、「全くそうである」「どちらかといえば

そうである」「どちらともいえない」「どちら

かというとそうではない」「全くそうではな

い」の 5 段階での回答を得た。  

（５）被害者の治療を推進するために必要な事

項  

  今後、被害者の治療を行うに当たって必要

と思われる事項について、6 項目の質問を行

い「非常に必要」「どちらかというと必要」「ど

ちらともいえない」「どちらかというと必要

でない」「全く必要でない」の 5 段階での回

答を得た。  

 

2-2-3.分析方法  

各評価項目について、対象全体の集計結果を

出すと共に、被害者の診療経験がある群とない

群について比較を行った。統計解析には SPSS 

for Windows ver 14.0 を用いた。  

 

３． 結果  
3-1．単純集計結果  

（１）回答者の属性  

回答者の属性を表 1 に示す。平均年齢は 51.6

±11.6 歳（26～84 歳）、臨床経験年数は平均 23.8

±11.6 年であった。回答者の勤務している医療

機関の属性を表 2 に示す。  

 

（２）医療機関勤務以外の被害者に関わる活動  

被害者に関連した施設での勤務経験（非常勤

を含む）については、被害者に関わる何らかの

施設への勤務経験があるものは 169 人（20.4％）

であった。また、これまで、犯罪被害者や PTSD

に関連した研修やワークショップへ参加した経

験がある人は 244 人（29.5％）であった。22

人 (2.7%)がトラウマティック・ストレス学会に

会員として登録していた。  

 

（３）被害者の診療と法的な問題への関与  

平成 17 年度に被害者を診療したと回答した

のは 419 人 (50.6%)で、平成 17 年度に限らなけ

れば診療経験があると回答した人は 148 人

（17.9%）、261 人 (31.5％ )はこれまで診療経験

がないと回答した。  

平成 17 年度の 1 年間に診療した被害者の合

計人数の平均は 2.4 人（SD6.0）であった (表 3，

図 1)。また、平成 17 年度に被害者を診療した

人の、被害者の被害内容を表 4 に示す。平成 17

年度に被害者の診療をした人の約半数が性的暴

力、配偶者間暴力の被害者の診療を行っていた。 

 



表 1 ： 回 答 者 の 属 性
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表 3：平成 17 年度 1 年間に診療した被害者数  

(n=828）  

 男性 女性 合計 

平均値 0.5 1.9 2.4

中央値 0.0 0.0 0.0

最頻値 0 0 0

標準偏差 1.6 4.8 6.0

最小値 0 0 0

最大値 20 90 100

 

 

 

 

 

 

  n（％） 

性別  

男性 712（86.0） 

女性 116（14.0） 

年齢  

20 代 5（0.6） 

30 代 119（14.4） 

40 代 264（31.9） 

50 代 256（30.9） 

60 代 93（11.2） 

70 歳以上 91（11.0） 

臨床経験年数 

9 年以下 64（7.7） 

10～19 年 255（30.8） 

20～29 年 266（32.1） 

30～39 年 129（15.6） 

40～49 年 89（10.7） 

50 年以上 19（2.3） 

1 ヶ月の平均外来担当患者数 

100 人以下 135（16.3） 

101～200 人 154（18.6） 

201～300 人 137（16.5） 

301～400 人 94（11.4） 

401 人以上 304（36.7） 

勤務地域  

北海道 42（5.1） 

東北 65（7.9） 

関東 197（23.8） 

甲信越 28（3.4） 

北陸 24（2.9） 

中部 64（7.7） 

近畿 143（17.3） 

中国 75（9.1） 

四国 39（4.7） 

九州・沖縄 151（18.2） 

  n（％） 

形態 

病院（精神科単科） 320（38.6）

病院（精神科単科以外） 142（17.1）

診療所 366（44.2）

標榜科（複数回答） 

精神科・神経科 818（98.8）

心療内科 289（34.9）

その他 102（12.3）

設立基盤 

国立病院機構 30（3.6）

大学 46（5.6）

地方自治体 53（6.4）

労働者健康福祉機構 4（0.5）

医療法人・個人 667（80.6）

その他 28（3.4）

表 2：回答者の勤務医療機関の属性
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診療した被害者の数 

  被害内容 1～4 人 

n（%） 

5 人以上 

n（%） 

殺人 33（7.9） 0（0）

暴行・傷害 137（33.7） 7（1.7）

性的暴力 192（45.8） 18（4.3）

児童虐待 98（23.4） 22（5.3）

配偶者間暴力 202（48.2） 25（6.0）

その他 103(24.6) 4（1.0）

 

平成 17 年度もしくは平成 17 年度に限らなけ

れば被害者の診療経験があると回答した 567 人

のなかで、何らかの法的な問題への関与をした

ことがあるのは 313 人 (55.2%)であった。関与

の内容を表 5 に示す。  
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図 1：診療した患者数（合計）
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  n（%） 

民間の保険の診断書作成 142（45.4） 

裁判の診断書・意見書作成 149（47.6） 

証人として裁判所へ出廷 19（6.1） 

警察や検察に口頭で意見 61（25.6） 

裁判・取調への付き添い 9（2.9） 

警察･児童相談所に通報・通告 61（19.5） 

その他 41（13.1） 

いずれかの経験あり 313(55.2) 

 

全回答者において、他の機関からケースを紹

介された、自らがケースの相談をした経験（以

下連携とする）を表 6 に示す。全回答者の 36.0%

が他機関（警察、児童虐待相談機関、配偶者暴

力相談機関、民間被害者支援団体）のいずれか

と連携を持っていた。  

 

 

 

 

 

表 4 ： 診 療 し た 被 害 者 の 被 害 内 容

（n=419）  
表 5：法的な問題への関与の内容（n=567）  

16151413121110987 6 5 4 3 2 1

ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

診療した患者数（人）



 表 8：被害について尋ねない理由（n=828）   表 6：他機関との連携（n=828）  

  n（%） 

警察 145（17.5）

児童虐待相談機関 171（20.7）

配偶者暴力相談機関 125（15.1）

民間被害者支援団体・自助グループ 44（5.3）

いずれかの連携あり 298(36.0)
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 全回答者のうち 297 人 (35.9%)は、「被害に遭

ったことが疑われるが、被害について自ら話さ

ない人の診療をしたことがある」と回答した。

そのなかの 46 人 (15.1%)は被害について尋ねる

ことが「よくあった」とし、213 人 (71.1%)は「と

きどきあった」、38 人 (12.8%)は「尋ねたことは

ない」と回答した。さらに、被害について尋ね

たことが「よくあった」「ときどきあった」と回

答した人で、患者が被害について認めた場合の

治療方針としては「被害には積極的に焦点を当

てずに治療を継続する」人が多かった（表 7）。 

 

表 7：患者が被害を認めた場合の治療方針

（n=259）  

 n(%) 

被害経験に焦点を当てて治療継続 54(20.8)

被害経験に焦点を当てずに治療継続 169(65.9)

自らは治療しない（専門家へ紹介など） 8(3.1)

   n(%) 

症状が増悪する 291（35.1)

患者を傷つける 237(28.6)

その後の対処がわからない 157(19.0)

受け止められない 146（17.6)

治療に関心がない 27(3.3)

対応する時間がない 175(21.1)

その他 167(20.2)

 

（４）被害者に関わることについての意識調査  

結果を図 2 に示す。「全くそうである」「どち

らかといえばそうである」を肯定的な回答とし

た場合、「治療に意義ややりがいを感じる」「治

療や支援に関心をもっている」とした人はそれ

ぞれ 46.7%、48.6%と半数近くになった。また、

「治療についての知識や技術が不足している」

と感じている人は 62.2％、「被害者に関わるほ

かの機関の情報が不足している」と感じている

人は 78.1％、「被害者を治療しているほかの医

療機関の情報が不足している」と感じている人

が 79.1%存在した。「司法関係の知識が不足し

ている」と感じている人は 71.7%であった。  

 

（５）被害者の診療を推進するための必要事項  

 結果を図 3 に示す。「非常に必要」「どちらか

といえば必要」を必要性があるとみなすと、「被

害者・家族の医療費の補助制度」「被害者・家族

の保険外費用の補助制度」「時間を要する精神療

法の診療報酬の引き上げ」「対応・治療のマニュ

アル・治療ガイドライン」「犯罪被害者の治療や

支援に特化した研修」のいずれも 7 割以上の回

答者が必要性を感じていた。  

 

 また、全回答者に被害について尋ねない場合、

その理由を尋ねたところ、「尋ねることにより症

状が増悪する」 (35.1%)、「尋ねることで患者を

傷つける」（28.6%）と回答した人が多かった（表

8）。  
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

治療に意義ややりがいを感じる

治療を行う時間が十分にない

司法関係の知識が不足している

治療や相談を行う中で無力感を感じる

治療や支援に関心をもっている

治療についての知識や技術が不足している

被害者やその家族を傷つけてしまうのではと不安を感じる

被害者に係わる他の機関についての知識が不足している

罪や事件にかかわることにためらいを感じる

被害者の治療をしている他の医療機関の情報が不足している

全くそうである どちらかといえばそうである どちらともいえない

どちらかというとそうではない 全くそうではない

図 2：被害者に関わることについての意識  

図 3：被害者の診療を推進するための必要事項  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

犯罪被害者・家族の医療費の補助制度

犯罪被害者・家族の保険外費用に関する補助制度

認知行動療法等、時間を要する精神療法の診療報酬の引き上げ

PTSDの診断名による医薬品の保険適応

犯罪被害者への対応・治療のマニュアル、ガイドライン

犯罪被害者の支援や治療に特化した研修

非常に必要 どちらかというと必要 どちらともいえない どちらかというと必要ない 全く必要ない

 



3-2.平成 17 年度に診療経験がある群とない群

の比較  

3-3.これまでに診療経験がある群とない群の  

比較                     

 被害者の診療を行っている医療機関の特徴を

把握するために、平成 17 年度に被害者の診療

をした経験のある群とない群の比較を行った

（表 9）。平成 17 年度に診療経験のある群はそ

うでない群と比較して、単科精神科病院の割合

が低く、診療所の割合が高かった。また、心療

内科を標榜している機関の割合が多かった。さ

らに、回答者の平成 17 年度の平均外来担当患

者数は、平成 17 年度に診療経験がある群はな

い群と比較して有意に多かった。勤務地域には

差が見られなかった。  

 被害者の診療経験がある医師の特徴を明らか

にするために、平成 17 年度に被害者の診療経

験がある、とした回答者と平成 17 年度に限ら

なければ診療した経験があるとした回答者と、

これまでに診療経験がないとした回答者の比較

を行った（表 10）。  

 診療経験と有意に関連する因子として、性別、

被害者に関連した施設での勤務経験、PTSD や

犯罪被害者の研修やワークショップへの参加経

験、JSTSS への登録、被害者に関わる他の機関

（警察、児童虐待相談機関、配偶者暴力相談機

関、民間被害者支援団体）があげられた。   表 9：平成 17 年度の被害者の診療経験有無  

による医療機関の比較    

  H17 年度の診療経験 

 
あり 

（n=419） 

なし 

(n=409) 

有意

確率 

医療機関形態    

病院（精神科単科） 116（27.7） 204（49.9）  

病院（上記以外） 71(16.9) 71（17.4） 0.000

診療所 232（55.4） 134（32.8）  

標榜科     

精神科標榜なし 8（1.9） 2（0.5） 0.058

標榜あり 411（98.1） 407（99.5）   

心療内科標榜なし 228（54.4) 311（76.0） 

標榜あり 191（45.6） 98（24.0) 
0.000

外来担当患者数 

～100 人 

 

40(9.6) 

 

95(23.4) 
  

101～200 人 60(14.4)) 94(23.2)  

201～300 人 72(17.2) 65(16.0) 0.000

301～400 人 45(10.8) 49(12.1)  

401 人～ 201(48.1) 103(25.4)   

表 10：被害者の診療経験有無による医師の特性

の比較  

これまでの診療経験 

  あり 

（n＝567） 

なし 

（n=261）

有意

確率

性別  男性 465（82.0） 247（94.6）

     女性 102（18.0） 14（5.4）

0.000 

年齢 51.2±10.8 52.4±13.2 0.191 

臨床経験年数 23.4±10.7 24.4±10.7 0.304 

関連施設での勤務 140（24.7） 29（11.1） 0.000 

研修へ参加経験 214（38.0） 349（11.5） 0.000 

JSTSS の会員 21（3.7） 1（0.4） 0.002 

他機関との連携   

警察 121（22.8） 24（9.8） 0.000 

児童虐待相談機関 160(30.1） 11（4.5） 0.000 

配偶者暴力相談 123(23.2） 2（1.6） 0.000 

民間被害者支援 44 （8.3） 0 （0） 0.000 

年齢・臨床経験年数については t 検定，平均外来担当

患者数は Mann-Whitney 検定，それ以外はχ 2 検定ま

たは Fisher の直接確率検定，  

勤務医療機関形態，診療科はχ 2 検定  

 外来担当患者数は Mann-Whitney 検定  
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3-4.平成 17 年度診療した被害者の数と各因子

の関係  

 被害者を多く診ている医療機関の特徴を明ら

かにするために、平成 17 年度に被害者の診療

をしたと回答した人（n=419）が診療した被害

者数の合計と医療機関の特性の関係を調査した。

医療機関の形態、標榜科、勤務地域によって診

療した被害者の合計数に有意差はなかった。  

次に、被害者を多く診ている精神科医の特徴

を明らかにするために、平成 17 年度に被害者

の診療をしたと回答した人（n=419）が診療し

た被害者数の合計と各因子の関係を調査した

（表 11）。診療した被害者の合計数と関連のあ

る因子として、平均外来担当患者数、被害者に

関連した施設での勤務経験、PTSD や犯罪被害

者に関連した研修やワークショップへの参加、

警察・児童虐待相談機関・配偶者暴力相談機関・

民間被害者支援団体との連携、司法的関与の経

験があげられた。  

 

3-5.診療経験と被害者に関わることへの意識  

 これまで被害者の診療経験がある人とない人

で被害者に関わることに対する意識を比較した。

診療した経験のない人は経験のある人と比較し

て、より「治療について知識や技術が不足して

いる」「被害者やその家族を傷つけてしまうので

はないかと不安を感じる」「被害者に関わる他の

機関の知識が不足している」（以上 p＜0.01）「犯

罪や事件に関わることにためらいを感じる」（p

＜0.05）と感じており、また、より治療に意義

ややりがいを感じておらず、治療や支援に関心

をもっていない傾向にある（p＜0.01）ことが

わかった。  

 

 

 

 表 11：診療した被害者数合計と各因子の関係  

  n 
診療人数

平均(SD)

有 意

確率

性別  男性 333 4.8（8.2）

女性 75 5.3（5.6）

0.603

平均外来担当患者数  

 ～100 人 

 

39 2.8（2.6）

   101～200 人 59 3.6（5.3）

   201～300 人 69 4.7（7.1）

   301 人～400 人 44 3.6（3.3）

   401 人～ 196 6.1（9.7）

0.001

関連施設での勤務 

経験有 

 

110  6.8（9.1）

経験無 298  4.2（7.1）

0.007

研修への参加有 165 6.2(10.2) 

無 240 4.0 (5.4)
0.010

他機関との連携  

警察          有 96 7.9（13.2）

  無 290 3.9（4.7）
0.004

児童虐待相談機関有 136 7.3（9.1）

無 250 3.6（6.9）
0.000

配偶者暴力相談機関有 103 6.8（7.9）

  無 283 4.1（7.8）
0.003

民間被害者支援団体有 38 12.1（12.5）

 無 348 4.1（6.8）
0.000

司法的関与の経験有 247 5.9（9.2）

無 142 3.0（3.3）
0.000

 外来担当患者数は Kruskal-Willis 検定，他は t 検定， 

n.s.：no significant，＊p＜0.05，＊＊p＜0.01 

 

3-6．被害体験を尋ねることに関わる因子  

 被害体験が疑われるが自らは被害について

話さない患者に会った際に、被害体験があるか

自ら尋ねた経験が「よくあった」群を積極確認

群、「ときどきあった」群を消極確認群、「なか
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った」を未確認群とし、各因子との関連を分析

した。回答者の属性や研修の経験、勤務経験、

司法的関与の経験、他機関との連携の有無と有

意な関連はみられなかった。  

 未確認群は他の群と比較して、また消極確認

群は積極確認群と比較してより「司法的知識が

不足している」「被害者やその家族を傷つけてし

まうのではないかと不安」（以上 p<0.05）「治療

についての知識や技術が不足している」「被害者

に関わるほかの機関の知識が不足している」「犯

罪や事件に関わることにためらいを感じる」（以

上 p<0.01）傾向にあった。また、積極確認群は

他の群と比較して、より「治療に意義ややりが

いを感じている」「治療や支援に関心をもってい

る」（以上 p<0.01）傾向にあった。  

 

3-7．被害体験がある患者への治療方針に関わ

る因子  

 被害体験があると患者が認めた場合の対処法

として「被害体験に焦点をあてて治療を継続す

る」群を積極治療群、「被害体験には焦点を当て

ず治療を継続する」群を消極治療群、「自らは治

療しない（専門家に紹介するなど）」群を治療中

断群とし、各因子の関連を分析した。回答者の

属性や研修の経験、勤務経験、司法的関与の経

験、他機関との連携の有無と有意な関連はみら

れなかった。  

 意識調査においては、治療中断群は他の群と

比較して、また消極治療群は積極治療群と比較

して、より「治療を行う時間が十分にない」「治

療や相談を行うなかで無力感を感じる」「治療に

ついての知識や技術が不足している」（以上

p<0.05）、「司法関係の知識が不足している」「被

害者に関わるほかの機関の知識が不足してい

る」「犯罪や事件に関わることにためらいを感じ

る」（以上 p<0.01）傾向にあった。積極治療群

は他の群と比較して、より「治療や支援に関心

をもっている」 (p<0.05)「治療に意義ややりが

いを感じる」（p<0.01）傾向にあった。  

 

3-8．被害者の診療経験者が治療に必要性を感

じている事項  

これまで被害者の診療経験がある人とない

人で、今後被害者の治療を推進するために必要

と思われる事項を比較した。診療経験のある人

はそうでない人と比較して、より「犯罪被害者・

家族への保険外治療費に関する補助制度」「認知

行動療法等時間を要する精神療法の診療報酬の

引き上げ」（以上 p＜0.05）を感じていた。  

 

3-9.研修経験と被害者に関わることの意識  

 これまで PTSD や犯罪被害者に関連した研修

やワークショップへ参加したことがある（研修

経験がある）人とない人で、被害者に関わるこ

とへの意識を比較した。研修経験がある人はそ

うでない人と比較して、より「治療に意義やや

りがいをかんじている」「治療や支援に関心をも

っている」と回答していた（p＜0.01）。また、

研修経験のない人は、より「司法関係の知識が

不足している」「治療について知識や技術が不足

している」「被害者に関わる他の機関の情報が不

足している」「犯罪や事件に関わることにためら

いを感じる」「被害者の治療をしているほかの医

療機関の情報が不足している」（以上 p＜0.01）、

「被害者やその家族を傷つけてしまうのではな

いかと不安を感じる」（p＜0.05）と感じていた。 

 

４． 考察  
4-1.本調査の位置づけ   

後藤 1)は、外傷体験者における治療ニーズに

関して文献レビューを行い、help-seeking に関

して被害者を 4 つのグループに分けた（引用表）。 
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引用表：症状・援助・治療ニーズの自覚による  

被害者の分類（後藤，2006）１）   

 PTSD 関連症状  help-seeking 治療ニーズ自覚

① 症状なし しない 認めない 

② 症状あり する 認める 

③ 症状あり しない 認める 

④ 症状あり しない 認めない 

 

今回調査は、精神科医療機関を受診する群、

つまり②の群がどのような医療機関を受診する

のかという特徴を医療機関側の調査から明らか

にしたといえる。②の部分の現状を把握するこ

とで、②への対応をより適切に行うために必要

な事項を検討することが可能となり、また治療

ニーズがあるものの受診しない③の群が、より

受診しやすい状況を作り出すために必要な事項

が明らかにされる可能性がある。  

 

4-2.被害者の診療と法的な問題への関与の実態  

 被害者の診療経験がある精神科医は、平成 17

年度の 1 年間であれば約半数、平成 17 年度に

限らなければ約 7 割であった。また、診療経験

がある人の約半数に法的問題への関与の経験が

あり、受診する被害者の被害内容としては配偶

者間暴力、性暴力被害者が比較的多いことがわ

かった。これらのことより、精神科医療機関の

外来において被害者に出会うことは、数は少な

いが、稀ではなく、いずれの機関においても被

害者が受診した際に適切に対応できるような準

備が必要であるといえる。  

また、7 割以上の回答者が、被害者に関わる

他の機関の知識不足、被害者の治療を行ってい

る医療機関の情報不足、司法関連の知識の不足

を感じ、6 割以上の回答者が治療に関する知識

や技術の不足を感じていた。  

つまり、多くの精神科医が被害者の診療に必

要な知識や情報が不足している、との実感を持

っているのにも関わらず、被害者を診療する機

会は決して稀ではなく、治療や法的な問題へ関

与することが求められている現状が明らかにな

った。  

 

4-3.被害者の診療経験と診療数に関与する因子   

本調査により、外来患者数が多い機関、診療

所や心療内科を標榜する機関では、被害者がよ

り受診していることが明らかになった。これら

の因子は犯罪被害者の診療を促進している因子

と考えることができる。外来患者数に関しては、

診療した被害者数と外来患者数が関連している

ことからも、外来患者の一定割合に被害者が含

まれている可能性があると考えられる。また、

診療所や心療内科を標榜している機関について

は、外来患者数が多いという影響の他に、狭義

の精神病治療を行っているイメージが少なく、

不安障害や気分障害などが出現することが多い

被害者であっても受診しやすいことが推測され

る。  

 被害者を診療している精神科医は、より治療

や支援に関心ややりがいを感じており、医療機

関以外で被害者に関わる活動（PTSD や犯罪被

害者に関する研修会やワークショップへの参加、

被害者に関わる機関での勤務経験、JSTSS への

登録）を行っていた。これらの因子もやはり犯

罪被害者の診療を促進している因子と考えるこ

とができる。この関連には 2 つの可能性が考え

られる。まず、ひとつめとしては一部のモチベ

ーションの高い精神科医が被害者に関わってい

る可能性である。被害者の診療を行った人の約

8 割は年間 5 人以下の診療であったが、一部そ

れ以上、中には数十人の診療を行っている人が

おり、これらの回答者は積極的に関与を行って

いると推測される。ふたつめとしては、診療や
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医療機関以外での活動を行ったことで被害者へ

の関心ややりがいを持った可能性が考えられる。

この場合、被害者に実際に関わる機会があれば、

より被害者に関わる知識や情報などを獲得しよ

うと意識が変化する可能性があることを示唆し

ている。さらに、被害者に関わる他機関との連

携を持っている医師は、より被害者の診療を行

っていた。このことは、被害者の診療のなかで

他機関との連携が必要となり連携を持つことと、

他機関が被害者の医療機関受診の窓口となると

いう二つの可能性が考えられた。  

 

4-4.被害者の診療の積極性に関わる因子  

－特にスクリーニング，治療方針の観点から  

 被害者の診療経験がない人は、より治療の知

識・技術不足、被害者に関わる他の機関の知識

不足を感じていた。こういった知識や情報の不

足感が被害者への関与を消極的にしている一因

と考えられる。  

被害者を被害者として認識するには、その被

害体験を認識することが前提となる。Kelli ら２ )

は、医療機関が DV（domestic violence）被害

者を発見して治療する場であるにもかかわらず、

そのスクリーニングの割合が低いことを指摘し

ている。この報告では、一般医にスクリーニン

グに関する実態調査を行い、その実施には DV

に関する教育を受けた経験、DV の支援サービ

スについての知識、対応できるかどうかの主観

的な能力などが関連しているとされている。こ

れと同様、被害者を診療したことがないとした

回答者のなかには、被害者が受診してもスクリ

ーニングを行わないため、被害者を被害者とし

て認識していない人が含まれている可能性があ

る。  

本調査の結果では、被害者をスクリーニング

するかどうかには、医療機関以外で被害者に関

わる活動の有無や他機関との連携の有無とは関

連がなく、被害者に関わる意識のみと関連して

いた。つまり関与に興味ややりがいを感じてい

る回答者は積極的にスクリーニングを行ってい

る一方で、診療や支援を行うために必要な知識

や情報が不足していると感じている人はスクリ

ーニングを行わない傾向にあった。また、被害

について患者に尋ねない理由としては、尋ねる

ことで症状が増悪する、患者が傷つくと、尋ね

たときの患者の反応への不安を感じている人が

3 割、尋ねてもその後の対処がわからないと回

答した人が 2 割存在した。これらのことは、

Kelli ら２ )の報告と共通するところであり、被害

者に対応することができるという感覚の乏しさ

が、スクリーニングを消極的にしている現状が

明らかになったといえる。  

 2005 年の犯罪被害実態（暗数）調査 3)では、

性的暴行は事件の重大性の認識が高いにもかか

わらず、申告率が低いという報告がなされてい

るが、これと同様のことが診療場面でも起こる

ことは容易に推測される。具体的には被害後に

不眠や抑うつなどといった精神症状を主訴に医

療機関を受診していても、被害については自ら

話さない場合である。性暴力被害後には恥辱感

や自責感が出現する 4)が、このような被害者に

よくみられる心理的な反応が、被害について自

ら語ることを妨げている場合もあると考えられ

る。他方、診療を行う精神科医は、病態を正確

に理解したうえで治療を行い、加えて必要な支

援を提供すために、患者の被害体験について把

握しておく必要があるだろう。  

また、スクリーニングに加えて，被害者が被

害体験を認めた場合の治療が適切に行われるこ

とも重要である。被害体験を治療の中で扱う場

合には、聞く側の聞く力が必要であると指摘さ

れる 5)。被害体験について焦点を当てて適切に
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治療を行うには、そのための知識と技術が必要

であるということである。本調査では、患者が

被害体験を認めた場合に、被害体験ついて焦点

を当てないで治療を継続する人は 6 割ほど存在

した。診療や支援を行うために必要な知識や技

術、情報が不足していると感じている人は、被

害体験を積極的に扱わない傾向が明らかになり、

これが関与を消極的にしている一因といえる。

これは、治療の知識や技術、情報が獲得される

ことで、治療方針が変わる可能性を示唆してい

る。  

また、治療を消極的にすることと関連するも

のとして、治療を行う時間が十分にないことが

あげられた。被害体験に焦点を当てて治療を行

うということを短時間で行うことは困難であり、

ここには多忙な日常診療の中で適切に被害者の

治療を行うことの物理的な困難さが現れている

といえるだろう。さらに、治療や相談を行うな

かで無力感を感じることが、治療に消極的にな

る要素のひとつであることが明らかになった。

実際、被害者の治療は長期にわたることが多く、

治療者の代理受傷や治療者の burn out５）も問

題として指摘されている。今後被害者の診療を

より積極的にするためにはこのような問題への

対策も必要になると考えられる。  

治療方針の質問では、3%の人は自ら治療を行

わず専門家へ紹介するという回答をしている。

治療には知識や技術が必要であることを考える

と、積極的に治療を行っている機関へ紹介を行

うということも選択されるべき対応のひとつで

あると考えられる。この場合に必要になるのは、

最初に受診した医療機関においてスクリーニン

グを行うことと、治療を行う医療機関の存在、

そして機関同士での連携ということになるだろ

う。  

 

4-5. 今後被害者の診療を積極的に・適切に行う  

ために必要な事項  

 以上のことより、今後被害者の診療をより適

切に、より積極的にすすめるために必要なこと

について提言を行う。これまでの結果から、現

状としては多くの精神科医は日常診療の中で受

診してきた被害者の診療を行っているが、積極

的に関与を行っているのは一部の精神科医であ

ることがわかった。このことより、今後被害者

への的確な対応をすすめるためには、①被害者

診療を行っていないことに関連している因子を

改善すること、②現在被害者に関わっている精

神科医が必要性を感じている点について改善す

ることの 2 つの視点が必要と考えられる。  

 まず①について取り上げる。現状では、多く

の精神科医が治療に関する知識・技術不足、被

害者に関わる他の機関の情報不足、司法関連の

知識不足を感じていた。しかし、研修やワーク

ショップへの参加経験のある人は、これらの不

足感をより感じていない傾向にあった。このこ

とより、研修やワークショップの機会が知識や

情報の不足を解消して、より積極的に被害者に

関わる一因となる可能性がある。このことより、

精神科医が参加する機会を増加させる、医学教

育の中で被害者について取り上げることなどが

有用であると考えられる。ここで獲得されるべ

き知識や情報としては、受診される被害内容と

して多い、配偶者間暴力や性暴力被害について

優先されることが必要である。被害者に関わる

と法的な問題へ関与する機会も生じるため、例

えば DV 防止法や性被害に関する届出などにつ

いての必要最低限の法的な知識が必要となるだ

ろう。また、児童虐待の通告や配偶者間暴力の

通報など、児童相談所や配偶者暴力相談機関の

機能を含めて情報が提供される必要がある。同

様に、他の被害についてもそれぞれ関わる法規
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や機関が異なるため、これらについて知識や情

報を得る機会が必要となる。  

 また、他機関との連携をもつことでより被害

者の診療が促進され、役割分担がなされた適切

な支援ができると考えられる。しかし、現時点

では回答者の約 8 割が被害者に関わる他機関の

情報不足を感じている。今後連携を進めるには、

他機関の情報不足を解消することと、実践的な

連携のモデルが必要と考えられる。また、今回

調査では連携の内容は詳細には明らかにならな

かったため、今後は連携を進めるために必要な

事項を明らかにするさらなる調査が必要と考え

られる。  

 さらに、以上のような対策が、被害者がより

受診する機関（心療内科や診療所、外来患者数

が多い機関）で、積極的にすすめられることに

より、受診した被害者が適切な診療を受ける機

会が増加すると考えられる。  

 次に②について取り上げる。現在、被害者を

診療している精神科医は「犯罪被害者・家族へ

の保険外治療費に関する補助制度」「認知行動療

法等時間を要する精神療法の診療報酬の引き上

げ」と感じていることがわかった。これらはい

ずれも経済的な問題である。被害者の治療とし

て代表的なものとして、カウンセリングや認知

行動療法があげられる。しかし、短時間で症状

改善は困難であり治療が長期に及ぶことも稀で

ない。被害体験に焦点を当てることに消極的に

なることと関連して時間不足が上げられており、

これと共通する。今後、被害者診療に伴った経

済的問題への対策が進められることで、被害者

の診療がより積極的になる可能性がある。   

 最後に、診療を行う中で生じてくる burn out

や代理受傷といった、治療者側の精神的な負担

についても対策が講じられる必要があると考え

られた。  

4-6.調査の限界   

 本調査の限界としてはまず対象者の選択の問

題がある。個人情報を入手することが困難であ

ったため、アンケート用紙は一般に公開されて

いる精神科医療機関に調査票を発送した。送付

先は精神科病院協会など主な団体に所属する精

神科医療機関であり、全国の精神科医療機関の

多くが網羅されていると考えられる。しかし、

医療機関の医局長宛としており無作為性は確保

されていない。次に回収率の問題がある。回収

率が約 3 割にとどまり、また本調査の内容に関

心のある回答者が返信している可能性があり、

結果が対象全体の結果を反映していない可能性

がある。  

 

５．まとめ  
 全国の精神科医療機関の医局長宛に調査票を

送付した結果、回答者の約半数が平成 17 年度

に被害者の診療を行っており、回答者の約 7 割

がこれまで被害者の診療を行った経験を有して

いた。被害者の診療経験がある人の半数以上に

法的な問題に関与した経験があることがわかっ

た。また、一部の精神科医は多くの被害者を診

療しており、被害者の診療をより積極的に行っ

ている群が存在することが推測された。  
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平成１８年度厚生労働科学研究費補助金（こころの健康科学研究事業） 
犯罪被害者の精神健康の状況とその回復に関する研究 

分担研究報告書 
 

地域精神保健福祉機関における犯罪被害者支援 

分担研究者 山下俊幸（京都市こころの健康増進センター） 
 
研究要旨 

目的：１）平成 17 年度の研究結果によれば、精神保健福祉センターなどの地域精神保健福祉

機関が犯罪被害者等支援に果たすことのできる役割としては、精神保健福祉相談、医療機関な

どの関係機関についての情報提供、関係機関職員への研修や技術援助、関係機関や関係団体と

の連携等が考えられた。そこで、平成 18 年度研究では、「犯罪被害者等支援のための地域精神

保健活動の手引き（案）－精神保健福祉センター・保健所・市町村における支援－」（以下、

手引き案）を作成することを目的とした。２）また、犯罪被害者等支援において自助グループ

の重要性が指摘されている。そこで、今年度は大阪市にある自助グループの代表者や事務局と

の意見交換を実施し、被害者の精神保健ニーズを踏まえた犯罪被害者等のための自助グループ

支援のあり方について検討を進めることとした。 
方法：１）班会議において手引き案の内容について検討し、研究協力者により分担執筆し、分

担研究者がとりまとめた。２）自助グループ支援のあり方を検討するため、社団法人京都犯罪

被害者支援センターの協力を得て、継続して活動している、TAV交通死被害者の会事務局、少

年犯罪被害者の会代表者との意見交換を行った。３）事例については個人が特定されないよう

にした。また自助グループとの意見交換報告については、報告前に了承を得ることで、倫理面

に配慮した。 

結果：１）手引き案の内容は以下の通りとした。１．犯罪被害者支援の歩み ２．犯罪被害者

等基本法と犯罪被害者等支援基本計画 ３．犯罪被害者と司法制度４．犯罪被害者等における

精神保健相談（電話・面接）５．精神障害者の受ける犯罪被害 ６．福祉制度等の利用 ７．

関係機関との連携 ８．自助グループ紹介 ９．資料 ２）自助グループの意義とともに、以

下のような意見も出された。「会合を開催するときに、冷静な第三者にいてもらいたいと思う

ことがある。個別相談だけでなく、各分科会のグループにもカウンセラーに入ってほしいが、

なかなか続く人がみつからない。」「運営している人のケアもほしい。相談を受けるこちらも当

事者なので、内容にあまり感情移入しないように努めて冷静に対応しているが、そのために相

談相手から、『あんたにはわからない』と言われ傷ついたり、そう解釈されるのは自分の体験

を忘れて冷たい対応をしてしまったのかと悩んだりする。」「自分とやり方が違うと、会員どう

しが非難しあうようになることがある。問題点や考え方は違うのがあたりまえで、それを攻撃

材料にしないということを約束事にした。突然の事件をきっかけに知り合うと、急速に親しく

なり、何もかも同じ方向に行けると錯覚する。急激に親しくなった人に限って、相違点を見つ
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けた時よけいに幻滅する。」「とにかく、まずはよく知ってもらうことが必要ではないか。今の

ところは保健所でも、まだ知識や技術がなく、被害者の相談には応じられない。世間の人は、

被害者は特別な人と思っていて何も知らない。腫れ物に触るように特別扱いされていてはだめ

で、自然に話を聞いてもらい、知ってもらう。」 
考察と結論：１）今年度の研究では、手引き案としてまとめたが、より活用しやすくするため

に、事例の収集や関係機関連携などさらなる検討が必要と考えている。来年度は、研究班全体

からの意見も取り入れて、手引きとしてまとめる予定である。２）自助グループへの支援の可

能性について示唆が得られたが、実際に運用するにはまだ検討を深める必要がある。自助グル

ープは、本来、自発的な当事者の集まりである。グループへの支援が、その自主性を犯すこと

になってはならない。そのあたりの配慮についても、今後なお検討していく必要がある。 
なお、本研究報告「地域精神保健福祉機関における犯罪被害者支援」は 3 部から構成されて

おり、本報告書を補完するものとして、後掲する 
１）犯罪被害者等支援のための地域精神保健福祉活動の手引き(案)－精神保健福祉センター・

保健所・市町村における支援－ 
２）研究協力報告書「自助グループ支援のあり方に関する調査報告」 
の二つの報告書を含むものである。 
研究協力者  

川島道美（千葉県精神保健福祉センター） 
酒井ルミ（兵庫県立精神保健福祉センター） 
長楽鉄乃祐（香川県精神保健福祉センター） 
寺田 倫（静岡市こころの健康センター） 
冨永秀文（鹿児島県精神保健福祉センター） 
 

Ａ．研究目的 

平成 17 年度の研究結果によれば、精神保健

福祉センターなどの地域精神保健福祉機関が

犯罪被害者等支援に果たすことのできる役割

としては、精神保健福祉相談、医療機関などの

関係機関についての情報提供、関係機関職員へ

の研修や技術援助、関係機関や関係団体との連

携等が考えられる。その一方で、PTSDをはじ

めとした診療については十分に行うことは困

難であり、その点から考えると医療機関の体制

の充実が求められた。 
したがって、精神保健福祉センターなど地域

精神保健福祉機関が犯罪被害者支援に取り組

むために、司法制度の紹介なども含んだ支援の

ための手引きの作成を進めるとともに、手引き

に基づいた精神保健福祉関係職員を対象とし

た研修の充実、医療機関、民間団体を含めた関

係機関との連携について検討を進めていくこ

とが必要である。 
そこで、平成18年度研究では、「犯罪被害者

等支援のための地域精神保健活動の手引き

（案）－精神保健福祉センター・保健所・市町

村における支援－」（以下、手引き案）を作成

することを目的とした。 
また、犯罪被害者等支援において自助グルー

プの重要性が指摘されているが、自助グループ

支援については、昨年度の研究結果によると、

精神保健福祉センターとして必ずしも優先度

は高いものではなかった。これは、相談件数が

まだ少ない状況であることと密接に関連して

いるものと推定される。今後、相談件数が増え

ることになれば、優先度も変化する可能性があ

る。 
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そこで、今年度は大阪市にある自助グループ

の代表者や事務局との意見交換を実施し、被害

者の精神保健ニーズを踏まえた犯罪被害者等

のための自助グループ支援のあり方について

検討を進めることとした。 
 

Ｂ．研究方法 

１）手引き案の作成 

班会議において手引き案の内容について検

討し、研究協力者により分担執筆し、班会議で

検討の上、分担研究者が手引き案としてとりま

とめることとした。 

２）自助グループ支援検討 

自助グループ支援のあり方を検討するため、

社団法人京都犯罪被害者支援センターの協力

を得て、継続して活動している、TAV交通死被

害者の会事務局、少年犯罪被害者の会代表者と

の意見交換を行った。 

３）倫理面への配慮 

 手引き案の作成においては、「事例紹介」に

おいて事例を扱うこととなるが、主旨が損なわ

れず、個人が特定されないように改変した。自

助グループ支援検討においては、報告内容につ

いて公表前に自助グループの参加者に確認を

行い必要な訂正を行って、本報告書に掲載した。 

 

Ｃ．研究結果 

１）手引き案の作成（資料） 
 班会議での検討の結果、以下の内容で手引き

案を作成することとなり、分担して作成し、分

担研究者がとりまとめた。 
 
１．犯罪被害者支援の歩み  

 
 

設立の趣旨は、交通事故による被害者や遺族

が、苦しみを超えていくために支えあう場をつ

くること。平成5年ころ、東京での全国交通事

故遺族の会で会っていた五家族が、地元である

京都で会うことにしたのが始まりである。入会

対象は、交通事故で死亡または重度障害を被っ

た人の家族としている。 

２．犯罪被害者等基本法と犯罪被害者等支援基

本計画  
３．犯罪被害者と司法制度  

４．犯罪被害者等における精神保健相談（電

話・面接）

 １）犯罪被害者等の心理的な反応 
 ２）被害者支援の実際 
 ３）外傷後ストレス障害（PTSD） 
 ４）ＰＴＳＤの治療 
 ５）事例紹介 
５．精神障害者の受ける犯罪被害  
６．福祉制度等の利用 
７．関係機関との連携 
 １）警察 
 ２）検察庁・法務省 
 ３）裁判所 
 ４）児童相談所 
 ５）婦人相談所 
 ６）日本司法支援センター（法テラス） 
 ７）犯罪被害者支援民間団体 
 ８）弁護士会・司法書士会 
 ９）その他 
８．自助グループ紹介 
９．資料 
 
２）自助グループ支援検討 
意見交換は大阪市にある「TAV交通死被害者

の会」及び「少年犯罪被害者の会」と平成 18

年 12 月 12 日（火）午後6時 30 分から午後9

時20分まで行った。 

 

（１）「TAV交通死被害者の会」について 
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定例会は隔月に1回開催し、その間の月に交

流会を開いている。現在 155 人会員がいるが、

定例会に参加するのは 50 人くらいである。定

例会では、時々のテーマ別（刑事裁判、民事裁

判、事故形態、亡くなった方の続柄、年齢など）

に分かれて参加者同士が話し合う分科会を開

いている。また、別室で、弁護士による法律、

カウンセラーによるカウンセリングの個別相

談をしている。課題として以下のような意見が

出された。 
・全体で 50 人というとかなり大きな場所が必

要となり、なかなか会場がみつからない。行政

で会場の斡旋をしてもらえると助かる。 
・会合を開催するときに、冷静な第三者にいて

もらいたいと思うことがある。個別相談だけで

なく、各分科会のグループにもカウンセラーが

入ってほしいが、なかなか続く人がみつからな

い。 
・交通事故被害というと、賠償請求と捉えられ

たり、また、「運が悪かった」と言われたりす

るのがつらい。 
・TAVは、交通事故による死亡と重度障害（ね

たきり）を対象にしているが、重度障害といっ

てもいろいろある。また死亡事故でも、子ども

を亡くした人、つれあいを亡くした人でも違う。

「悲しみは比べるな」と言うようにしている。 
・運営している人のケアもほしい。相談を受け

るこちらも当事者なので、内容にあまり感情移

入しないように努めて冷静に対応しているが、

そのために相談相手から、「あんたにはわから

ない」と言われ傷ついたり、そう解釈されるの

は自分の体験を忘れて冷たい対応をしてしま

ったのかと悩んだりする。 
・何かをしてもらう会ではなく、互いに協力し

あう会だと考えている。 
 

（２）「少年犯罪被害者の会」について 

平成8年に息子が殺されたが、加害者が少年

だったということもあって、事件後、被害者家

族には何も情報がもらえず、おかしいと思った。

同じような体験をした家族と話し合いたいと

思い探したが、なかなかみつからなかった。平

成 9 年に神戸で少年による連続殺傷事件がお

こり、これをきっかけにして、息子の事件もマ

スコミに取り上げられ、他の三家族と知り合っ

た。お互いに共通点が多く、現状を話し合いた

いということで、四家族で会をつくった。現在、

会員としてはだいたい 30 家族くらい参加して

いる。会としてのイベント（WILL）は年一回

開催している。遺族だけでなく、他の専門家や

マスコミにも入ってもらうオープンな会とし

てきた。自分の家族は名前や顔を出してもよい

と思ってきたし、他の家族も意向を確かめて、

可能ならできるだけオープンにしてきた。課題

として以下のような意見が出された。 
・自分とやり方が違うと、会員どうしが非難し

あうようになることがある。問題点や考え方は

違うのがあたりまえで、それを攻撃材料としな

いということを約束事にした。突然の事件をき

っかけに知り合うと、急速に親しくなり、何も

かも同じ方向に行けると錯覚する。急激に親し

くなった人に限って、相違点を見つけた時はよ

けいに幻滅する。 
・日本には、死んだ子のことをいつまでも言っ

ていてはいけないという社会通念があるよう

に思う。しかし、忘れられることが一番つらい。

WILLは、年に一度くらいは亡くなった子を主

役とし、思い出し、そういう子たちのために過

ごそうという気持ちから始めた。命日などに声

をかけてもらったり、カード送付などで様子を

聞いてもらえたら嬉しい。 
・被害者に兄弟がいると、その子は忘れられて
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いることがよくある。子ども自身は助けを求め

られない。親は余裕がなく、また、この子は生

きているから大丈夫だと思ってしまう。学校な

どとも連携をして、残された子どものケアをす

る必要がある。 
・自分の場合は事件後、周囲の人に相談にのっ

てもらったり話を聞いてもらったりできたの

で助かった。被害者支援は、当初から自然な形

で日常的に関わってくれる人があるといいと

思う。自分たちは病気ではないと思っているの

で、精神保健福祉センターや心の専門家のとこ

ろに相談に行くのは抵抗がある。 
・相談窓口はたくさんあって自分に合ったとこ

ろを選べるほうがいい。しかし自分から動ける

人は自分で選べるが、動けない人をどうするか

が課題である。たとえば命日に、連絡が来ると

いう形もよいのではないか。 
・とにかく、まずはよく知ってもらうことが必

要ではないか。今のところは保健所でも、まだ

知識や技術がなく、被害者の相談には応じられ

ない。世間の人は、被害者は特別な人と思って

いて何も知らない。腫れ物に触るように特別扱

いされていてはだめで、自然に話を聞いてもら

い、知ってもらう。 
 
Ｄ．考察と結論 

１）手引き案作成 
 今年度の研究では、手引き案としてまとめた

が、より活用しやすくするために、さらなる検

討が必要と考えている。検討事項としては、相

談事例や精神保健福祉センターとしての危機

介入的な取り組み事例の収集、関係機関との連

携のあり方についての検討などがあげられる。

来年度は、研究班全体からの意見も取り入れて、

手引きとしてまとめる予定である。 
２）自助グループ支援検討 

今回の聞き取りから、センターが行いうる自

助グループ支援として、次のような方策がある

と考えた。 
１ 情報提供 
① 同様の体験をされた家族に対し、自助

グループの紹介をする。 
② グループに対し、相談窓口や支援体制、

法律、医療機関情報など、必要な情報

を提供する。 
２ グループ運営における支援 
① 会場の斡旋、通信費・会場費・印刷費

など運営費用の補助。 
② 例会の場に専門職が第三者として参加

し、会の円滑化をはかる。 
③ 個別事例や、グループの事業展開など

に対して、必要に応じて専門職から助

言する。 
④ 運営者自身に対する助言やケアを行う。 

３ 啓発 
① 犯罪被害やその支援について、広く世

間一般に対して啓発を行う。 
② 被害者支援に携わる関係者に対しての

啓発や技術指導を行う。また関係者の

連携を深める。 
③ 他の被害者に対して、自助グループの

存在や行政の相談体制などを知らせる。 
自助グループは各種あり、その活動のしかた

もいろいろである。たとえば例会の持ち方も、

あくまでもクローズドとしたいグループもあ

るかもしれない。グループによって、その必要

とするものには違いがあるであろう。上記は、

今回示唆いただいたことから考えられる支援

方法の可能性であるが、実際に運用するにはま

だ検討を深める必要がある。自助グループは、

本来、自発的な当事者の集まりである。グルー

プへの支援が、その自主性を犯すことになって
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はならない。そのあたりの配慮についても、今

後なお検討していく必要がある。 
 

Ｅ．研究発表 

第6回日本トラウマティック・ストレス学会発

表 
山下俊幸1)，中島聡美2)，橋爪きょう子3)，

辰野文理4)，小西聖子5) 

1）京都こころの健康増進センター、2）国立精

神･神経センター 精神保健研究所、3) 筑波大

学大学院人間総合科学研究科、4）国士舘大学

法学部、5) 武蔵野大学人間科学研究科  

「犯罪被害者の精神的健康の回復支援におけ

る精神保健福祉センターの現状と課題（１）」、

2007 
 
Ｆ．知的財産権の出願・登録状況 
 なし 
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犯罪被害者等支援のための 

地域精神保健福祉活動の手引き(案) 
 

－精神保健福祉センター・保健所・市町村における支援－ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

厚生労働科学研究「犯罪被害者の精神健康の状況とその回復に関する研究」 
分担研究「地域精神保健福祉機関における犯罪被害者支援」研究班 
分担研究者 山 下 俊 幸（京都市こころの健康増進センター） 
研究協力者 川 島 道 美（千葉県精神保健福祉センター） 

酒 井 ル ミ（兵庫県立精神保健福祉センター） 
長 楽 鉄乃祐（香川県精神保健福祉センター） 
寺田   倫 （静岡市こころの健康センター） 
冨 永 秀 文（鹿児島県精神保健福祉センター） 
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１．犯罪被害者支援の歩み 

 最近、日本における犯罪被害者対策は、積極的な進展を見せている。最初に、世界にお

ける歴史的な流れを解説し、日本における犯罪被害者支援の歩みを説明する。 
１）世界の被害者対策の流れ 
  刑事政策の中での被害者への対応には、歴史的に時代を三期に分ける必要がある。  
 「被害者の黄金時代」：古代・中世で、部族間での復讐が認められていた時代である。 
 「被害者の衰退時代」：刑事責任と民事責任の分化が進み、処罰権が国家に移行し、犯罪

者の改善更生が重視されて、被害者が放置されていた時代である。 
 「被害者の復活時代」：1960 年代から、忘れられた被害者の存在を放置する状況を批判す

る主張が高まり、被害者支援に目を向け始めた時代である。この

時代が、現在も続いている。 
２）1960 年代からの世界での被害者支援の流れ 
 ①第 1 段階（1960 年代～1970 年代） 
 犯罪被害者補償制度を導入し、被害者支援に目を向け始めた段階で、まず1963年には、

ニュージーランドにおいて、続いて 1964 年には、イギリスにおいて被害者補償制度が導

入された。その後は、国際的にも被害者補償制度が認められるようになり、多くの国にお

いて導入されることとなった。1960 年代後半に、オーストラリア、アメリカ合衆国、カ

ナダ、1970 年代には、スウェーデン、オーストリア、フィンランド、ドイツ、オランダ、

フランスなどヨーロッパ大陸諸国で相次いで、この制度を導入した。 
 また、被害者支援のための民間ボランティア組織が、ドイツ、アメリカ合衆国、イギリ

スなどで 1970 年代半ばに誕生した。 
 ②第２段階（1980 年代） 
 刑事手続きにおける被害者の法的地位の問題が提起された段階である。主に三つの問題

が提起された。 
「捜査や公判で被害者への配慮の欠けた対応（特に性犯罪の被害者に証言を強いる）が行

われているのではないか？」 
「現在の刑事司法制度では被害者の意思が全く反映されないのではないか？」 
「刑事司法制度において被害者を保護・支援する必要があるのではないか？」 

 ③第３段階（1990 年代） 
 刑事司法システムのあらゆる場面で、被害者支援の充実が模索されていた段階である。

例えば、欧米では、被害者の証人尋問を、ビデオ装置を接続した別室で行うビデオリンク

方式の導入とか、刑事和解プログラムの運用とかである。 
３）わが国における被害者支援の流れ 
 日本において、犯罪被害者支援に向けた動きが本格化したのは、1990 年代半ばに入っ

てからである。長きにわたって、犯罪被害者は「忘れられた存在」の地位に余儀なくされ

てきたのであった。わが国の歴史を振り返ってみる。 
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 ①始動期（1970 年代） 
 1970 年代に高まった、被害者補償制度の立法化運動に始まる。1966 年には「殺人犯罪

の撲滅を推進する遺族会」が設立され、「被害者補償制度を促進する会」などの運動は存

在した。しかし、犯罪被害者対策についての社会的関心の高まりには到らなかった。 
 1974 年、こうした状況を一変させる出来事が発生したのである。「三菱重工ビル爆破事

件」である。死者 8 名、重軽傷者 380 名に及ぶ被害が発生した。当時のわが国には、何

らの救済措置も存在しなかったのである。国家的な救済の必要性が叫ばれ、1980 年に国

会において「犯罪被害者等給付金支給法」（昭和 55 年法律第 36 号）が制定され、翌年 1
月１日より施行されるようになった。（1980 年～） 

 ②模索期（1980 年代） 
 犯罪被害者等給付金支給法の制定後は、被害者対策支援整備の機運は、急速に鎮静化し

てしまったが、次の時代へと繋がる注目すべき動きもあった。 
 第 1 は、性犯罪の被害者保護の動きである。例えば、1983 年には、東京強姦救済セン

ターが設立されて、電話や郵便による被害者からの相談を開始した。 
 第２は、性犯罪被害者についての、「第二次被害者化・第三次被害者化」の問題が論じ

られるようになり、1990 年代の刑事司法機関の性犯罪被害者対策の改善の契機となった。 
＊「第二次被害者化」とは、刑事司法機関等の配慮に欠けた対応により、被害者の犯罪被

害を更に深いものにすることを指す。例えば、性犯罪では、それまでの被害者の異性関係

や私生活などがむやみに暴露され、プライバシーが侵害されること。「セカンド・レイプ」

とも呼ばれるものである。 
 ＊「第三次被害者化」とは、第一次、第二次被害者化により、被害者は心身ともに苦悩

を負ってしまうのであるが、そのような被害者に何ら適切な対応がなされずに放置される

と、その被害者は更に自己破滅的な道をたどることがある。例えば、性犯罪の被害者が、

親や周囲の人からの勧めで加害者を告訴することを断念させられ、悔しい思いをし、自閉

状態に陥り、自己破壊的な行動に出るようなことである。 
③拡大・発展期（1990 年代） 
 犯罪被害者の精神的な支援を行う専門組織として、1992 年に、東京医科歯科大学難治

疾患研究所に、犯罪被害者相談室が開設された。 
 また、民間ボランティアによる被害者支援組織も相次いで設立され、1998 年には、「全

国被害者支援ネットワーク」が結成された。 
 被害者やその遺族らによる自助グループ結成も進み、1991 年には「全国交通事故遺族

の会」が、1997 年には、「少年犯罪被害者当事者の会」が結成された。 
 一方、刑事司法関係機関においても、被害者支援体制の強化が図られている。警察庁が

1996 年に、「犯罪被害者対策要綱」を制定し、全国の警察において被害者対策室の設置や、

性的犯罪の被害者を担当する女性警察官の配置などを実施した。被害者に対する情報提供

を目的とした「被害者連絡制度」も導入された。 
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④法的整備期（現在～） 
 2004 年 12 月、「犯罪被害者等基本法」が公布され、2005 年 4 月 1 日から施行された。

また、2005 年 12 月 27 日には、犯罪被害者等基本計画が閣議決定され、現在、計画に基

づき、様々な施策が整備されつつある。 
４）我が国での被害者支援のまとめの年表 
 資料として、犯罪被害者支援にかかわる、主な事件や法律制定の流れを示した。 
 

資料：警察による被害者支援の経緯を年表に従って記載する 
年 月 日 出  来  事 

昭和 49 年 8 月 30 日   三菱重工ビル爆破事件 
55 年 5 月 1 日   犯罪被害者等給付金支給法成立 
56 年 1 月 1 日   犯罪被害者等給付金支給法施行 

     5 月 21 日   財団法人犯罪被害救援基金設立  
  60 年 8 月 26 日   「犯罪防止及び犯罪者の処遇に関する第 7 回国際連合会議」 

  「犯罪及び権力濫用の被害者のための司法の基本原則」採択 
平成 3 年 10 月 3 日   犯罪被害者給付制度発足 10 周年記念シンポジウム開催 

  被害者の方自身により、精神的援助の必要性を指摘される 
   ４年 ４月   犯罪被害者実態調査研究会による調査（7 年 3 月報告書提出） 
   ７年 ３月20日   地下鉄サリン事件 
  ８年 ２月 １日   警察庁において「被害者対策要綱」策定 

     ５月 11 日   警察庁に犯罪被害者対策室設置 
  10 年 ５月 ９日   「全国被害者支援ネットワーク」設立 
  11 年 ５月 15 日   全国被害者支援ネットワークによる「犯罪被害者の権利宣言」 
     ５月 26 日   児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に 

  関する法律公布（11 月 1 日施行） 
  12 年 ５月 19 日   いわゆる犯罪被害者保護のための二法を公布 

  「刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律」 
  「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続きに付随する措置 
   に関する法律」 

     ５月 24 日   児童虐待の防止等に関する法律公布（11 月 20 日施行） 
  ストーカー行為等の規制等に関する法律公布（11 月 24 日施行）

    12 月 ６日   少年法等の一部を改正する法律公布（13 年 4 月 1 日施行） 
  13 年 ４月 13 日   犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律公布 

  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律公布 
平成13年 ７月 １日   犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律（重傷病給付金の 

  創設等） 
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  14 年 1 月 31 日   警察本部長等による犯罪の被害者等に対する援助の実施に関す

る指針公布（4 月 1 日施行） 
  16 年 6 月 ２日   改正ＤＶ法公布(12 月 2 日施行) 
    12 月 ８日   犯罪被害者等基本法公布（平成 17 年 4 月 1 日施行） 

  17 年 12 月 27 日   犯罪被害者等基本計画が閣議決定 
  18 年 ４月 １日   犯罪被害給付制度改正（重傷病給付金支給要件緩和等） 
 
２．犯罪被害者等基本法と犯罪被害者等基本計画 

 平成 16 年 12 月 1 日、犯罪被害者等基本法が第 161 回国会において成立し、12 月 8 日に

公布された。(平成 17 年 4 月 1 日から施行) また、平成 17 年 12 年 27 日、犯罪被害者等

基本法の規定を受けて、政府は、犯罪被害者等基本計画を閣議決定した。 
１）犯罪被害者等基本法の概要（平成 16 年 12 月 8 日法律第 161 号） 
 第一条（目的）：犯罪被害者等の権利利益を保護 
     犯罪被害者等のための施策に関する理念を規定 
     国・地方公共団体・国民の責務、施策の基本事項を規定 
     ➝犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進 
 第二条(定義)：犯罪等とは犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為 
     「犯罪被害者等」とは、犯罪等により害を被った者及びその家族・遺族 
 第三条(基本理念)： 
     犯罪被害者等は個人の尊厳が尊重され、その尊厳にふさわしい処遇を保障され

る権利を有する 
     被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況等の事情に応じた適切

な施策を講じる 
     再び平穏な生活を営めるまでの間、途切れることなく支援を行う   
 第四条～第七条（国・地方公共団体・国民の責務、関係団体も含めた連携協力等） 
 第八条～第十条（犯罪被害者等基本計画、法制上の措置等、政府の年次報告） 
 第十一条（相談及び情報の提供等） 
 第十二条（損害賠償の請求についての援助等） 
 第十三条 (給付金の支給に係る制度の充実等) 
 第十四条（保健医療サービス及び福祉サービスの提供） 
 第十五条（犯罪被害者等の再被害防止及び安全確保） 
 第十六条～第十七条（居住及び雇用の安定） 
 第十八条（刑事に関する手続きへの参加に機会を拡充するための制度の整備等） 
 第十九条（保護、捜査、公判等の過程における配慮等） 
 第二十条（国民の理解の増進） 
 第二十一条（調査研究の推進等） 
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 第二十二条（民間の団体に対する援助） 
 第二十三条（意見の反映及び透明性の確保） 
 第二十四条～第三十条（犯罪被害者等施策推進会議） 
  
 附則(抄) 
第一条(施行期日)：公布の日から六月を超えない範囲内で政令の定める日から施行 

（平成十七年政令第六十七号により平成十七年四月一日から施行） 
２）犯罪被害者等基本計画（平成 17 年 12 月 27 日、閣議決定） 
 基本計画は、計画期間を平成 22 年末までの約 5 年間とし、盛り込まれた施策の中で、実

施可能なものは速やかに実施することとする一方、検討を要するものについては、検討の

方向性を明示し、1～3 年以内に結論を出すことにしている。 
 この基本計画の策定に当たっては、犯罪被害者やその支援に携わる者からの要望を聴取

し、それらの要望を満たすための施策を、可能な限り基本計画に盛り込んでいる。 
 ４つの基本方針と５つの重点課題の下、合計２５８(再掲を除けば２１８)の施策を掲げて

いる。 
［４つの基本方針］ 
 ☆ 尊厳にふさわしい処遇を権利として保障すること 
 ☆ 個々の事情に応じて適切に行われること 
 ☆ 途切れることなく行われること 
 ☆ 国民の総意を形成しながら展開されること 
［５つの重点課題］ 
 ○ 損害回復・経済的支援等への取り組み（４２施策） 
 ○ 精神的・身体的被害の回復・防止への取り組み（６９施策） 
 ○ 刑事手続きへの関与拡充への取組み（４３施策） 
 ○ 支援等のための体制整備への取組み（７５施策） 
 ○ 国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組み（２９施策） 
 次に重点課題の主だった施策について解説する。 
①損害回復・経済的支援等への取組（基本法第 12･13･16･17 条関係）：42 施策 
☐ 損害賠償請求に関し刑事手続きの成果を利用する制度を新たに導入

する方向での検討及び施策の実施(附帯私訴、損害賠償命令、没収・追徴

を利用した損害回復等、損害賠償の請求に刑事手続きの成果を利用でき

る我が国にふさわしい制度を新たに導入する方向で、2 年以内に検討し、

施策を実施） 

 
 
 
 
（法務省) 

☐ 犯罪被害給付制度における重傷病給付金の支給範囲等の拡大（犯罪被

害給付制度における支給範囲について、拡大の必要があることを前提に、１

年以内に調査し、施策を実施） 

  
 
（警察庁） 
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☐ 経済的支援を手厚くするための制度のあるべき姿及び財源に関する検討

並びに施策の実施 (犯罪被害者等に対する経済的支援制度について、現状

より手厚くする必要があることを前提に、社会保障・福祉制度全体の中でのあ

るべき姿や財源を、推進会議の下に有識者、内閣府、警察庁、法務省、厚生

労働省からなる検討のための会を配置して、２年以内に検討し、施策を実施）

 
 
 
（検討のための

会①） 
☐ 公営住宅への優先入居等 (自宅に住めないなどの事情のある犯罪被害

者等に対する公営住宅への優先入居等に資する措置の実施） 

 
（国土交通省） 

☐ 事業主等の理解の増進 (犯罪被害者等に対する理解に基づき、公共職

業安定所におけるきめ細やかな就職支援等を実施) 

 
（厚生労働省） 

                                       等 
②精神的・身体的被害の回復・防止への取組（基本法第 14･15･19 条関係）69 施策 
☐ 重度のＰＴＳＤ（外傷後ストレス障害）等重度ストレス反応の治療のための

高度な専門家の養成及び体調整備に資する施策の検討及び実施(犯罪被害

者等のＰＴＳＤ等について、診断・治療を行う専門家が不足していることを前提

に、高度な専門家の養成等に資する施策を３年以内に検討し、実施） 

 
 
 
 (厚生労働省) 

☐ ＰＴＳＤの診断及び治療に係る医療保険適用の範囲の拡大（ＰＴＳＤの治

療等に係る医療保険適用範囲の拡大について、平成１８年度の診療報酬改

定で措置の実施） 

 
 

(厚生労働省) 
☐ 犯罪被害者に係る司法関連の医学的知識と技術について精通した医療

関係者の在り方及びその養成のための施策の検討(犯罪被害者に係る司法

関連の医学知識と技術について精通し、捜査・裁判等を見通したケア、検査

等を行うことのできる専門家の養成のための施策を３年以内に検討し、実施） 

 
 
 

(厚生労働省) 
☐ 加害者に関する情報提供の拡充（更生保護官署と保護司の協働態勢に

より、加害者の釈放予定等を含む刑事裁判終了後の加害者に関する情報を

犯罪被害者等に提供できるよう、更生保護官署に被害者支援専任の担当官

を配置することを含め検討し、２年以内に実施） 

 
 
 

(法務省) 
☐ 犯罪被害者等に関する情報の保護（①公開の法廷において被害者の氏

名等を明らかにしないようにする制度、②証拠開示の際に被害者の氏名等関

係者に知られないように求めることができる制度の導入にむけ２年以内に検討

し、実施）（「住民基本台帳の閲覧制度のあり方に関する検討会」の報告書を

踏まえ、犯罪被害者等の保護の観点も含め住民基本台帳の閲覧制度等の抜

本的見直しを行う） 

 
 

 
 

(法務省) 

☐ 職員等に対する研修の充実等(関係省庁において、二次被害を防止し、

犯罪被害者等への適切な対応を確実にするため、職員への研修を更に充

実） 

 
 
(総務省) 

                                       等 
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③刑事手続への関与拡充への取組(基本法第 18 条関係)：43 の施策 
☐ 犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与することのできる制度の検討及び

施策の実施（公訴参加制度を含め、犯罪被害者等が刑事裁判手続きに直接

関与することにできる我が国にふさわしい制度を新たに導入する方向で、２年

以内に検討し、施策を実施） 

 
 
 

(法務省) 
☐ 冒頭陳述等の内容を記載した書面の交付についての検討と施策の実施

（犯罪被害者等に冒頭陳述等に内容を記載した書面を交付することについ

て、１年以内に検討し、施策を実施） 

  
 

(法務省) 
☐ 少年保護事件に関する犯罪被害者等の意見・要望を踏まえた制度の検

討及び施策の実施（平成１２年の改正少年法施行後５年を経過した際に行う

検討において、犯罪被害者等の意見・要望を踏まえた検討を行い、施策を実

施） 

 
  
 

(法務省) 
☐ 犯罪被害者等の意見を踏まえた仮釈放審理の検討及び施策の実施(仮

釈放の審理をより犯罪被害者等の意見を踏まえたものとすることについて、犯

罪被害者等の意見陳述の機会を設けることを含め検討し、２年以内に施策を

実施） 

  
 
 

(法務省) 
                                       等 
 
④支援等のための体制整備への取組（基本法第 11･12･22 条関係）：75 の施策 
☐ どの関係機関・団体等を起点としても、必要な情報提供・支援等を途切れ

ることなく受けることのできる体制作りのための検討及び施策の実施 

  (犯罪被害者等が、どの関係機関・団体等を起点としても、必要な情報の 

  提供、支援等を途切れることなく受けることのできる体制作りについて、推 

  進会議の下に有識者、内閣府、警察庁、総務省、法務省、文部科学省、 

  厚生労働省、国土交通省からなる検討のための会を設置して、２年以内 

  に検討し、施策を実施） 

 
 
 
 
 
(検討のための 
     会②）

☐ 犯罪被害者団体等専用ポータルサイト（インターネットへの入り口として、

ユーザーが接続時に最初に表示し利用するウェブサイトのこと）の開設（犯罪

被害者等の出会いや、各団体の活動紹介のため、犯罪被害者団体専用ポー

タルサイトを開設 

 
  

 
(内閣府) 

☐ 更生保護官署と保護司との協働による刑事裁判終了後の支援について

の検討及び施策の実施 

  (更生保護官署が、保護司との協働態勢の下、犯罪被害者等に対し、刑事

裁判終了後の支援を行うことについて、犯罪被害者等の支援に適する保護司

の配慮も含め、２年以内に検討し、施策を実施） 

 
  
 
 

(法務省) 
☐ 犯罪被害者等の状況把握等のための継続的調査の実施   
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  （犯罪被害類型別、被害者との関係別に、犯罪被害者等の置かれた状況

やその経過を把握するため、一定の周期で継続的調査を実施） 

 
(内閣府) 

☐ 民間の団体に対する財政的援助の在り方の検討及び施策の実施 

  （民間の団体に対する財政的援助について、現状より手厚くする必要があ

ることを前提に、財源も含めた総合的な在り方を、推進会議の下に有識者、内

閣府、警察庁、総務省、法務省、厚生労働省からなる検討のための会を設置

して、２年以内に調査し、施策を実施） 

 
 
 
(検討のための 
     会③）

                                       等 
 
⑤国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組（基本法第 20 条関係）：２９の施策 
☐ 学校における生命のかけがえのなさ等に関する教育の推進 

  （学校教育の中で、生命のかけがえのなさ等を積極的に取り上げる教育を

推進するため、事業の実施、教材開発等） 

 
 

(文部科学省) 
☐ ｢犯罪被害者週間｣にあわせた集中的な啓発活動の実施 

  （「犯罪被害者週間(１１月２５日から１２月１日まで)」を設定し、当該週間に

あわせて、啓発事業を集中的に実施） 

  
 

(内閣府) 
☐ 犯罪被害者等の置かれた状況等について国民理解の増進を図るための 

   啓発事業の実施 

  （国民が犯罪等による被害について考える機会として、様々なテーマを議

論する啓発事業を開催） 

 
  
 

(内閣府) 
☐ 犯罪被害者等に関する個人情報の保護 

  （警察による発表については、犯罪被害者等のプライバシーの保護、発表

することの公益性等の事情を総合的に勘案しつつ、個別具体的な案件ごとに

適切な発表内容となるよう配慮） 

  
 
 

(警察庁) 
                                       等 
 
３．犯罪被害者と司法制度 

 犯罪被害者等に関連する司法機関としては、警察庁（警察署）、検察庁、裁判所、矯正施

設と保護観察所、少年法関連施設、などの関係機関がある。 
 まず、犯罪被害者保護関連二法の成立や、少年法の改正、犯罪被害者等給付金支給法の

改正などにより、従来と大きく変化した内容について解説する。 
１）犯罪被害者保護関連二法 
 「刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律」（以下「刑訴法等改正法」と記載

する）及び｢犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続きに付随する措置に関する法律｣（以

下「犯罪被害者保護法」と記載する）は、いずれも平成 12 年（2000）５月 19 日に公布さ

れ、現在施行されている。重要な事項について説明する。 
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「刑事訴訟法等改正」 
①性犯罪の告訴期間の撤廃（刑事訴訟法 235 条１項１号）： 
 改正前には、性犯罪の被害者（強姦、強制わいせつ等）は、犯人を知った日から６か月

以内に告訴をしなければならず、それ以後の起訴は無効となっていた。しかし、性犯罪被

害者にとって、犯行の直接的被害自体が身体的苦痛や心痛であった。またその上、被害者

自身の告訴をするかしないかの非常に困難な選択は、事件が公になった後の公判での尋問

での精神的苦痛や、プライバシーが侵害されることへの恐れも考慮したうえでの悲痛な決

断であるといえるものである。従って、この６か月という告訴期間には合理性に欠けてい

ると考えられ、結果的に犯人に不当に利することとなっていたため撤廃されたのである。 
②証人尋問の際の証人への付き添い（刑事訴訟法 157 条の２）： 
 性犯罪の被害者や年少者が証人として尋問を受けるときには、証言中、被害者の不安や

緊張を和らげるのに適切な者（例えば、親や心理カウンセラー）が証人に付き添うことが

認められた。やはり、証人尋問がさらなる精神的被害を加えることが懸念され（二次被害

の防止の観点から）、被害者の緊張や強い不安感を軽減する目的がある。 
③証人尋問の際の証人への遮蔽措置（刑事訴訟法 157 条の３）： 
 公判において、被害者等が証人として被告人や傍聴人の前で証言する場合、一定の要件

の下に、証人と被告人又は傍聴人との間に、スクリーン(衝立)を置くなどの措置を採ること

が認められた。これは、被害者等が証人として証言する場合、非常に強い精神的圧迫を受

けることが多いためであり、その心理的プレッシャーを軽減するためである。尚要件とし

ては、証人と被告人との間の遮蔽の方が、証人と傍聴人との間の遮蔽要件より、厳しくな

っている。 
④ビデオリンク方式による証人尋問（刑事訴訟法 157 条の４）： 
 法廷での証人尋問の際、証人を法廷外の別室に在室させ、法廷にいる裁判官や検察官、

被告人・弁護士がテレビモニターを通じ、映像で証人の姿を見て、音声を聞きながら証人

尋問を行うビデオリンク方式による証人尋問を認めたのである。これは、性犯罪の被害者

（特に年少の被害者の場合）は、法廷で証言する場合は、非常に強い精神的圧迫を受け、

これが二次被害となることがあるからであり、それを予防する目的もある。この方式は、

暴力団等による組織的犯罪の被害者や目撃者が法廷で証言する場合でも適用される。 
⑤ビデオリンク方式による証人尋問の録画（刑事訴訟法 157 条の４、321 条の２）： 
 性犯罪の被告人が複数いて、各被告人の公判が分離されている場合、被害者は証言の繰

り返しを避けるために、ビデオリンク方式による証人尋問の状況を録画し、訴訟記録に添

付して調書の一部として、後の公判で一定の条件の下に証拠能力を認めることが認められ

た。これも、被害者の証言での精神的苦痛を、繰り返すことを防止する目的がある。 
⑥被害者等の意見陳述権（刑事訴訟法 292 条の２）： 
 公判において、被害者に、事件の当事者としての意見（被害感情や被告人に対する処罰

感情等の意見）を述べることが認められた。その意見は、量刑上の一資料とすることがで

75



きる。それまでは、被害者は単に証人として、事実を聞かれるだけの存在であったが、こ

の意見陳述制度は、被害者の意見をふまえた上で刑事司法が運営されることを明確にした

ものである。被害者や国民の信頼を確保し、同時に被告人に、被害者の意見を認識させて

反省を深め、その更生にも資することができるものと期待されている。 
⑦検察審査会の審査申立権の範囲の拡大（検察審査会法第２条、第 30 条）： 
 被害者だけでなく、その遺族(死亡した被害者の配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)も、不

起訴処分になった事件の処分の当否の審査を申し立てることができるようになった。また、

審査申立人は検察審査会に対して意見書又は資料を提出できる。（同 38 条の２） 
 
「犯罪被害者保護法」 
①公判手続の優先的傍聴（犯罪被害者保護法第２条）： 
 裁判長は、刑事被告事件の公判において、被害者等から申し出があれば、被害者等を優

先的に傍聴できるよう配慮しなければならないこととされた。このことにより、憲法第 37
条や 82 条にあるように、裁判は公開され誰でも傍聴できるが、被害者やその遺族は直接の

被害者として事件の審理に高い関心を持っており、他の傍聴者とは同列に扱うことは適当

でないと判断されたのである。 
②公判記録の閲覧・謄写（犯罪被害者保護法第３条）： 
 被害者が損害賠償請求訴訟を起こした場合、刑事被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写を

一定の要件の下に認められることとなった。従来までは、公判係属中の訴訟書類の閲覧に

ついては、公判に支障が生じたり、関係者のプライバシーが侵害されたりする恐れのある

ことより、検察官、弁護人等の訴訟関係者以外は許可されないものと解されていた。 
③民事上の争いの刑事訴訟における和解(犯罪被害者保護法第４条)： 
 刑事被告事件の被告人と被害者等は、両者の間における民事上の争いについて合意が成

立した場合には、当該被告事件の係属する第一審裁判所又は控訴裁判所に対し、共同して

当該合意の公判調書への記載を求める申立てをすることができる。また、裁判所がその合

意内容を公判調書に記載したときは、その記載は裁判上の和解と同一の効力を有するもの

とされた。 
 この意義は、両者の合意内容を記載した公判調書に民事執行法上の債務名義性が与えら

れたことにある。そのことで、被告人が約束を果たさない場合には、前述の公判調書によ

って、ただちに強制執行することが可能になり、被害者等は、費用や時間をかけずに、損

害回復の実現を図ることが期待できるのである。 
 
２）改正少年法 
 改正少年法で、特に被害者の保護に関係している部分を説明する。 
①保護者の責任の明確化（改正少年法第 25 条の２） 
 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、保護者に対し、少年の監護に関する責任を
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自覚させ、その非行を防止するため、調査又は審判において、自ら訓戒、指導その他の適

当な措置をとり、又は家庭裁判所調査官に命じてこれらの措置をとらせることができる。 
 少年の再非行を防止し、その健全育成を図るための保護者の役割が重要なことは言うま

でもないが、従来から実務的に行われていた措置を明文化したものである。被害者等にと

っても、意義深いことである。 
②審判の方式（改正少年法第 22 条第１項）： 
 審判は、親切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行に

ついて内省を促すものとしなければならない。（下線部分が追加された）非行少年に十分な

反省が見られない場合には、毅然とした態度でその点を指摘する必要性を明記したもので

ある。 
③被害者通知制度（改正少年法第 31 条の２第１項）： 

  家庭裁判所は、被害者等の申出がある場合、事件に係る少年の健全な育成を妨げるおそ

れがないと認められる場合ⓐ少年及びその法定代理人の氏名および住所、ⓑ（事件の終結

の）決定の年月日、主文及び理由の要旨を通知することとした。 
 被害者等の事件内容やその処分結果を知りたいという正当な要求に答えたものである。 
④記録の閲覧・謄写（改正少年法第５条の２）： 
 被害者等が損害賠償請求訴訟を提起する等正当な理由のある場合に、審判確定後のみな

らず審判中においても、一定の条件の下で少年保護事件の非行事実に係る記録の閲覧又は

謄写を認めることとした。 
⑤被害者等の意見の聴取（改正少年法第９条の２）： 
 被害者等が事件に関する意見の陳述の申出をした場合、家庭裁判所は、相当でないと認

める以外は、その意見を聴取しなければならない。 
 被害者等の意見は、少年の処分を決定する一資料となるし、また、少年が被害者等の心

情や意見を受け止め、反省し、その更生にも資することが期待されている。 
 
３）改正犯罪被害者等給付金支給法 
 故意の犯罪により、不慮の死を遂げた被害者の遺族又は身体に重大な傷害を負った被害

者に対して、国が遺族給付金又は障害給付金を支給する犯罪被害者等給付金支給制度は、

昭和 56 年（1981）１月から始まっている。平成 13 年 12 月末までの 21 年間では、約５千

人の遺族等に対して、約 119 億円を支給してきたものである。平成 13 年４月の改正により

より一層の充実が図られた。また、平成 18 年４月以降に発生した犯罪被害については、重

傷病給付金の支給範囲が拡大している。平成 17 年度でみると、申請者数 465 人、裁定に係

る被害者数は 412 人（遺族給付金：209 人、重傷病給付金：114 人、障害給付金：71 人）

であった。また平均支給額は、遺族給付金では約 454 万円、重傷病給付金では約 14.5 万円、

障害給付金では約 235 万円であった。ここ数年は毎年 500 人前後の申請者数である。 
①支給範囲の拡大： 
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 従来は、死亡及び重傷害（障害等級１級から４級の後遺障害）が支給対象とされていた

が、次第に拡大され、平成 18 年４月以降に発生した犯罪被害者からは、障害給付金は障害

等級１級から 14 級になり、重傷病の要件も緩和された。重傷病の要件は、療養の期間１月

以上で３日以上入院することを要したこと（精神疾患の場合は、症状の程度が３日以上労

務に服すことができない程度であったこと）となった。また、重傷病給付金の支給対象期

間が、犯罪行為により負傷し（又は疾病にかかった日から）、１年間となった。 
 親族犯の支給制度も緩和され、夫婦間の親族間犯罪でも（DV 法に基づく保護命令が出さ

れているなどの犯罪に係る事情により、考慮される）、何分の一かの減額支給がなされるこ

とになった。 
②支給金額の引き上げ： 
 支給法施行時に比べ賃金水準や物価の上昇が著しく、その最低額及び最高額についても

根本的な見直しが行われている。 
 例えば、1999 年では、遺族給付金の最高額は最低が 220 万、最高が 1079 万であったが、

2005 年度の実績では、遺族給付金の平均支給額は約 454 万円で、最高額は約 1500 万円で

あった。 
③犯罪被害者等早期援助団体への指定： 
 公安委員会が、一定の条件の下に、犯罪被害者等への早期支援（例えば、犯罪被害者等

給付金の支給を受けるための裁定の申請の援助など）を行うために、特定団体を指名でき

る制度で、現在全国で十数か所の被害者支援団体が指定を受けている。 
 
４）各機関における犯罪被害者関連の司法制度 
 犯罪被害者支援のための、司法制度における最近の新しい取組については、すでに詳述

しているので、それ以外の各関連機関における司法制度（犯罪被害者支援への対策等）に

ついて説明する。 
 
（１）「警察における対策」 
 警察は、犯罪被害者と事実上最も密接にかかわる機関である。警察はもっぱら、国民（公

共）の安全と秩序の維持のための施設であるとの認識があり、国民の権利・自由の保護の

ために存在しているといっても過言ではない。 
 警察のほとんどの活動は、被害者ないし潜在的な被害者でもある一般市民の保護のため

のものである。現在、被害者の権利や自由を保護することを本来的な任務としている行政

機関の中心は警察なのである。 
 しかし、従来、被害者が警察からの事情聴取等によりその対応の不手際から、二次被害

を受けることも多く、被害者側の不満は小さくなかった。 
 この「忘れ去られた存在」であった犯罪被害者の対策に、警察が本格的に取り組みだし

たのは、「被害者対策要綱」が制定された平成８年からであろう。この制定により、各都道
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府県警察に被害者支援の取組が拡がっていったのである。 
 これは、当時の警察庁長官であった國松孝次氏の強力なリーダーシップの影響も大きい。

犯罪の被害者の人権を尊重し、適切な処遇と各種の支援の必要性を重視し主張したことが、

犯罪の質的悪化と量的増大に危惧した国民に受け入れられたのである。 
①「被害者対策要綱」：要旨説明 
 警察における被害者対策の基本的な考え方は、次の三点である。 
 ａ）警察の設置目的の達成：                          

警察は、「個人の権利と自由を保護」することを目的に設置された機関であり、犯罪に

よって個人の利益が侵害されることを防ぐとともに、侵害された状況を改善していくこ

とは、自らの設置目的を達成するために当然に行うべき事柄である。それゆえ、被害者

のための活動は、単なるサービスや警察の他の目的達成のための付随的なものではなく、

被害者の人権を守るという自らの任務を全うする上での基本的なものとして位置づけら

れる。 
 ｂ）捜査活動への被害者の協力確保： 
  犯罪の通報や被疑者の特定等に資する重要な証拠の提供は、当然犯罪の被害者により

なされる場合が大半であり、捜査活動を進めるに当たっては、こうした被害者の協力を

得る必要がある。被害後の不安かつ混乱した状況にある被害者に対し、適切な被害者支

援を行い、被害者の警察に対する信頼を早期に得ることは、事情聴取等の捜査活動を円

滑に推進するための基本である。 
 ｃ）捜査過程における被害者の人権の尊重： 
  犯罪捜査を行うに当たり、何人の人権も尊重しなければならないことは当然であるが、

犯罪被害により精神的打撃を受けている被害者への対応には、特別の配慮が必要である。

被害者の人権の尊重は、国連の被害者の人権宣言（資料 1）においても、「被害者は、同

情と彼らの尊厳に対する敬意を持って処遇されなければならない。」とされている。 
  次は、警察における被害者対策推進上の基本的留意事項についてであるが、五点を簡

単に説明する。 
 ａ）被害者ニーズへの対応： 
  被害者の信頼と期待にこたえる活動でなくてはならず、その推進に当たっては、被害

者の視点に立ち、被害者のニーズに合理的に対応する形で行っていくことが基本である。 
 ｂ）総合的な施策の推進： 
  被害者のニーズは極めて多岐にわたるため、警察部内においても、犯罪捜査部門だけ

でなく、地域部門、少年部門、生活安全部門、広報担当部門など、様々な分野で密接に

連携しながら対応していく必要がある。組織全体による総合的施策を推進することが重

要である。そのため、警察庁や都道府県警察本部に「犯罪被害者対策室」等が設置され

ている。 
 ｃ）重点的な施策の推進： 
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  この要綱で対象としている被害者は、刑法犯罪による被害はもとより、交通事故、悪

質商法、家庭内暴力、ストーカー等の被害も含まれている。しかし、一番深刻な精神的・

身体的被害を受けている、女性の性犯罪被害者や、殺人及び傷害致死被害者の遺族であ

り、まずそこに重点を置いた支援から推進することとした。 
 ｄ）他機関、民間団体等との連携： 
  被害者の支援は独り警察だけでなし得るものではない。国連の被害者の人権宣言にお

いても、「被害者は、政府、ボランティア、自治体、地域から、物質的、医療的、精神的、

社会的に必要な援助を受けることができる。」とあるように、社会全体の支援の必要性を

言及している。そこで、警察では、行政機関、法曹界、医師会、臨床心理士会、被害者

支援民間ボランティア団体等とのネットワークを構築して連携を強め、協力し合って被

害者の幅広いニーズに応えている。 
 ｅ）各都道府県警察における独自施策の推進： 
  この要綱は、全国警察が行うべき被害者対策の基本的指針と、推進すべき施策を示し

たものであるが、各都道府県では、その趣旨を十分理解し、要綱の確実な実践とともに、

各地域にふさわしい独自施策を立案・実施し、多彩な支援が全国で展開されるように推

進する。 
②被害者支援施策：現在実施されている施策を（すでに詳述したものは除く）極簡単に紹

介する。 
 ａ）被害者に対する情報提供： 
 「被害者の手引き」というリーフレットが作成されていて、被害者等の必要な情報とし

て、配布されている。また、捜査状況、被疑者の検挙・処分状況を連絡してくれる被害者

連絡制度が実施されている。被害防止や不安解消を求める被害者の要望に応えて、交番等

の地域警官による訪問・連絡活動も行われている。 
 ｂ）二次被害の防止・軽減： 
  被害者が最初に出会う警察官の対応の重要性から、警察職員に対する教養の徹底、性

犯罪の被害者に対応する性犯罪捜査指導官や性犯罪捜査指導係が設置されている。また、

女性捜査官の配置等により性犯罪捜査体制が整備され、警察署内に、被害者のプライバ

シーを配慮した落ち着ける事情聴取室も整備されている。 
 ｃ）精神的被害の回復： 
  カウンセリングの知識や臨床心理士の資格を有する者の警察職員の採用等により、カ

ウンセリング体制の整備や、被害少年に対するサポート体制の推進が行われている。 
 ｄ）「指定被害対策要員制度」の実施： 
  捜査員とは別に、被害直後の危機介入に対応できる専門的訓練を受けた指定被害者対

策要因制度が実施されている。 
 ｅ）再被害の防止： 
  被害者周辺の重点的パトロール、緊急通報装置の貸出し、身辺警護などが行われてい
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る。 
 ｆ）被害者支援ネットワークの構築： 
  各都道府県に地域にレベルや警察署レベルでの被害者支援ネットワークを構築し、多

彩な被害者のニーズに応えるべく、各界の関係機関、団体、企業等の参加を得て地域社

会全体での被害者支援の進展を図り、民間ボランティア団体との協力・連携体制をとっ

ている。 
 
（２）「検察における対策」 
 平成６年４月からは全国統一の制度として、「被害者等通知制度実施要領について」（刑

事局長依命通達）が策定され、被害者や目撃者からの希望があるときは、検察官から被害

者等に対して事件の処理結果、公判期日、刑事裁判の結果等を通知することとなった。被

害者保護や新しい刑事立法についてはすでに紹介している。 
①被害者等通知制度： 
 公訴権を有する検察が被害者の心情を真摯に受け止め、これを検察活動に反映させて、

国民の期待と信頼に応えるとともに、刑事処分の結果等の情報を被害者等に提供すること

によりその理解を得ることは、被害者等に対する刑事政策的配慮の一環として極めて重要

であるとの認識のもと、行われるようになった。 
 通知の対象者は、ⓐ被害者及びその親族又はこれに準ずる者、ⓑ目撃者その他の参考人、

ⓒ被害者等が代理人として弁護士を依頼した場合には、委任状を徴するなど委任の有無を

確認した上でその弁護士、である。 
 通知の内容は、事件の処理結果、公判期日、刑事裁判の結果、公訴事実の要旨、不起訴

裁定の主文、不起訴裁定の理由の骨子、拘留及び保釈等の身柄の状況、並びに公判状況等

の事件の処理結果に準ずる事項である。 
 「裁判所における対策」、「保護観察所における対策」 
 これは、すでに紹介している。 
  
（参考文献： 講座「被害者支援」Ⅰ～Ⅴ巻．東京法令出版．2000 より 
      Ⅰ巻：「犯罪被害者支援の基礎」、宮澤浩一・國松孝次、監修 
      Ⅱ巻：「犯罪被害者対策の現状」、同上 
      Ⅲ巻：「犯罪被害者支援と弁護士」、同上 
      Ⅳ巻：「被害者学と被害者心理」、同上 
      Ⅴ巻：「犯罪被害者に対する民間支援」、同上 
     ：「犯罪被害者の研究」、宮澤浩一・田口守一・高橋則夫編、成文堂．1996６ 
     ：警察庁・法務省・厚生労働省・内閣府などのホームページ） 
 上記参考文献よりの資料や内容から多数引用させていただきました。この場を借りて各

関係機関・関係者に深謝いたします。 
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4. 犯罪被害者等における精神保健相談 

１）犯罪被害者等の心理的な反応 

私たちは、無意識のうちに「自分は安全だ」、「自分は価値ある存在だ」という認識を持

って生きているが、犯罪で外傷を体験するとこれらの仮説が覆されることになる。犯罪に

よる心理的影響の中心となるのは、「自己と世界に対する基本的な仮説の崩壊」5)と言えよ

う。犯罪被害者の心理を認知的にみると、「外傷が引き起こした膨大な量の情報を、それを

認知する期間と途絶する期間を交互に繰り返すことによって脳が処理しようとしている」4)

ことになる。犯罪被害者の基本症状として、①外傷的出来事の再体験、②外傷に関連した

刺激からの回避、または反応性の麻痺や無感覚、③覚醒の亢進状態の３つの症状が挙げら

れる。外傷体験が繰り返し侵入し再体験する、意識や行動を狭め麻痺させて再体験を回避

する、という一見相反する症状が同時に出現することが特徴である。 

 

①再体験 

 再体験は、出来事を思い出したくないのに思い出してしまい、それを自分でコントロー

ルできない状態になることである。単に思い出すのではなく、その時に体験した感覚と感

情が蘇り、非常に苦痛な思いをする。覚醒時に起こるだけでなく、睡眠時は悪夢という形

で再体験が起こる。実際の症状として、恐怖、不安などの強い感情と、その時体験した痛

い、苦しいなどの感覚が生じ、その時見たものが見えたり、聞いたことが聞こえたりする。

同時に、汗をかく、からだが震える、動悸がするなどの身体症状もみられる。フラッシュ

バックという形で再体験が起きることがあるが、フラッシュバックとは、思い出される内

容が現実のことと感じられ、事件の起きた時と現実の区別がわからない、見当識障害のよ

うな症状を呈する状態である。 

再体験やフラッシュバックの引き金となるものは、事件と関連するものだけでなく、個

人が体験から得られた様々な刺激が引き金になる。例えば地下鉄サリン事件により PTSD を

呈した患者にとって引き金となるものは、「オウムに関するニュース、3月 20 日という日そ

のもの、帽子とマスクをした人、網棚の新聞、電車内や路地のビンや缶や水溜り、眩しさ

や暗さ、異臭、煙草や香水や排気ガスの臭い、叫び声、救急車の音、ヘリコプターの音な

ど限りなく存在し、生活すべてに拡大する傾向がある」6)。 

 

②回避・麻痺 

回避は、外傷となる出来事を思い出させるものを避けることである。例えば、電車事故

に遭遇した場合、電車に乗ることを避ける。これが電車だけでなくすべての交通機関を使

用することを避けるようになると、日常生活に大きな影響を及ぼすことになる。 

麻痺は、外傷時に受けた感情を閉ざすことである。感情の麻痺が起こると周囲のことに

対する興味や関心がなくなり、外界との接触を絶ち、無気力で無関心な抑うつ状態に陥る。

正常な知覚が働かなくなり、一見知覚が鈍麻し知覚麻痺のような状態になる。 
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また健忘という形であらわれると、外傷となる出来事についての記憶がなくなったり、

一部を思い出せなかったりすることがある。 

 

③覚醒の亢進状態 

犯罪被害者の「脳と身体は『いつも危険だ』というメッセージを送り続け、過度に緊張

し驚愕反応と興奮を伴って反応する」5)、これが覚醒の亢進状態の原因である。症状は、些

細な出来事にもすぐ驚いたり、周囲の環境の変化や他者の言動に敏感になったり、不安定

な状態になったりする。身体症状として、息苦しくなる、呼吸困難を起こす、心臓がドキ

ドキする、発汗などが挙げられる。 

 

以上特徴的な３つの症状の他に、解離状態やパニック発作、記憶と注意の障害、時に錯

覚や幻覚がみられる。自分が悪いから事件に遭った、自分は価値のない人間だからこのよ

うな目に遭ったなど強い罪責感が生じることもある。 

 

２）被害者支援の実際  

ここでは、被害者面談の際のいくつかのポイント、支援者がもたらす二次被害、支援者

のストレスについて述べる。 

① 被害者面談の際のポイント 

信頼関係を築くためには 

 被害者は「自分が安全である」という信念が損なわれているため、人を信用することが

難しくなっている。支援者と被害者の間のほんの些細な行き違いや誤解によってさらに不

信感は強くなるため、支援者は自分のできることとできないことをあらかじめきちんと伝

え、難しいと思うことを安易に引き受けないことに注意する。特に、「プライバシーを保持

する」ことに関しては、支援者と被害者の間で保持の範囲が異なることがあるため、きち

んと話し合って被害者から了解してもらう。被害者は、支援者との関係や言動に対して不

満や不信感があっても、その気持ちを表現できないため、支援者はその不信感に気付かな

いことがある。関係がうまくできていると感じる時も常に言動に配慮し謙虚な気持ちを持

ち続けることが必要である。「被害者は『わかってくれている』と言っても、『わかっても

らえない』と感じている面もあるし、『わかってもらえない』『言いたくない』と言っても

『わかってほしい』と思っている」9)。被害者に「あなたにはわかってもらえない」と言わ

れたり、「自分が悪いから事件に遭った」といつまでも自責的な表現をされたりすることに

よって支援者は落胆することもあるが、これも被害者から信頼を得にくくさせる一つの要

因となる。被害者の言動に翻弄されず信念を持って対応することである。 

 

事件の話はいつ聞いたらいいのか 

 支援者が最も悩む問題の一つとして、被害者から事件の話を積極的に聞いたほうがいい
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のか、被害者がためらっている場合は聞かないほうがいいのか、事件の話はいつ聞いたら

いいのか、まったく聞かなくてもいいのか、のような事件の話を聞くことについての問題

がある。被害者が話したくないときはあえて聞かず、話したいときにきちんと聞くことが

根本的な対応であるが、「生活も治療関係も安定しないまま、負担の高いトラウマ性記憶に

関する作業を行うことは望ましくない」8)。被害者自身が最初から事件について詳しく話そ

うとする時は、「感情を扱いきれる程度に患者が安定しているかどうかを評価し、またその

時々の患者の状態を確かめながら進めねばならない」8)。また、被害者が「話そうとするが、

侵入症状によって言葉がつまりがちであったり、話す途中で不安や恐怖が亢進してコント

ロールできない場合は無理に話させない。話すことがたいへん苦痛を伴うものであること、

安定して扱うにはまだ時間が必要であることを治療者から話しておく」8)こともポイントと

なる。一方、「事件の記憶を扱わないで対処療法を漫然と続けることは、回復を遅延させた

り、治療中断につながる」8)ことも常に念頭に置く。 

 

身体面や生活についての留意  

身体や生活についての話題は抵抗が少なく自然に聞きやすく、精神的な状況に関する情

報より多くのことがわかることがある。被害者の中には、気持ちを態度や言葉に出さず何

事も淡々と振る舞い、落ち着いてみえる人がいる。また何度かかわっても気持ちを語って

くれない被害者もいる。きちんと眠れているか、食事はおいしくとれているか、規則正し

い生活ができているか、お酒を多量に飲んでいないか、お風呂には入っているか、など生

活面のことを尋ねたり、頭痛、腹痛、肩こり、しびれ、疲れやすさ、身体のだるさ、便秘

などの身体的な症状について尋ねると、意外に様々な症状が明らかになったり、気持ちに

ついて話すきっかけとなることがある。このように生活する上で何に一番困っているかを

十分聞くことも大切である。 

 

② 支援者がもたらす二次被害 

二次被害というのは、事件から受けた被害ではなく、事件後、被害者が社会との関わり

のなかで受ける被害のことで、二次被害を与える者として、マスコミ、司法関係者、医師、

心理カウンセラー、警察官、家族などが挙げられる。 

二次被害の原因となるものに、まず「犯罪被害者に対する知識の不足」8)によるものがあ

る。PTSD に関する精神医学的知識だけに限らず、「例えば殺人事件の遺族が関わる司法シス

テムについて、また性暴力犯罪やドメスティクバイオレンスの現実と被害者の心理につい

て、無知であるために、誤った指導がなされることが多い」8)。性暴力被害では被害者の多

くが女性で、加害者のほとんどが男性のため、「男性に対して恐怖心を抱いたり、あるいは

男性の存在そのものがフラッシュバックや恐怖障害のトリガーになっていることも少なく

ない」8)。このような場合支援者が男性というのは難しくなるだろう。また「男女にかかわ

りなく性差別や偏見を持っている場合、例えば強姦の被害にあうのは女性の側に問題があ
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り、責任があると考えている」8)支援者も二次被害を起こす危険性がある。 

 

③ 支援者のストレス 

支援者は、「被害者から話を詳しく聞くことで被害者の悲惨な経験の一種の目撃者とな

る」7)ため、不安、恐怖、自責感など被害者が呈するような症状が認められることがある。

また、「支援の難しさ、訴訟との関わりの多さ、被害者の理不尽な要求などから」7)支援が

嫌になったり、強い無力感が出現したりすることがある。大切なことは、困っていること

を抱え込まないで、他の支援者や専門家とケース検討などを行い、支援者が孤立しないこ

とである。また、「自分のできる範囲を知ること」7)も重要である。支援資源、時間や能力

がどの程度あるかを踏まえ、自分がどれだけできるかを考えながら支援をすることである。 

 

３）外傷後ストレス障害 PTSD：Post Traumatic Stress Disorder  

1995 年阪神淡路大震災、地下鉄サリン事件などの被災者のケアが問題になってから、PTSD

という言葉がわが国で頻繁に使われ始め、その後 PTSD に対する社会的関心はますます高く

なっている。しかし、PTSD の正確な知識が広がっていると言えないのが現状である。まず、

PTSD の診断で問題になるのは、「外傷的な出来事」の定義について、つまり発症する契機と

なった出来事が PTSD の診断基準を満たす程度の出来事かどうか、である。ICD-10 は「誰に

でも大きな苦痛を引き起こすような、並はずれた驚異的な、または破壊的な性質の出来事・

状況」11)としているのに対し、DSM-IV では「誰にでも」ではなく「その人の反応は強い恐

怖、無力感または戦慄に関するもの」1)とトラウマの概念に幅を持たせている。ICD-10 と

DSM-IV で「外傷的出来事」に関する記述が異なっていることも、診断する際に混乱する原

因であろう。「ただ、DSM-IV-TR では、外傷的出来事について例示されているのは、戦闘、

暴行（性的暴行、身体的暴行、強盗）、誘拐・拉致、人質、テロ攻撃、拷問、捕虜収容所や

強制収容所監禁、自然災害、人為災害、重度の自動車事故、生命的脅威を及ぼす病気の告

知などであり、どれも深刻な体験であることには違いない」3)。 

その出来事が、明確に診断基準に相当しない程度の比較的軽い出来事にもかかわらず、

予想できないほど強い PTSD 様の症状を呈する場合があるが、その場合は、もともと「精神

的脆弱性という心因的素因が存在すると想定」3)され、診断は PTSD ではなく「適応障害と

診断される」3)のが適当であろう。最近は災害や事件と PTSD はよく並べられて報道されて

いることが多く、専門家の中でも外傷体験を拡大して解釈する傾向があることも事実で、

安易な判断は危険だとする意見もある。このように「PTSD の診断をめぐっては、それをよ

り広く捉えようとする論者と、なるべく限局して捉えようとする論者の間で、司法の場も

含めて論議が巻き起こされており、今後の問題として残されるところである」3)。 

外傷的出来事は PTSD 発症の一次的要因であるが、すべての人が外傷的な出来事を体験し

た後に PTSD になるわけではない。従来は PTSD の症状は、外傷的出来事のストレス因子の

強さと直接関係し、外傷的出来事のストレスが強ければ強いほど出現する症状が重症にな
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ると考えられてきたが、近年では症状はストレスの強さだけでなく、外傷的出来事に対す

る個人の主観的な反応にも大きく関連するとされている。PTSD を発症させたり、遷延させ

たりする危険因子として、「①児童期に外傷体験があること、②境界性、妄想性、依存性、

反社会性人格傾向、③不適切な支持体制、④精神障害に対する遺伝的、体質的脆弱性があ

ること、⑤ストレスの多い最近の生活上の変化」4)などが主な因子として挙げられている。 

PTSD の DSM-IV による診断基準 1)を表１に呈示した。PTSD の症状は DSM-IV の診断基準（表

1）の B,C,D に記載されているように、再体験、回避・麻痺、覚醒亢進が１ヶ月以上持続し、

それにより日常生活で支障を来たしていることである。 

 

表 1 PTSD の診断基準（DSM-IV）1) 

A. その人は以下の２つが共に認められる外傷的な出来事に暴露されたことがある 

(1) 実際にまたは危うく死ぬまたは重症を負うような出来事を、１度または数度、また

は自分または他人の身体の保全に迫る危険を、その人が体験し、目撃し、または直面した 

(2) その人の反応は強い恐怖、無力感または戦慄に関するものである 

（注） 子供の場合はむしろ、まとまりのないまたは興奮した行動によって表現されるこ

とがある 

B. 外傷的な出来事が、以下の１つ（またはそれ以上）の形で再体験され続けている 

 (1) 出来事の反復的で侵入的で苦痛な想起で、それは心像、思考、または知覚を含む 

（注） 小さい子供の場合、外傷の主題または側面を表現する遊びを繰り返すことがある 

 (2) 出来事についての反復的で苦痛な夢 

（注） 子供の場合は、はっきりとした内容のない恐ろしい夢であることがある 

 (3) 外傷的な出来事が再び起こっているかのように行動したり、感じたりする（その体

験を再体験する感覚、錯覚、幻覚、および解離性フラッシュバックのエピソードを含む、

また、覚醒時または中毒時に起こるものを含む） 

（注） 小さい子供の場合、外傷特異的な再演が行われることがある 

 (4) 外傷的出来事の１つの側面を象徴し、または類似している内的または外的きっかけ

に暴露された場合に生じる、強い心理的苦痛 

 (5) 外傷的出来事の１つの側面を象徴し、または類似している内的または外的きっかけ

に暴露された場合の生理学的反応性 

C. 以下の３つ（またはそれ以上）によって示される、（外傷以前には存在していなかった）

外傷と関連した刺激の持続的回避と、全般的反応性の麻痺 

 (1) 外傷と関連した思考、感情または会話を回避しようとする努力 

 (2) 外傷を想起させる活動、場所または人物を避けようとする努力 

 (3) 外傷の重要な側面の想起不能 

 (4) 重要な活動への関心または参加の著しい減退 

 (5) 他の人から孤立している、または疎遠になっているという感覚 
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 (6) 感情の範囲の縮小（例：愛の感情を持つことができない） 

 (7) 未来が短縮した感覚（例：仕事、結婚、子供、または正常な一生を期待しない） 

D. （外傷前には存在していなかった）持続的な覚醒亢進症状で、以下の２つ（またはそ

れ以上）によって示される 

 (1) 入眠、または睡眠維持の困難 

 (2) 易刺激性または怒りの爆発 

 (3) 集中困難 

 (4) 過度の警戒心 

 (5) 過剰な驚愕反応 

E. 障害（基準 B,C,および Dの症状）の持続期間が１ヶ月以上 

F. 障害は、臨床上著しい苦痛または、社会的、職業的または他の重要な領域における機

能の障害を引き起こしている 

 

▶該当すれば特定せよ： 

 急性 症状の持続期間が３ヶ月未満の場合 

 慢性 症状の持続期間が３ヶ月以上の場合 

▶該当すれば特定せよ： 

 発症遅延 症状の始まりがストレス因子から少なくとも６ヶ月の場合  

 

４） PTSD の治療 

治療の目標は、「自分には価値があるという感覚を取り戻し、自分自身と自分の生活をコ

ントロールしていると再び感じ、粉砕された仮説を再び有効に働かせること」5)である。外

傷性記憶が日常生活を左右しなくなり、外傷体験に自己肯定的な意味付けができるように

なること、つまり過去の衝撃的な経験も自分の一部として受け入れることが回復である。

治療を行う前提として、自分は安全で二度と同じような怖い思いをすることがないと確信

できる環境を作ることである。治療は薬物治療と精神療法がある。薬物療法として、抗不

安薬は不安、不眠などに、また抗うつ薬は抑うつや再体験症状に対して有効と考えられて

いる。両者を併用しても症状が軽減しないことが多いため、精神療法などの他の治療と併

用されることが多い。 

精神療法は主に２つの方向がある。その１つは、「想像技法あるいは実験的暴露法によっ

て外傷的出来事に暴露することである。いくつかの種類の行動療法（脱感作法、曝露療法）

の有効性が報告されているが、心的外傷のもとになっている実物にさらされる方法は逆に

症状が悪化する危険性」4)  もあるため、それを考慮に入れ慎重に行う必要がある。 

もう１つの方法は、「ストレスに対応するために、リラクゼーションや認知的接近法の

ようなストレスマネージメント法を教育することである。過去の外傷体験を慎重に焦らず

に見つめ直し、現実認識や自分の責任について誤った不合理な認知を矯正していく、認知
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療法的なカウンセリングが有効とされている」4)。フラッシュバックが起こった時の混乱状

況の対処法も認知療法的アプローチで軽減できる。自分の身体状態の変化に対する反応を

どのように受け止めると症状の苦しみがどのように軽減するかを体験してもらうことが有

効となる。     

近年 CPT と PE がその有効性を示唆されている。Cognitive Processing Therapy(CPT)は

「強姦被害者を対象にして開発された療法で、情報処理理論を基盤に刺激被爆療法を組み

合わせて」10)行われるものであるが、PTSD 全般にも応用可能になり、マニュアルが作成さ

れつつある。また、Prolonged Exposure(PE)は「PTSD に対する長時間想像暴露と実生活内

現実暴露両方の exposure を取り入れた短期認知行動療法」2)で、今後日本で普及されるこ

とが望まれている。 

症状が重篤なときや、希死念慮や興奮、暴力行為などの症状がみられるときは入院治療

も必要になる。 
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５）事例紹介 

 事例紹介に際しては、プライバシーに配慮し改変している。 

 

PTSD 事例 性犯罪被害者 

20 歳女性 

2 人同胞の長女、明るく真面目な性格。小学校時代は学級委員を務め「元気でみんなを引

っ張っていくような」子供だった。中学校時バスケット部に所属し、友人は多く成績もよ

かった。事件のため中学３年時はほとんど学校に行けなかったが何とか卒業した。高校は

数日登校したが退学になった。現在、３歳年下の弟、両親と４人暮らし、無職。 

 

現病歴 

X-4 年 8 月（中学 2年時）夏休みの夕方、クラブ活動から帰宅途中に、自宅近くで見知ら

ぬ男性に車に連れ込まれた。ガムテープで口を塞がれ、上下肢を縛られた状態で山奥に連

れて行かれ強姦され、自宅近くで脅かされた後解放された。帰宅し警察に通報、事情聴取

を受けた。警察に勧められ、心療内科クリニックに定期的に通院しながら６ヶ月は学校に

登校し、自宅でも特に変わった様子はなかった。X-3年2月頃より突然大きな声で叫んだり、

興奮し物を投げたりする行動がみられるようになった。また疲れやすく何事も集中してで

きなくなった。学校は行けず、友人と話をしたり電話することができない、怖くて外出で

きず、母親の傍から離れられなくなった。フラッシュバックが頻回に出現し、不眠、「怖い

夢をみる」、「男の人の声を聞いたり、テレビで男性の姿を見たりすると落ち着かない」、「事

件のことを思い出せない」「事件前後のこと、学校で学んだことなどが思い出せない」と語

った。食欲はなく、意欲低下、不安、焦燥が強く、何度も紐で首を吊ろうとした。身体症

状として、頭痛、手足のしびれ、めまい、胸が苦しくなる、呼吸ができなくなる、身体が

重くて動かない、などの症状が認められた。また、「自分が悪いからこんなことになった」

「自分は殺されていたほうがよかった」など罪責感もみられた。X-3年4月精神科病院受診、

２階から飛び降りようとする、包丁で自分の胸を突くような行動がみられたため緊急入院

となった。入院後しばらくは興奮や希死念慮が強く、食事も摂取できないため四肢拘束し

点滴で抗精神病薬を投与する状態が 3 ヶ月続いた。その後徐々に食事が摂取でき、他患や

スタッフとの交流も出てきた。薬物治療は、強い不安や興奮に対しレボメプロマジンとリ

スペリドン、抑うつ気分やフラッシュバックに対しクロミプラミン、不眠に対し睡眠薬が

投与された。10 ヵ月後の X-2 年 2 月自宅に退院し、通院治療になった。約 2 年精神科病院

に通院したが、近い病院を希望され、X年 6月より、女性の医師が勤務している当センター
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に転院となった。 

 

現症  

初診時、母親から離れようとせず、診察室に一人で入らなかった。身だしなみは整って

いるが幼い印象。質問に対して母親の顔を見るだけで答えることができず、面接中急に大

きな声で「死んでやる」と叫び診察から飛び出しセンターから出ようとした。睡眠は不規

則で熟睡はできない、食事はやや過食傾向、便秘、胸部不快感、頭痛などの身体症状があ

った。月経は不規則。「人が怖い」ためほとんど外出できず、また自宅でも母親の傍を離れ

られず、夜寝るときも母親と同じ布団で寝た。幻覚・妄想などの病的体験は否定。希死念

慮があり、リストカットを頻回に行っていたが、過量服薬はなかった。抑うつ気分、意欲

低下があり、「何もする気持ちがわかない」「本を集中して読めない」「音楽を聴く気持ちに

なれない」、ほぼ臥床している生活だった。不安焦燥は強く「いらいらして母親にあたって

しまう」。事件のことはほぼ毎日思い出し、急にその場面が出てきて自分でコントロールす

ることはできなかった。犯人の顔は「顔だけ白く抜いてみえてわからない」。同席している

母親は抑うつ的な表情で本人の被害に対し自責感が強く、本人にかかりきりで、外出は行

っておらず、他の家族及び外部との関わりがほとんどない状態であった。 

なお、犯人は逮捕され現在服役中である。 

 

治療経過 

まず、「一人で診察室に入る」ことを目標とした。最初は数分から始め、徐々に時間を長

くし、3 ヶ月後には 30 分の診察時間中一人でいることができるようになった。自宅でも母

親と離れて一人でいる時間を作るようにした。次に自分の気持ちを伝えることを目標とし、

自宅でのつらい気持ちを書くように伝えた。事件の時の怖い気持ち、事件に遭ったことへ

のつらさ、そのような気持ちをコントロールできないつらさを語った。事件の話をすると

きは最後までゆっくり時間をかけて傾聴することを心がけた。気持ちをコントロールでき

ない時は、目の前にあるものを５つ挙げる、数を数える、など具体的にコントロールする

方法を考え少しずつ対応できるようになった。 

また、母親は罪責感が強く、本人に対する関わり方に偏りがみられたため、本人とは別

に、母親に対しても定期的に面談の時間を設けた。 

X＋1 年 9 月頃より母親とは別の部屋で寝るようになり、日中も別の部屋でなるべく過ご

すようにした。同年 11 月自転車で近くのコンビニに行ったり、雑誌や本を読むこともでき

た。月に 1 回、事件の時の気持ちが思い出され不安が強くなって落ち着かなくなることが

ある。投与薬物は漸減あるいは変更し、現在不安の症状に対し抗不安薬のロラゼパム 1.5mg、

抑うつ症状やフラッシュバックの症状に対し抗うつ薬のパロキセチン 75mg である。今後は

生活支援センターのディケアに参加することから社会復帰を開始することを考えている。 
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5. 精神障害者の受ける犯罪被害 

【はじめに】 
 犯罪と精神障害者との関係は、これまで加害者の立場で語られることが多く、犯罪被害

の弱者という側面について焦点が当てられることは少なかった。そのため、この点につい

ての日本での調査研究は少なく、統計的な実態は明らかではない現状にある。脱施設化が

進み、多くの精神障害者が地域生活を送っているアメリカでの、調査研究によれば、過去

一年間に 691 例の対象患者のうち 16％が暴力犯罪の被害を受けているという Walsh 等１）

の報告や、936 例の対象患者の四分の一以上が過去一年間に暴力犯罪の被害を受け、これは

対象とした一般住民の被害率の 11 倍高く、暴力犯罪の類型によっては６から 23 倍高いこ

とが、Teplin 等２）により報告されており、地域で生活を送る精神障害者にとって、犯罪被

害は重要な保健上の問題であることが強調されている。他方、フィンランドでの Honkonen
等３）の調査では、670 例の退院した統合失調症患者を３年間追跡したところ、英米と比べて

著しく低い 5.6％の暴力被害率であったことからも言えるように、それぞれの社会状況によ

って、犯罪被害率は大きな差異があるのは確かである。主に暴力犯罪に関してだが、現在

の日本で欧米と同様の高い犯罪被害率が存在するとは言い難いが、日本型社会も徐々に変

容し、また障害者の地域生活への移行が促進されている状況を踏まえると、今後は欧米の

状況が決して無縁ではないとも言えるし、地域精神保健福祉活動を推進していく際に、関

係者が適切な注意を常に払って行かねばならない問題となる可能性が高い。 
 
【犯罪被害の類型】 
ここでは、児童虐待や配偶者間暴力等の広い範囲の犯罪と偶発的に遭遇する犯罪は除外し、

一般刑法犯罪のなかで、犯罪被害を受ける背景に精神障害の存在が想定され、地域精神保

健福祉活動を担っていく際に留意すべき事例を中心に述べるが、事件例や当センター精神

保健福祉相談員の体験事例をもとにしているため、限られた範囲での記述になっているこ

とをお断りしておく。 
１）財産被害： 
  詐欺、横領、窃盗等が挙げられるが、そのうち前二者は、単身あるいは障害者だけ

で同居する地域生活が増えていくこれからは、特に留意しておかなければならない犯罪

被害である。すでに、高齢者や軽度認知症の単身生活者に対する、リフォーム詐欺、高

額な布団や商品の購入等の悪質商法の問題が取り沙汰されているが、精神障害者に対し

ても同じ問題が認められている。ひっそりと暮らす中で、寂しさにつけ込む巧妙な親切

に騙されたり、あるいは拒否することができないまま強引に勧められて契約を次から次

にしてしまうケースも稀ではない。また、訪問販売の場合だけではなく、同じような心

理状態に付け込んでくるキャッチセールスや宗教活動をかたった霊感商法等の財産被害

に遭うことが街中で起きている。次に、横領も頻度の高い被害であり、留意しておかな

ければならない問題である。高額の預貯金や土地・家屋等の資産を有している精神障害
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者が、精神状態の悪化や単身生活が困難になり、施設入所や入院をするさいに、それま

で疎遠であった親族に頼らざる得なくなったりして、預けた資産が横領されることが起

きやすい。親族による横領だけではなく、施設・病院に入り、財産管理を委託する場合、

内部のチェックシステムが全ての処でしっかりしているとは限らないので、関係者によ

る横領が起こりえることにも留意が必要である。 
 窃盗や強盗に精神障害者が街中で遭遇する頻度は、日本の場合はまだ少ないと思われ

るが、相当な資産を有しながらも、銀行などに預金することを嫌って、現金を床下など

に隠している精神障害者で、一戸建てに住んでいるような場合、その筋の犯罪者に目を

つけられ、盗みに入られることも稀ではない。 
２）暴力犯罪被害 
 殺人、傷害致死、心中といった悲惨な事件の被害者になる場合、通常は親族間で発生

することが多い。被害者の精神状態が悪化する中で、暴力行為などの問題行動が発生す

るも、家庭内だけで留まっている場合、警察、保健所、医療機関等に相談してもなかな

か埒が明かず、また医療機関に家族だけで連れて行けないまま、家庭内の介護に疲れ果

て、追い詰められた家族が手を下してしまう事例は、高齢化した親が介護に当たってい

る場合に起こりやすい。 
 傷害や暴行は、ホームレスへの襲撃事件で明るみに出る場合があるが、アメリカほど

治安や住環境の悪化はまだ到来していないので、精神障害者がこの種の犯罪に巻き込ま

れる割合は日本では少ないと推測される。しかし、その一方、施設や病院内で傷害・暴

行、最悪の場合は殺人の被害に遭う精神障害者は稀ではなく、平成 18 年４月に施行され

た「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者の支援等に関する法律」でも養介護施設従事者

等による高齢者虐待の防止が謳われているように、精神科病院や施設においても身体的

虐待（暴行・傷害）が起こりえることに留意しておく必要がある。しかし、その実態は、

職員の内部告発などでしか表に出てこないため明らかではないが、氷山の一角的に暗数

が相当あると思われる。開放的な処遇を中心にした施設では、稀なことと思われるが、

長期入院患者を閉鎖的環境で処遇し、乏しいスタッフ数で管理しているところでは、不

適切な管理体制により、患者間での傷害や暴行、職員による暴力的制圧が発生しやすい。 
３）性犯罪被害 
 男性の場合、児童･思春期の男児以外は、強姦、強制わいせつの被害者になることは少

ないが、女性の場合は全ての年齢層で性犯罪被害者になりうる。とりわけ、若い女性の

精神障害者の場合、精神状態の悪化時に深夜路上を徘徊していたり、佇立していたりし

て、通りがかりの車に押し込まれ、監禁されて強姦、強制わいせつの被害者となること

がある。また、日中の街中においても、犯罪と言い難いところがあるが、男性に声を掛

けられ、強く拒否することが出来ないまま、ホテルに連れ込まれ、その挙句、妊娠させ

られてしまった事例もある。こういった場合、本人の口から被害体験が語られることが

少なく、体型が変化してきても、周囲からは、単に太ってきたと見過ごされやすく、中
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絶の機会を逃してしまうことが起きやすい。 
 家庭内においても、近親相姦的な対象にされて、性暴力の被害者となることも起こり

える。このような場合、口外されないまま長年が過ぎ、妊娠によって、表沙汰になった

り、もし語られることがあっても、家族から否認されると、被害妄想かと見過ごされて

しまうことが起きやすい。 
 これらの場合以上に、性犯罪被害が起こりやすい状況として、施設や病院内が挙げら

れる。時に、留置場内で同種の事件が発生しているように、密室性が高く、拘禁的な環

境である病院施設内で、職員によって凌辱的に起こされる場合もあるし、女性患者が脱

抑制といった精神状態により、誘惑的な言動を示した場合に、本来保護の任に当たるべ

き職員がそれに応じて、わいせつ行為に及んでしまうといった場合もある。また、単身

生活をしている女性患者宅を何らかの職権で訪れる関係者が同様の問題を起こすことも

想定しておかなければならない。 
４）その他 
 業務上過失致死傷罪等の不慮の事故の被害として、交通事故がまず挙げられる。通常

は、偶発的に発生するので、障害特性との関係は薄いと思われるが、認知症等に伴う徘

徊癖のある障害者や事故傾性のある障害者の場合には、被害に遭う頻度が高い。また、

交通事故に絡んで起きる事案として、当初は加害者の立場だったのが、事故処理の対応

に困惑してしまい、相手方の不当、過剰な請求を拒否できずに、借金を重ねてしまった

り、あるいは精神状態を悪化させてしまうといった、二次的に派生する被害を蒙ること

がある。この場合、自動車事故の場合は通常、保険会社等が介入するので、起こりにく

いが、自転車の走行中や、あるいは歩行中の不注意が原因で発生し、警察官や救急隊を

呼ぶほどではない事故の場合、相手方と本人との間で示談を進めるために、一人悩んで、

そういった事態に追い込まれることがある。 
 一般的な犯罪被害とは異なるが、医療過誤による被害もさまざまあり、その中でも、

高齢者や抗精神病薬により嚥下困難気味の人に対する食事介助や見守りが不適切なため

に、窒息死する事故は相当数発生していると思われるが、この場合、全ての事故が異状

死として届けられてはいないので、実態を把握するのは難しいが、留意しておく必要が

ある。 
 
【地域精神保健福祉活動時の留意点】 
 安全と水はただという意識をこれまで長年持ち続けてきたように、治安の良さを誇っ

てきた日本社会も、凶悪事件を始めとして種々の犯罪が横行し、検挙率の低下もアメリ

カ並みになってくるなど、地域生活が安全なものとは決して言えない状況を迎えている。

さらに、犯罪の多様化によって、全ての人がこれまで以上に、何らかの犯罪に遭遇する

可能性も高まっている。例えば、従来の詐欺は、相手の欲や見栄につけ込むため、対象

者がある程度限定されていたが、善良な人の不安や優しさにつけ込む近年の振り込め詐
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欺などは、電話によって無作為抽出的に対象を選択し、多くの被害者が生まれている。

また、犯罪とまでは言えないが、人々の不安をターゲットに怪しい商売がはびこってお

り、これに引っかかって、多額の商品等を買い込んでしまったりする事は、既に身近に

起きている現象である。 
 さて、こういった状況にある地域社会に、地域生活中心の施策の推進が図られ、これ

まで以上に多くの障害者を迎え入れるに当たって、犯罪加害の可能性のみ言及されてき

ていたが、むしろ自己防御の能力に乏しい障害者の方が犯罪被害に遭う可能性が高い事

を、地域精神保健福祉活動により障害者を支援する立場にある関係者は想定しておく必

要がある。 
「犯罪被害の予防対策」 

 一次予防：安全対策・危機管理の上で、なんと言っても重要なのは、犯罪被害に遭

わないための事前対策である。そのためには、支援関係者が犯罪被害に対する危機

管理意識をもつ事が重要である。次に、多種多様な犯罪に対する備えをすることは

困難であるが、上述の事例にあるように、精神障害の特性、生活環境、支援体制等

により想定される犯罪被害は限定されるであろうから、それぞれに応じた対策を用

意しておく必要がある。例えば、財産被害のばあい、心理教育や一般的な話題など

を通じて、障害者にも防犯意識を高めてもらうことや、状況によっては、成年後見

制度や社会福祉協議会等が行っている財産保全や財産管理サービスの導入を考慮す

る。また、Fitzgerald 等４）によれば、統合失調症圏の患者が受ける犯罪被害の主要な

要因は、有意義な日常生活活動が欠如していることであると報告しているように、

生活全般の見直しを図っておくことも必要である。 
 二次予防：図らずも起きてしまった犯罪被害に対する応急対策である。如何に早期

発見し、早期の対応が出来るかであるが、傷害などは目に見える明らかな事態であ

るので、自ら状況を語ってくれたり、関係者が尋ねることで、見過ごされることは

少ないが、その他の犯罪被害の場合には、なかなか語りにくい事案であったり、怖

れや不安、あるいは困惑によって語れなくなっているため、関係者に気づかれない

ことも起きうる。その場合でも、何らかの兆しが、日常生活上の行動の変化や精神

状態の変化として現れる事が多いので、関係者がその背景にある何らかの被害体験

を想定できるかが鍵を握っている。また、もし語られることが有っても、精神症状

の悪化に伴っての場合には、被害妄想の増悪などと見誤れる可能性があるので、注

意が必要である。また同時に、一般的な犯罪被害者支援にあるような、法的な支援

や相談体制の確保を図る対応が求められる。 
 三次予防：事後対策として、個々の事例に則した安全対策の見直しを中心に介入す

る必要がある。財産被害の場合には何度も標的にされる可能性が高く、犯罪被害の

再発防止のために安全対策が早急に求められるし、また犯罪被害の体験が、精神症

状や生活の質に影響を与え、これらが遷延化している場合が多いので、安全感の保

94



障のために、医療機関、支援関係者との間で連携を図りながら安全対策を構築する

必要がある。 
 
【おわりに】 

  社会復帰が促進され地域生活中心に進んでいく精神保健福祉の在り方は、望ましい事

であるが、その一方、受け入れる地域が必ずしも安全な社会とは言えない時代状況にな

ってきているし、社会体験に乏しい慢性期の精神障害者や、あるいは在院日数の短縮化

による早期退院が進められる中で精神状態が不安定化しやすい急性期型の精神障害者は

自己防御能力に乏しく、支援する体制も充分なものとは言えない現状を踏まえると、こ

れからは、加害のおそれではなく、被害を受けるおそれの視点を支援していく際に持っ

ておく必要がある。ここでは、網羅的にすべての安全対策・危機管理に触れることは困

難なので、個々の事例に則した安全対策・危機管理を現場において講じられることを願

っている。 
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６．福祉サービスの利用 

１ 早期の支援 
事件発生から早期は特に、全国警察本部内に設置された被害者対策室を拠点とするサポ

ートが主体となる。 
捜査員とは別の指定された警察職員が、各種被害者支援活動を行う「指定被害者支援要

員制度」が各都道府県警察で導入されている。対象事件は殺人、傷害、強姦等の身体犯、

ひき逃げ事件、交通死亡事故、その他被害者支援が必要と認められる事件である。 
事件発生後、警察通報すると、事件捜査員とともに初期支援要員が来て、捜査手順を説

明するなど被害者支援にあたる。 
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A) 犯罪発生直後の病院や警察への送迎、つきそい 
警察の指定被害者支援要員が行う 

 
B) 犯罪現場の清掃、宿泊場所の確保、鍵とりかえなど  
全国被害者支援ネットワークに各種関連団体が加入しているので、便宜がはかられる場

合がある。（地域によってネットワーク構成メンバーは異なる。）窓口は、警察本部内の被

害者相談窓口や支援要員 
 
C) 安全確保（警察の巡回強化、相談） 
窓口は、交番、全国警察本部被害者相談窓口 

 
D) マスコミ対策 
自粛申し合わせ → 日本新聞協会 民放連 新聞各社 
テレビ、ラジオの人権侵害に対する異議申し立て→ 窓口は「放送と人権等権利に関す

る委員会機構（ＢＲＯ）」 
雑誌の人権侵害に対する異議申し立て → 窓口は「雑誌人権ボックス」（日本雑誌協会

内に設置） 
弁護士にマスコミ対応を一任する方法もある → 全国弁護士会による犯罪被害者支援

窓口 
E) その他の相談、関連団体の紹介など 

窓口は、民間被害者支援団体（犯罪被害者支援センター） 
 
２ 経済的支援、損害補償 
A) 示談交渉  
示談を受けるかどうかの相談も含めて、全国弁護士会による犯罪被害者支援窓口、法律

相談で相談することができる。 
 
B) 損害賠償請求  

加害者に対して治療費、慰謝料などの請求をする。以下の３つの方法がある。 
① 自主的な話し合いで決める方法（加害者・被害者間） 
② 弁護士による仲裁手続きや裁判所の調停手続きを利用する方法 
③ 民事裁判手続きによるもの 

窓口は、全国弁護士会による犯罪被害者支援窓口、法律相談 
 
C) 民事法律扶助（弁護士報酬立て替え） 
 被害者に経済的な余裕がない場合に、示談交渉、損害賠償請求など民事裁判に限り、日

96



本司法支援センター（法テラス）が弁護士報酬を立て替える制度がある。要件は、月収等

資力が一定以下であること、勝訴の見込みがあることで、返済は毎月の分割返済が原則だ

が、賠償を受けた後にまとめて返済する方法もある。 
窓口は日本司法支援センター 
 
D) 犯罪被害者給付金の支給 

加害者に損害賠償をする能力がなく賠償が受けられない場合の救済制度として制定され

た。 
窓口は最寄りの警察署 
対象となるのは、日本国籍を有するか日本国内に住所がある人が日本国内等で生命、身

体を害する犯罪被害を受けた場合。故意犯による被害者への給付が前提で、交通事故など

過失犯（不注意で起きた場合）は除く。 
以下の 3 種がある。 

① 遺族給付金  
被害者が死亡した場合の遺族に給付。被害者の年齢や収入に基づいて金額が決まる。

320 万～1573 万円。被害者がなくなる前に救命措置を受けた場合その治療費の自己

負担額も合わせて給付される。 
法で定めた順位のうちの「第一順位」の遺族に給付される。 
Ⅰ配偶者（内縁を含む） 
Ⅱ被害者の収入によって生計を維持していた者 

  ⅰ子 ⅱ父母 ⅲ孫 ⅳ祖父母 ⅴ兄弟姉妹 
Ⅲ被害者の収入によって生計を維持していない者 

  ⅰ子 ⅱ父母 ⅲ孫 ⅳ祖父母 ⅴ兄弟姉妹 
② 重傷病給付金  

３日以上の入院＋1 ヶ月以上の治療を要する障害を負った場合。最大 3 ヶ月までの医

療費自己負担分が支給される。 
③ 障害給付金  

②の要件を満たしさらに障害（1 級～14 級）が残った被害者に給付される。被害者の

年齢や収入と障害等級に基づいて金額が決まる。18 万~1849 万 2000 円 
請求方法： 
申請書に、証明に必要な書類（死亡被害者の戸籍謄本、後遺障害診断書、診療報酬明細

書など）を添えて最寄りの警察署に提出する。都道府県公安委員会で判定し結果を被害

者に通知。通知をうけて国に支払いを請求する。 
支払いまでの期間： 

申請があった場合、公安委員会はすみやかに給付金の支給についての裁定を行わなけれ

ばならないとされるが、調査等により裁定まで 6 ヶ月以上かかるのが現状。裁定後、公
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安委員会から交付される支払い請求書を国に提出し、その後 1~2 ヶ月で口座に振り込み

送金される。通常 1 年以内に一括して支払いされる。 
仮給付： 
加害者が不明の場合や、被害者の障害程度が明らかにならないなど、公安委員会の裁定

に時間がかかり支給が遅れる場合は、仮給付金が支給される場合がある。支給されるで

あろう額の 1/3 相当額を仮支給できる。 
時効： 
犯罪行為による死亡、重傷病、障害の発生を知ってから 2 年、または被害の発生した日

から 7 年経過すると時効が成立し申請できない。 
さらに、公安委員会の裁定によって得た給付を受ける権利も 2 年の消滅時効が定められ

ている。 
支給制限： 
被害者と加害者の間に親族関係がある場合、被害者が犯罪を誘発したなど被害者にも責

任がある場合は、全部または一部が支給されない。（具体的内容は国家公安委員会が定め

る細則による。） 
 また、他の法令による給付（労災など）が優先し、他の給付金を受け取った場合はその

限度で減額される。 
 
E) 労働者災害補償保険法（労災）による保険給付 
 勤務中や通勤途上に犯罪被害にあった場合などで労災要件を満たせば給付される。通

勤途上で交通事故にあったときや、警備員が犯罪にまきこまれるなど、業務と傷病との

間に一定の因果関係が必要。（天災など突発的なものは含まれない） 
請求窓口は労働基準監督署 

① 通勤災害  労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡 
② 業務災害  業務中に業務が原因となって起こった負傷、疾病、障害又は死亡 

 保険給付の種類： 
  療養給付（医療機関での診療を受ける費用） 
  休業給付（賃金を受けない場合の補償） 
  障害給付（身体に障害が残った場合の補償） 
  遺族給付（労働者が死亡した場合に遺族への補償） 
  葬祭給付（葬祭料を補償） 
  傷病年金（療養開始後 1 年 6 ヶ月経過しても傷病が治癒しない場合の補償） 
  介護給付（介護を要する状態にある場合） 
 請求方法： 
  請求書に必要事項を記入し、必要書類（診療報酬明細や後遺障害診断書など）ととも

に労働基準監督署に請求する。請求書には請求者（被害者）と勤務先の両者の印鑑が
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必要。通常は勤務先が記入を代行するが、請求者自身が記入、請求することも可能。 
  
F) 政府の自動車損害賠償保障事業 
交通事故加害者の車両が自動車損害賠償責任保険に加入していない場合（車検切れ車両

やバイクなど）や、ひき逃げの場合（加害車両が判明していない場合）、加害車両が盗難車

である場合などに、自賠責と同様の補償をする。 
支給制限： 
 被害者に過失があれば過失相殺される 
 労災や健康保険からの給付があればその分減額 
法定限度額： 
  てん補金の法定限度額は自賠責保険の限度額と同一。 
  ※ 傷害 120 万円、死亡 3,000 万円、後遺障害 3,000 万（重度後遺障害 4,000 万）  
時効： 
 事故から 2 年経過すると時効となる。（後遺障害の場合は後遺障害認定から 2 年） 
請求方法： 
 各損害保険会社を経由して損害保険料率算出機構に請求書を提出。国土交通大臣の審査

を受ける。請求できるのは被害者のみ（加害者は請求できない）。 
支払いまでの期間： 
政府（国土交通省）がてん補額を決定し、保険会社等を通して支払われるまで、およそ

６ヶ月から１年以上かかる。 
 この保障事業は、各種保険制度によっても救済しきれない被害者に対する最終的救済措

置であるので、被害者が損害賠償義務者から損害の賠償を受けたとき、あるいは健康保険

法、労災、その他の給付を受けられる場合は、その額に相当する部分は「救済措置」が済

まされたものとして保障事業てん補額の法定限度額より控除され、法定限度額までに余裕

があればその範囲内で残損害部分をてん補することになっている。また、過失相殺も厳密

に行われるため、健康保険使用が必須となる。 
交通事故と社会保障 

交通事故の被害者となった場合、健康保険や労災などの社会保障制度を利用できる。交

通事故被害者が健康保険を利用するには、加入している健康保険機関（市区町村、健康保

険組合など）に対して「第三者行為による傷病届」という書類を提出する。これによって、

健康保険機関は、健康保険給付分を、過失割合に応じて損害を負担するべき第三者に請求

し回収する。 

交通事故に健康保険を利用すると、過失相殺されたときの自己負担額を軽減できること、

自賠責の傷害補償限度額は 120 万円であるが、これを有効利用できること、また、任意保

険での査定は保険会社側の判断によるため、自賠責保険で支払われる慰謝料や休業補償分

などの額の比率を高くしておく方が有利な材料となること、などのメリットがある。 
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G) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法による災害共済給付制度  
義務教育諸学校、高等学校、高等専門学校、幼稚園及び保育所の管理下における児童・

生徒の災害（負傷、疾病、障害又は死亡）に対し、災害共済給付（医療費、障害見舞金

又は死亡見舞金）を行う。窓口は学校。 
請求書を学校へ提出し、学校が災害報告書を作成して学校の設置者（教育委員会など）

を経て日本スポーツ振興センターへ請求する。 
 
H) 生活保護制度 
日本国憲法に基づき、国が、生活に困窮している国民に、その困窮の程度に応じ必要な

保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立の助長を図ることを目

的とする制度。保護は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶

助、生業扶助及び葬祭扶助から構成されている。保護の要否は世帯を単位として判定し、

厚生労働大臣が定める基準で測定される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活

費に満たない場合に保護を適用する。収入は、就労によるものの他、年金等社会保障の

給付、親族による援助、交通事故の補償等、預貯金、保険の払戻金、不動産等の資産の

売却収入等を認定する。最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給され

る。 
住所地の福祉事務所に申請する。 
 

I) 児童扶養手当制度  
父母が離婚した児童の他、父が死亡した児童 、父が重度の障害（国民年金の障害等級１

級相当）にある児童 、父の生死が明らかでない児童等を養育している母に対して、扶養

手当を支給する制度。所得に応じて手当額が定められる。 
窓口は住所地の市区町村 
 

J) 障害児福祉手当 
20 歳未満で身体または精神に重度の障害がある障害児（身体障害者手帳１～２級相当）

に対して支給される。所得による制限あり。また障害児が障害年金を受けていたり、児

童福祉施設に入所している場合は支給されない。 
窓口は住所地の市区町村 
 

K) 特別障害者手当  
20 歳以上で身体または精神に著しい重度の障害があるために、日常生活において常時特

別の介護が必要な在宅障害者に支給される。障害程度は、おおむね、身体障害者手帳１

～２級程度の障害に重度の精神障害や知的障害が重複している、もしくはそれと同等の

疾病・精神障害。本人または扶養義務者の所得制限あり。また、社会福祉施設等に入所
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している場合や、病院に継続して 3 ヶ月を超えて入院している場合は支給されない。 
窓口は住所地の市区町村 

 
L) 児童手当  

12 歳到達後の最初の３月 31 日までの間にある児童（小学校修了前の児童）を養育してい

る人に支給される。月額 第１子 5,000 円、第２子 5,000 円、第３子以降 10,000 円。た

だし、前年（１月から５月までの月分の手当については前々年）の所得が一定額以上の

場合には支給されない。 
窓口は住所地の市区町村 
 

M) 母子寡婦福祉資金貸付制度 

母子家庭の母及び児童、寡婦等に対し、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、

あわせてその扶養している児童（子）の福祉をはかるため、各種資金の貸付けを行う制

度。 

修学資金、就学支度資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生

活資金、住宅資金、転宅資金、事業開始資金、事業継続資金、結婚資金など 

 窓口は住所地の市区町村 
 
N) 年金制度 
① 国民年金 → 窓口は市区町村の国民年金窓口 

ⅰ障害基礎年金 
国民年金加入中にかかった病気や怪我がもとで一定以上の障害が残り、年金を受

けられる保険料の納付要件を満たしているとき（拠出制）、または年金に加入せず

保険料を納付していないが 20歳以前に初診日があるなど一定の要件を満たしてい

るとき（無拠出制）に受給できる。1 級と 2 級があり障害の程度によって決められ

る。 
ⅱ遺族基礎年金 

国民年金加入中の人または老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したとき、

死亡した人に生計を支えられていた妻や子（18 歳に達する日以降の最初の 3 月 31
日までの間にあるか、または、20 歳未満の子であって障害等級の 1 級または 2 級

の障害の状態にある）がいる場合に支給される。ただし死亡した人の保険料納付

済み期間が加入期間の 2/3 以上あることが必要。 
② 厚生年金 → 窓口は社会保険事務所 

ⅰ障害厚生（共済）年金 
厚生年金保険に加入中にかかった病気や怪我がもとで一定の障害が残り、障害年

金を受けられる保険料の納付要件を満たしているときに受給できる。１～３級が
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あり障害程度によって決定される。 
ⅱ遺族厚生（共済）年金 

厚生年金に加入中の人が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初

診の日から 5 年以内に死亡したとき遺族に支給される。(ただし、遺族基礎年金と

同様、死亡した者について、保険料納付済期間が年金加入期間の 3 分の 2 以上あ

ること。) 
対象となる遺族は、妻、子、55 歳以上の夫・父母・祖父母(60 歳から支給)、孫(18
歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者 または 20 歳未満で 1・2 級

の障害者) 
 
O) その他の経済的支援 
都道府県警察によっては、次のような制度を導入している場合がある。  

① 司法解剖後の遺体修復に係る経費の負担  
司法解剖による切開痕等を目立たせないようにする措置に要する経費を

公費で負担する。  
② 司法解剖後の遺体搬送にかかる経費の負担  

司法解剖後、遺体を専門の民間業者に委託して、遺族の希望する場所ま

で搬送するための経費を公費で負担する。  
③ 性犯罪被害者に係る緊急避妊等に要する経費の負担  

性犯罪被害者の診断書料、初診料、検査費用、緊急避妊費用等を公費で

負担する。  
④ 身体犯被害者の刑事手続における経費の負担  

身体犯被害者の初診料、診断書料や、被害者が亡くなった場合、埋葬に

必要な検案書を作成するための経費を公費で負担する。 
 
３ その他 
A) 情報開示 

① 逮捕や起訴、裁判の経過、結果、加害者の出所情報などの通知 
 被害者が希望すれば連絡を受けることができる。検察庁に書面で申請する。 

② 裁判記録の閲覧、コピー 
検察庁に請求する。弁護士に依頼することもできる。ただし裁判所又は検察庁

の事務に支障が生じる場合等、一部または全部の閲覧が許可されないことも

ある。 
 

B) ＤＶ被害者の避難、保護 
① 一時保護施設（シェルター）の紹介 
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相談窓口は福祉事務所、配偶者暴力相談支援センター、婦人相談所 
婦人相談所一時保護所への保護や、一次保護委託契約施設への保護。原則 2 週間

程度の利用をめやすとする。 
夜間などの突発的緊急的な場合は警察へ（婦人保護施設への緊急一時保護） 

② 婦人保護施設（売春防止法第 36 条に基づく）の利用 
窓口は福祉事務所、婦人相談所 

③ 母子生活支援施設（児童福祉法 38 条に基づく）  
窓口は福祉事務所 
母子世帯で入所可（子供は 18 歳未満） 

④ ステップハウス（被害者の自立に向けた生活指導や精神的なケアを行う、一時保護

から自立した生活への橋渡しの場のこと） 
窓口は配偶者暴力相談支援センター 

⑤ 公営住宅入居  
母子家庭などの優先入居枠がある場合もある。窓口は市区町村 

⑥ DV に対する保護命令（接近禁止命令、退去命令）の申し立て 
被害者または配偶者の住居地かあるいは DV が行われた場所の管轄の地方裁判所

に申請する 
 
 
７．関係機関との連携   

１）警察 
 警察本部 被害者対策室（各県の犯罪被害者支援センターの近くに設置されていることも多い） 
 各警察署 被害者支援係、また、DV、ストーカー被害に関しては県警の生活安全企画課の電話・

面接相談を行っている。 
 具体的支援としては 
①被害者連絡制度・・捜査過程，被疑者検挙，処分結果を必要に応じて連絡してくれる制度 
②犯罪被害者給付制度の周知，手続きの手伝い 
③民事上の損害賠償、請求制度の周知 
④専門的な被害者支援が必要とされる場合は指定被害者支援要員が事件直後より付き添

い、ヒアリング、説明、連絡、民間支援団体、カウンセラー等の紹介、引き継ぎを行

っている。 
 ⑤性犯罪に対しては、交番、鉄道警察隊に「女性相談交番」「女性被害相談所」設置され

女性の警察官が相談に応じる。 
⑥少年犯罪に対しては「被害少年カウンセリングアドバイザー」「被害少年サポーター」

などが支援活動をしている。 
⑦交通事故被害者 
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・ひき逃げ事件の被害者遺族や交通死亡事故の遺族を対象として担当捜査員が捜査状況、

検挙状況及び処分状況について連絡を行っている。 
・保険請求、損害賠償請求制度の説明、示談調停、訴訟の手続き等の説明を行っている。 

２）検察庁・法務省 
検察庁：「犯罪にあわれた方へ」ＨＰ 
http://www.kensatsu.go.jp/higaisya/index.htm 
法務省：ホームページアドレス 
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji11.html 
 法務局（人権擁護委員会） 
 
３）裁判所 
 
４）児童相談所 

児童虐待 
 児童虐待通告受理しだい立ち入り調査、状況に応じ児童の一時保護のうえ虐待児・養育

者のアセスメント、被害児の診察、必要に応じ施設入所を行い、親権停止または喪失処

分など家庭裁判所への通告等を行う。 

 
５）婦人相談所 
ＤＶ・ストーカー被害 
現在各都道府県により名称の違いはあるが配偶者暴力相談支援センターとして、男女共同

参画センター、婦人相談所が設置されている。 
支援の流れとしては、警察，配偶者暴力相談支援センター、地方裁判所等の関係機関が連

携して、以下のように支援を行っている。 
①暴力を許さない社会づくり（啓発活動） 
②被害者の安心と安全の確保 
 一時保護、母子生活支援施設、婦人保護施設，民間シェルターによる保護 
③安心して相談できる体制づくり 
 男女共同参画センター、婦人相談所、警察、福祉事務所、保健所、市町村保健センター    
 等 
④被害者の生活の再建を果たすための支援 
 ・心身のケア ・経済面の支援 ・就労支援 ・住宅確保 ・子育て支援 ・司法手続

きに関する支援 
⑤被害者である子どもや若者への支援 
 ・婦人相談所、母子生活支援施設、児童相談所などによる子どもの支援 
 ・デートＤＶの防止と被害者に対するケアも行われている。 
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⑥被害者支援の視点に立った加害者更正 
 
内閣府「配偶者からの暴力被害者支援情報サイト」 
http://www.gender.go.jp/e-vaw/index.htm 
 
 ６）日本司法支援センター（法テラス） 
ホームページ 
http://www.moj.go.jp/SHIHOUSHIEN 
平成 18 年 10 月２日全国 500 ヶ所で一斉オープン 
直接の相談に対応するのではなく、解決に役立つ法制度の紹介や適切な相談機関を紹介

する機関。 
           TEL ０５７０－０７８３７４（固定電話） 
              時間 平日 ９：００～２１：００ 
                 土曜 ９：００～１７：００ 
           TEL ０３－６７４５－５６００（PHS．ＩＰ電話） 
              有料 ３分 ８．５円程度 

 
７）犯罪被害者支援民間団体 
ＮＰＯ法人全国被害者支援ネットワーク（資料 2） 
東京で開設された犯罪被害者相談室の活動より始まり、警察庁や（財）犯罪被害救援基金

の支援を受けて、各地における民間被害者援助団体が設立を推進して、1998 年５月最初は

８団体で「全国被害者支援ネットワーク」が設立された。その後、加盟団体が年々増加し、

2006 年９月現在、40 都道府県 42 組織と発展している。（なお，富山県は加盟申請中である） 
業務内容としては、団体により若干の違いはあるが概ね以下のとおりである。 
① 電話相談、面談相談 
② 付き添いなどの直接的支援・・希望に応じて直接支援は法廷、病院等へ付き添うことが

できる。 
③ 関係機関・団体等との連携による支援・・警察、弁護士会、医師会、心理士会等と連携

をとり支援している。 
④ 相談員、被害者支援ボランティアの養成及び研修 
⑤ 広報・啓発活動 
⑥ 被害者グループ（自助グループ）への援助 

自助グループが設立を援助し、設立された地域では交流場所の提供や活動の支援を行う。 

 
８）弁護士会・司法書士会 
 被害支援委員会等が設置され司法的アドバイスを行っている。 
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９）その他 
 ・臨床心理士会に被害者支援担当心理士をおき、カウンセリング、PTSD の治療などを行

っている都道府県等も多い。 
・全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会 

            TEL ０３－３７７４－１７１７ 
            ホームページ http://www.cre-sara.gr.jp 
 
８ 自助グループ紹介 

名称 ＨＰアドレス 連絡先 代表 
全国犯罪被害者

の会  ＮＡＶＳ

「あすの会」 

http://www.navs.jp/index.html 〒100-869 東京都中央郵

便局私書箱 1646 号 
TEL:03-5319-1773 
FAX:03-5319-1774 

岡村 
勲 

ＮＰＯ犯罪被害

者支援の会アピ

ュイ 

http://www.npo-appui.com/ 
 

 飯島 
京子 

少年犯罪被害当

事者の会 
http://www005.upp.so-net.ne.jp/ 
hanzaihigaisha/welcome.htm 

  

全国交通事故遺

族の会 
http://www.kik-izoku.com/ 
 

〒103-0008 東京都中央区

日本橋中州 5-1 日本橋浜町

マンション 703 号 

TEL:03-3664-1065 

井出 
渉 

ＴＡＶ交通死被

害者の会 
http://www.wai-y.com/~tav/top.htm
 

〒530-0047 大阪市北区西

天満 4 丁目７番 12 号昭和

ビル別館 305 号 

TELFAX 06-6362-7225 

西浦 
義朗 

ＭＡＤＤ  ＪＡ

ＰＡＮ 
http://www.maddjapan.org 
 

千葉県鎌ヶ谷市南初富

5-8-8 
TELFAX 047-444-9824 

飯田 
和代 
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９ 資料 

（資料 1）警察庁ホームページより 

国連宣言 

 

犯罪およびパワー濫用の被害者のための司法の基本原則宣言  

Ｇ.Ａ.決議 40/35（1985） 

Ａ．犯罪被害者  

１．犯罪被害者とは、個人であれ集団であれ、加盟国で施行されている、犯罪的パワー濫用を禁

止する法律を含むところの刑事法に違反する作為または不作為により、身体的または精神的傷害、

感情的苦痛、経済的損失、または基本的人権に対する重大な侵害などの被害を受けた者をいう。  

２．この宣言においては、加害者が特定されているか、逮捕されているか、告訴されているか、ある

いは有罪判決を受けているかに関係なく、また加害者と被害者の間の親族関係の有無に関係なく、

被害者と見なすことができる。  

 被害者という用語には、妥当であれば、直接の被害者の直近の家族または被扶養者、および苦

しんでいる被害者を助けたり、被害を防止したりして介入した際に被害を受けた者も含まれる。  

３．この宣言に記載されている条項は、人種、肌の色、性別、年齢、言語、宗教、国籍、政治的また

はその他の信条、文化的信念または慣習、財産、出生または身分、民族または社会的素性、障害

などにより、いかなる種類の差別も行なれず、すべての者に適用されるものとする。 

 

司法へのアクセスおよび公正な扱い 

４．被害者は、同情と彼らの尊厳に対する尊敬の念をもって扱われなければならない。被害者は、

受けた被害について、国内法の規定に従って、裁判制度にアクセスし速やかな回復を受ける権利

がある。  

５．被害者に対し、必要な場合には、費用がかからず、かつ迅速で公平に利用できる、公式または

非公式の手続きによって被害回復が受けられるように、裁判制度や行政制度を制定し、強化しな

ければならない。  

 被害者には、そうした制度を通じて被害回復を請求できる権利があることを知らせなければならな

い。  

６．被害者のニーズに対する司法および行政の対応は、次のような方法によって促進されなければ

ならない。  

（ａ）訴訟手続きにおける被害者の役割とその範囲、タイミングと進行状況、および訴訟の処分決定

について、知らせる。重大犯罪が関係していて、被害者がそうした情報を求めている場合は、特に

そうである。  
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（ｂ）被害者の個人的利益が影響を受ける場合には、被告人に不利益を与えることなく、また該当

する国内の刑事司法制度に従って、彼らの意見や関心事を訴訟手続きの適切な段階で表明させ

たり考慮したりする。  

（ｃ）法的処理全体を通じて被害者に適切な援助を与える。  

（ｄ）必要に応じて被害者の不便を最低限にとどめ、かつそのプライバシーを保護する措置を講じ、

また嫌がらせや報復を受けないように、被害者に代わって、被害者だけでなく、その家族や証人の

安全も保障する。  

（ｅ）訴訟の処分決定や、被害者に裁定額を認めた命令や判決の行使については、不要な遅れを

避けなければならない。  

７．和解や被害者の立ち直りに適している場合には、調停、仲裁、習慣法、または事実たる慣習慣

行など、非公式な紛争解決方法を採用すべきである。 

 

被害弁償（Restitution)  

８．自己の行為に責任のある犯罪者またはその関係者は、妥当な場合には、被害者、その家族ま

たは被扶養者に、公正な被害弁償を行わなければならない。この被害弁償に含まれるのは、財産

の返還、発生した被害または損害に対する支払い、被害の結果発生した費用の弁済、サービスの

提供、権利の回復である。  

９．加盟国政府は、刑事裁判における量刑選択の際に、従来の刑事制裁以外にも、新たに適用で

きるような被害弁償を考慮して、慣行、規則、法律の見直しを行なうべきである。  

10．環境にかなりの被害が発生し、被害弁償を命ぜられた場合に、その被害弁償に含められるべ

きものとして、環境の原状回復、インフラストラクチーの再建、公共施設の建て替え、さらに、その被

害のためにコミュニティの移転が必要になった場合には、その移転費用の弁済などである。  

11．公務または準公務を行う公務員またはその代理人が国内の刑法に違反した場合には、被害

者は、発生した被害に責任のある公務員またはその代理人が所属する国から弁償を受けることが

できる。侵害的作為または不作為が発生した時に政権の座にあった政府がすでに存在しない場合

には、その国家または政府の権利を継承した者が、被害者に弁償をしなければならない。 

 

被害補償（Compensation)  

12．次の被害者が、犯罪者またはそれ以外から十分な弁償を得られない場合には、国家は、経済

的補償を行なうよう努力しなければならない。  

（ａ）重大な犯罪の結果、身体にかなりの被害を受け、または身体や精神の健康に損傷を受けた被

害者  
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（ｂ）そうした被害のために死亡した者または身体的および精神的不能になった者の家族、特に被

扶養者  

13．被害者補償基金の創設、強化および拡充の努力をする必要がある。自国民が被害者になっ

た国家がその被害を補償する立場にない場合などでは、適切であれば、補償目的のために、これ

以外の基金を創設する方法も考えられる。 

被害者援助（Assistance)  

14．被害者は、政府・ボランティア・コミュニティに基礎をおく機関、および地域固有の機関などから、

物質的、医療的、精神的、社会的に必要な援助を受けることができる。  

15．被害者には、医療サービスや社会福祉サービス、その他の関連援助について知らせ、すぐに

利用できるようにしておかなければならない。  

16．警察、司法、健康、社会サービス、その他の関係担当者は、被害者のニーズに適切に対応し、

適切な援助を迅速に行なうためのガイドラインについて、トレーニングを受けなければならない。  

17．被害者にサービスや援助を提供する場合には、受けた被害の内容や第３条に定める特別 な

ニーズに、特に配慮しなければならない。 

 

Ｂ．パワー濫用の被害者  

18．パワー濫用による被害者とは、個人であれ集団であれ、国内の刑事法には違反していないも

のの、人権に関して国際的に認められた基準に違反する作為または不作為により、身体的または

精神的傷害、感情的苦痛、経済的損失、または基本的人権に対する重大な侵害などの被害を被

った者をいう。  

19．国家は、パワー濫用を禁止する基準やパワー濫用の被害者を救済する基準を、国内法に組

み込むことについて検討すべきである。特に、こうした救済には、被害弁償および（または）被害補

償、および必要な物質的、医療的、精神的、社会的援助や支援を盛り込むべきである。  

20．第 18 条で規定されているように、国家は被害者に関わる多国間の条約について交渉を行なう

ことを考慮すべきである。  

21．国家は、変化する環境に対応できるように、既存の法律や慣行について、定期的に見直しを

行ない、必要に応じて政治的パワーないし経済的パワーの重大な濫用となる行為を禁止し、そうし

た行為を防止する政策や対策を促す法律を制定施行し、またそうした行為の被害者には、直ちに

適切な権利と救済を与えるべきである。 
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（資料２）全国被害者支援ネットワーク加盟組織一覧表（平成１８年９月現在） 

所在地 団 体 名 相 談 電 話 
北海道 北 海 道 被 害 者 相 談 室 011-232-8740 月～金 
北海道 オ ホ ー ツ ク 被 害 者 相 談 室 0157-25-1137 月～金 
岩 手 い わ て 被 害 者 支 援 セ ン タ ー 019-621-3751 火・金 

宮 城 社団法人みやぎ被害者支援センター      022-301-7830 火・水・木・金

秋 田 社団法人秋田被害者支援センター 018-832-8010 月～金 

山 形 被害者支援センターやまがた 023-642-7830 火・土 
茨 城 社団法人いばらき被害者支援センター 029-232-2736 月～金 

千 葉 千葉犯罪被害者支援センター 043-221-3010 月～金 
東 京 社団法人被害者支援都民センター 03-5287-3336 月～金 
埼 玉 社団法人埼玉犯罪被害者援助センター 048-834-8080 月～金 
神奈川 ＮＰＯ法人神奈川被害者支援センター 045-440-0212 月・水・土 
新 潟 にいがた被害者支援センター 025-281-7870 月・水・金 
石 川 ＮＰＯ法人石川被害者サポートセンター 076-234-7830 火・木・金・土

福 井 ＮＰＯ法人福井被害者支援センター 0776-32-5111 火・土 
長 野 ＮＰＯ法人長野犯罪被害者支援センター 026-233-7830 月～金 
群 馬 ＮＰＯ法人被害者支援ネットすてっぷぐんま 027-231-9990 月～金 
栃 木 社団法人被害者支援センターとちぎ 028-643-3940 月～金 
静 岡 ＮＰＯ法人静岡犯罪被害者支援センター 054-209-5533 月～金 
愛 知 社団法人被害者サポートセンターあいち 052-232-7830 月～金 
三 重 みえ犯罪被害者総合支援センター 059-221-7830 月～金 
滋 賀 ＮＰＯ法人おうみ犯罪被害者支援センター 077-514-1650 水・金・土・日

京 都 社団法人京都犯罪被害者支援センター 075-451-7830 月・火・木・金

大 阪 ＮＰＯ法人大阪被害者支援アドボカシーセンター 06-6871-6365 月～金 
兵 庫 ＮＰＯ法人ひょうご被害者支援センター 078-367-7833 火・土 
奈 良 なら犯罪被害者こころの支援センター 0742-24-0783 年中無休 

和歌山 ＮＰＯ法人紀の国被害者支援センター 073-427-1000 月～金 
岐 阜 ぎふ犯罪被害者支援センター 058-268-8700 火・木 
島 根 島根犯罪被害者相談室 0120-556-491 月～日 
岡 山 被害者サポートセンターおかやま（ＶＳＣＯ） 086-223-5562 水・土 
広 島 広島犯罪被害者・心の支援センター 082-240-7830 水・土 
広 島 社団法人広島被害者支援センター 082-544-1110 月・水・木・土

山 口 被害者支援センターハートラインやまぐち 083-974-5115 火・木 
愛 媛 ＮＰＯ法人被害者こころの支援センターえひめ 089-905-0150 木・土 
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香 川 被害者支援センターかがわ 087-823-1733 月～金 
福 岡 ＮＰＯ法人福岡犯罪被害者支援センター 092-738-1550 月・土 
佐 賀 ＮＰＯ法人被害者支援ネットワーク佐賀 VOISS 0952-41-2535 月～金 
長 崎 ＮＰＯ法人長崎被害者支援センター 095-820-4977 火・土 
熊 本 社団法人熊本犯罪被害者支援センター 096-386-1033 月～金 
大 分 大分被害者支援センター 097-532-7711 火・水・木 
宮 崎 社団法人宮崎犯罪被害者支援センター 0985-38-7830 月～金 
鹿児島 社団法人かごしま犯罪被害者支援センター 099-226-8341 火～土 
沖 縄 社団法人沖縄被害者支援センター 098-866-7830 月～金 

全国被害者支援ネットワーク事務局  東京医科歯科大学難治疾患研究所内 

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-3-10 
                    Tel:03-5280-8403 Ｆaｘ:03-5280-8440 
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平成 18 年度厚生労働科学研究費補助金（こころの健康科学研究事業） 
犯罪被害者の精神健康の状況とその回復に関する研究 

分担研究「地域精神保健福祉機関における犯罪被害者支援」 

研究協力報告書 

自助グループ支援のあり方に関する調査報告 

 
研究協力者 酒井ルミ（兵庫県立精神保健福祉センター） 
分担研究者 山下俊幸（京都市こころの健康増進センター） 

      
 
1. 研究目的 

現在活動されている犯罪被害者自助グルー

プに、その活動内容や実態、必要とされている

ものなどについて聞き取り調査を行い、自助グ

ループの現況を把握し、今後、全国の精神保健

福祉センターに求められる自助グループ支援

体制構築のための基礎資料とする。 
 

2. 日時と方法 

平成18年12月12日（火）18:30~21:20 
TAV交通死被害者の会事務局、少年犯罪被害

者当事者の会代表に、それぞれのグループ活動

の現況等について聞き取りを行った。 
（倫理面への配慮） 

報告内容について公表前に自助グループの

参加者に確認を行い必要な訂正を行って、本報

告書に掲載した。 
 

3. 聞き取り内容の要旨 

① TAV交通死被害者の会 
会設立の趣旨は、交通事故による被害者や遺

族が、苦しみを超えていくために支えあう場を

つくること。平成5年ころ、東京での全国交通

事故遺族の会で会っていた五家族が、地元であ

る京都で会うことにしたのが始まりである。入

会対象は、交通事故で死亡または重度障害を被

った人の家族としている。 
定例会は隔月に1回開催し、その間の月に交

流会を開いている。現在 155 人会員がいるが、

定例会に参加するのは 50 人くらいである。定

例会では、時々のテーマ別（刑事裁判、民事裁

判、事故形態、亡くなった方の続柄、年齢など）

に分かれて参加者同士が話し合う分科会を開

いている。また、別室で、弁護士による法律、

カウンセラーによるカウンセリングの個別相

談をしている。全体で 50 人というとかなり大

きな場所が必要となり、なかなか会場がみつか

らない。行政で会場の斡旋をしてもらえると助

かる。 
分科会では、お互いの体験を話し合う。被害

者の気持ちとしては、自分の話を一から十まで

聞いて欲しいところがある。専門家相手だと途

中でさえぎられるが、当事者どうしだとそれを

聞くことができる。 
しかし交通事故被害という共通点はあって

も、それぞれ状況は違うので、当事者どうしの

ぶつかり合いになってしまうこともある。会合

を開催するときに、冷静な第三者にいてもらい

たいと思うことがある。個別相談だけでなく、

各分科会のグループにもカウンセラーが入っ

てほしいが、なかなか続く人がみつからない。 
会員は関西の広い地区にまたがっているの
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で、交流会は、各地を巡回して開催することに

している。交流会には 30 人くらい参加する。

交流会は地元で気楽に集まれるような会にし

て、それが核となって活動が広がっていって欲

しいという思いがある。 
「交通死被害者の会」という名称を使うと、

当事者自身も抵抗を感じて入りにくいので、通

常はTAVという略称を使っている。 
交通事故被害というと、賠償請求と捉えられ

たり、また、「運が悪かった」と言われたりす

るのがつらい。入会のときには、被害者どうし

が支えあう会で、賠償などのトラブルを解決す

る場ではないことを説明している。弁護士など

専門家が相談に応じるときにも、カウンセリン

グマインドをもって対応してほしい。 
事故被害者は、事故後離婚する家庭が多い。

特に、子どもが亡くなった場合に離婚が多い。

自分がしっかりしないといけないと思い、家族

の前で努めて悲しみを見せないようにしてい

る父親の真意を、妻が理解できないなど、夫婦

が互いに相手を思いやりながらも、ボタンの掛

け違いで傷つけあうこともよくある。また、亡

くなった子に兄弟がいると、残された子は、亡

くなった方の子が立派で、かわりに自分が死ん

だほうがよかったと思ったりする。兄弟も遺族

である事が忘れられがちである。 
TAVは、交通事故による死亡と重度障害（ね

たきり）を対象にしているが、重度障害といっ

てもいろいろある。また死亡事故でも、子ども

を亡くした人、つれあいを亡くした人でも違う。

「悲しみは比べるな」と言うようにしている。

支えあうという意味で会は必要だが、被害の形

態をそろえないと、当事者どうし話し合いにく

いこともある。今は、死亡事故と重度障害の被

害者が共に活動する事の難しさを痛感してい

る。「被害者」という以外には共通点のない家

族が集まっているので、衝突があってあたりま

え。他の団体以上に衝突が多いと思う。細分化

することは分裂ではなく、自立だと捉えるべき

である。 
運営している人のケアもほしい。相談を受け

るこちらも当事者なので、内容にあまり感情移

入しないように努めて冷静に対応しているが、

そのために相談相手から、「あんたにはわから

ない」と言われ傷ついたり、そう解釈されるの

は自分の体験を忘れて冷たい対応をしてしま

ったのかと悩んだりする。 
事務局運営はストレスが多いので、3年が限

度だと思っていたが、もう４年目に入る。後継

者を育成するというわけにもいかない。運営が

たいへんで、できるだけ人手を増やすようにし

ているが、人材確保もなかなか難しい。何かを

してもらう会ではなく、互いに協力しあう会だ

と考えている。 
 
② 少年犯罪被害者当事者の会 
平成8年に息子が殺されたが、加害者が少年

だったということもあって、事件後、被害者家

族には何も情報がもらえず、おかしいと思った。

同じような体験をした家族と話し合いたいと

思い探したが、なかなかみつからなかった。平

成 9 年に神戸で少年による連続殺傷事件がお

こり、これをきっかけにして、息子の事件もマ

スコミに取り上げられ、他の三家族と知り合っ

た。お互いに共通点が多く、現状を話し合いた

いということで四家族で会をつくった。 
会を結成したときは、会として特に取り決め

はしなかった。ところが、1年くらい経ったと

ころでトラブルがあり、そこで初めて会として

の約束事を決めた。入会対象は、少年犯罪で家

族を亡くした人に限るようにした。しかし、対

象を限定しても、それぞれの状況が違う。亡く
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なるまでに何日か看病できた場合もあれば、そ

れどころか、事件現場さえどこかわからない人

もいる。自分とやり方が違うと、会員どうしが

非難しあうようになることがある。問題点や考

え方は違うのがあたりまえで、それを攻撃材料

としないということを約束事にした。突然の事

件をきっかけに知り合うと、急速に親しくなり、

何もかも同じ方向に行けると錯覚する。急激に

親しくなった人に限って、相違点を見つけた時

よけいに幻滅する。 
現在、会員としてはだいたい 30 家族くらい

参加している。 
会としてのイベント（WILL）は年一回開催

している。遺族だけでなく、他の専門家やマス

コミにも入ってもらうオープンな会としてき

た。自分の家族は名前や顔を出してもよいと思

ってきたし、他の家族も意向を確かめて、可能

ならできるだけオープンにしてきた。 
日本には、死んだ子のことをいつまでも言っ

ていてはいけないという社会通念があるよう

に思う。しかし、忘れられることが一番つらい。

WILLは、年に一度くらいは亡くなった子を主

役とし、思い出し、そういう子たちのために過

ごそうという気持ちから始めた。命日などに声

をかけてもらったり、カード送付などで様子を

聞いてもらえたら嬉しい。 
先日、性被害にあった娘の母から相談があっ

た。事件後、警察の相談員が被害者の娘にずっ

と付き添ってくれ、娘と信頼関係を作ってくれ

た。しかしその相談員が転勤することになり、

不安になった母が信頼できる病院や相談先な

ど探していた。事件当初から、警察、病院、他

の専門家などが連携して関わってくれていた

ら、ひとり欠けても大丈夫だったのにと思う。

また、母自身の相談やケアをする人も必要であ

ったと思う。 

被害者に兄弟がいると、その子は忘れられて

いることがよくある。子ども自身は助けを求め

られない。親は余裕がなく、また、この子は生

きているから大丈夫だと思ってしまう。学校な

どとも連携をして、残された子どものケアをす

る必要がある。 
自分の場合は事件後、周囲の人に相談にのっ

てもらったり話を聞いてもらったりできたの

で助かった。被害者支援は、当初から自然な形

で日常的に関わってくれる人があるといいと

思う。自分たちは病気ではないと思っているの

で、精神保健福祉センターや心の専門家のとこ

ろに相談に行くのは抵抗がある。 
残された兄弟に対しては、学校で、いつも顔

をのぞかせることができて話ができる場があ

ったらいいと思う。休み時間などに気軽に行け

る場所とか。 
相談窓口はたくさんあって自分に合ったと

ころを選べるほうがいい。しかし自分から動け

る人は自分で選べるが、動けない人をどうする

かが課題である。たとえば命日に、連絡が来る

という形もよいのではないか。 
とにかく、まずはよく知ってもらうことが必

要ではないか。今のところは保健所でも、まだ

知識や技術がなく、被害者の相談には応じられ

ない。世間の人は、被害者は特別な人と思って

いて何も知らない。腫れ物に触るように特別扱

いされていてはだめで、自然に話を聞いてもら

い、知ってもらう。 
 
4. 考察 

同じ悩みをもつ人たちが集まって支えあう

自助グループは、こころゆくまで悩みをうちあ

けて心を解放することができ、また必要な情報

交換もできて、たいへん心強い支援グループと

なりうる。しかしその反面、つながりの要とな
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る共通体験の、それぞれ個別の差違が溝を生み、

その結果、お互いに傷つけあうこともある。そ

のような経験は、今回お話戴いた二つのグルー

プに共通していた。被害者の自助グループは、

「悲しみ」というつながりを基にしているため

に、より、感情的な渦にまきこまれやすいのか

もしれない。TAV代表の、「悲しみを比べるな」

という言葉は、体験から生まれた至言だと思う。 
当事者だからこそできることもあるが、当事

者ゆえに生じるグループ運営の難しさもある。

専門職としての第三者がグループに関わるこ

とで、グループの安定性を増し、本来の活動目

的をいっそう推進できる可能性がある。 
今回の聞き取りから、精神保健福祉センター

が行いうる自助グループ支援として、次のよう

な方策があると考えた。 
１ 情報提供 
① 同様の体験をされた家族に対し、自助

グループの紹介をする 
② グループに対し、相談窓口や支援体制、

法律、医療機関情報など、必要な情報

を提供する 
２ グループ運営における支援 
① 会場の斡旋、通信費・会場費・印刷費

など運営費用の補助 
② 例会の場に専門職が第三者として参加

し、会の円滑化をはかる。 
③ 個別事例や、グループの事業展開など

に対して、必要に応じて専門職から助

言する。 
④ 運営者自身に対する助言やケアを行う 

３ 啓発 
① 犯罪被害やその支援について、広く 

世間一般に対して啓発を行う 
② 被害者支援に携わる関係者に対しての 

啓発や技術指導を行う。また関係者の 

連携を深める。 
③ 他の被害者に対して、自助グループの

存在や行政の相談体制などを知らせる 
 
自助グループは各種あり、その活動のしかた

もいろいろである。たとえば例会の持ち方も、

あくまでもクローズドとしたいグループもあ

るかもしれない。グループによって、その必要

とするものには違いがあるであろう。上記は、

今回示唆いただいたことから考えられる支援

方法の可能性であるが、実際に運用するにはま

だ検討を深める必要がある。自助グループは、

本来、自発的な当事者の集まりである。グルー

プへの支援が、その自主性を犯すことになって

はならない。そのあたりの配慮についても、今

後なお検討していく必要がある。 
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厚生労働科学研究費補助金（こころの健康科学研究事業）分担研究報告書 
 

保健所における事件･事故・災害時のPTSD対策の事例検討について 
 

分担研究者：竹之内直人 愛媛県宇和島保健所 
研究協力者：永井尚子  和歌山県和歌山市保健所 

             鈴 道幸  兵庫県尼崎市保健所 
 

  
Ⅰ．目的 
保健所の業務としてテロ対策や感染症、食中

毒などの健康危機管理が重要となっているが、

初期の対応とともに、中長期的対応である被害

者のこころのケア（メンタルヘルス）について

も地域精神保健活動の立場から重要である。 
宇和島保健所では平成13年2月10日にハワ

イ沖で発生した、アメリカ海軍原子力潜水艦に

よる県立水産高校実習船「えひめ丸」沈没事故

による生還者､また遺族への PTSD 対策を実施

してきた。この経験から、マスコミなどで大き

く取り上げられた全国の保健所での事件･事

故・災害時のPTSD対策を比較し、犯罪被害者

への支援を可能にする要件について検討した。 
 

Ⅱ．方法 
現地にて分担研究班会議を開催した。保健所

における PTSD 対策の状況について担当者か

ら聞き取り調査を行った。 
18年10月6日 和歌山市毒物混入事件 （和

歌山県和歌山市保健所） 
18 年 11 月 2 日 JR 福知山線列車脱線事故

（兵庫県尼崎市保健所） 
18年12月8日 新潟県中越地震 （新潟県 

長岡保健所） 
19年 2月13日 西鉄高速バス乗っ取り事件

（佐賀県唐津保健所） 

（倫理面への配慮） 

 被害者個人の情報が特定されないように、情

報処理には配慮した。 

 
Ⅲ．結果（表1） 
それぞれの事例について発生順に以下にまと

めた。 
１．和歌山市毒物混入事件（平成10年7月25
日発生） 
（１）概要 

初動は、自治会主催の夏祭りの夕食（カレ

ーライス）による食中毒として調査を開始、

その後毒物（ヒ素）混入が判明し、被害者の

救命のため医療機関への対応が中心となった。

また犯罪のため、事実関係の解明は警察が主

体となる。被害者は 67 名（死亡 4 名）であ

るが、子供からお年寄り、さらに妊婦まで幅

が広い。毒物による直接被害と後遺症､さらに

胎児への影響と心身両面の長期的ケアが必要

であった。毒物の知識が乏しいにもかかわら

ず相談に応じなければならない苦労もあった。

犯人が特定されるまでの数ヶ月、近隣住民に

疑心暗鬼が拡大し極限状態であった。犯人逮

捕後もその動機をめぐり心の安定は見えず、

翌年2月の警察の現場検証後落ち着きを見せ

始めるが、犯人が自白していない中でこころ

の葛藤は遷延化した。マスコミ攻勢による住
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民日常生活への多大な影響がみられた。地域

住民と距離の近い市型保健所ゆえに住民の不

安の声は多数寄せられ、議会対応も必要であ

った。 
保健所の保健師などスタッフにとって

PTSD対策は初めての経験であった。研修会

を急遽開催しPTSD対策について勉強する。  
当初は市としても、「地震などの災害でない、

犯罪による PTSD 対策は保健所の業務なの

か」との反対の声もあったが、住民に対する

地域精神保健活動として開始し、結果として

良かった。全国から押し寄せる取材記者など

マスコミ対応も業務に多大な影響を与えた。 
（２）支援に役立ったこと 
① 地域住民の健康被害については、感染

症や食中毒など発生時に保健所が担う

業務であったこと。 
② 阪神淡路大震災､堺市の 0-157 事件な

ど、健康危機管理の概念が保健所に定

着しつつあった。 
③ 被災者の支援にメンタルヘルス､特に

PTSD対策が重要とされ中長期的に継

続した援助が必要との認識があった｡ 
④ 日ごろの地域精神保健福祉活動のノウ

ハウが応用できた。 
⑤ 国内の PTSD 専門家による適切なバ

ックアップがあった。代理受傷対策に

も効果的である。 
⑥ 国からの専門家派遣や県の応援があっ

た。 
（３）犯罪被害者への支援が可能か（現場の

感想） 
 ① 被害者との接点： 保健所に窓口を開

設しても、まだ社会的認知度が低いの

で相談に来るとは思えない。警察や病

院、児童相談所、学校と連携し相談先

として紹介される。あるいは警察や病

院に専任の担当者がいて通常の業務と

して相談やカウンセリングの体制をと

り、その次に保健所に紹介されるほう

が現実的ではないかと思う。児童虐待

については、母子保健事業での関わり

の中で、被虐待歴のある母親に出会う

ことは多い。親へのケアということで

支援開始することはスムーズに行える

と思われる。性的被害などは、思春期

相談事業や HIV 抗体検査事業の中で

把握される場合がある。 
② 担当者のスキルアップ： 臨床心理士

を置いている保健所は少なく、保健師

が対応することになれば専門的な研修

を十分に積まないと自信を持ってでき

ない。代理受傷対策も必要である。 
③ 後送機関： 県内に一箇所PTSD専門

機関が必要。保健所だけでは完結でき

ないので、専門家が配置され治療がで

きる場所がなければできない。専門家

の養成が必要。 
④ 専門家のバックアップ体制： 大学を

はじめ全国の専門家による適切な時期

に適切な支援があったから、それを心

の支えにして何とかやれた。国レベル

で体制を組んで欲しい。 
２．西鉄高速バス乗っ取り事件（平成 12 年 5

月3日発生） 
（１）概要 

福岡行き高速バス内において、精神科入

院中（一時帰宅）の 17 歳の少年が高速バ

スを乗っ取り、乗員乗客 21 人を人質にと

り、佐賀→福岡→山口→広島と移動した。

犯行は１5 時間以上におよび少年は包丁で

人質を脅し、切りつけられた女性が死亡す
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る。少年と捜査員との交渉時、人質の少女

（6歳）は首に刃渡り30～40ｃｍの包丁を

突きつけられていた。人質は広島県福山市

近郊の高速道路パーキングエリアで開放さ

れた。被害者は子供 1 人､中高生 1 人、大

学生1人、成人18人（1人死亡・5人外傷）。

救急医療のため広島県立病院へ2名入院す

る。メンタルヘルス初動は精神保健福祉セ

ンターにおいて、定期の「心の相談」の枠

を広げて随時対応、さらに被害者支援にあ

たる警察職員に対する研修を実施した。担

当は精神保健福祉センター所長・嘱託医・

保健師・スクールカウンセラーである。ア

ウトリーチは被害者に対して、警察支援要

員をとおしてリーフレットの配布を行った。

また、被害者支援ネットワーク佐賀「ＶＯ

ＩＳＳ」による西鉄高速バス乗っ取り事件

被害者・家族のための電話相談を開設（5
月 15 日から 6 回）した。啓発事業として

「佐賀県精神保健福祉センターの相談のご

案内～犯罪被害にあわれた方に～」「被害後

のストレス反応の理解と回復に向けて」の

リーフレットを配布した。フォローは個別

カウンセリングを実施した。専門家の支援

として武蔵野女子大学の臨床心理士、佐賀

女子短期大学の臨床心理士、国立肥前療養

所の医師があたった。職員の研修は被害者

支援研修会（5 月 15 日）、犯罪被害者支援

に関する基本的考え方（5月29日）等を実

施した。 
（２）支援に役立ったこと 
 保健所は、犯人が入院していた精神科病

院による一時帰宅の判断に対する調査に追

われた。マスコミが殺到し混乱した状況の

なかで、被害者の個別相談など、プライバ

シーに配慮できる環境ではなかった。佐賀

県精神保健福祉センターが、定期的に県警

と犯罪被害者への支援の連絡会議を開催し

ていたので、センターが被害者の相談に応

じた。 
 また、被害者支援ネットワーク佐賀

（VOISS）が 4 月 19 日に立ちあがった直

後の事件であり記者発表：「報道における2
次被害の防止」、「事件被害者・家族のため

の臨時電話相談開設」、「カウンセリングの

ためのミニレクチャー」、公開講演会（講

師：大久保恵美子）、被害者支援セミナー（講

師：小西聖子）等を実施した。NPO 活動

は今後も被害者支援の重要な役割を担うと

考えられる。 
保健所において被害者の支援をおこなう

場合は、警察等の犯罪被害者と関わりのあ

る機関との定期な連絡会議、県内の NPO
活動の実態などを把握する必要がある。 

３．えひめ丸事故（平成13年2月10日発生） 
（１）概要 

   水産高校実習船（えひめ丸）が、ハワイ

沖にてアメリカ海軍の原子力潜水艦に衝突

され沈没する。被害者は生徒、乗組員､指導

教官など35名（死亡9名）、全員男性であ

った。特徴として海外での原因究明、軍事

上の制約、国際的話題、遺体の確認まで喪

の作業が進まない、長期の遠洋航海で被災

者の凝集性（仲間意識）、連鎖反応が強い、

思春期の生徒であることなどである。帰国

後生還者、特に生徒達は直後の健康調査時

から不調を訴え、さらにメンタルヘルス調

査の結果、罪責感情による自殺念慮が強い

重症のPTSDと診断され、自殺防止対策が

活動の中心となった。事故が世界的な話題

となり個別取材が激しく、2 次的被害によ

る PTSD 対策のためにも報道協定を結ぶ。
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県立高校なので教育委員会との役割分担に

ついて混乱したが、PTSD対策は保健所が

担当することになった。半年後の船体引き

揚げ・遺体確認後も状況は改善せず、頻回

の家庭訪問により関係性を構築し、治療を

継続しながら、喪の作業、慰霊祭と進行す

る中で3年後には全員がPTSDから回復し

た。とりわけ保健所のリハビリケアについ

ては、個別性の高いケアを集団で実施し効

果を上げたことは特筆される。輸送災害は

今なお後を絶たないが、被災者達への支援

についてのこのような長期的なフォローは

あまり例を見ない。 
議会対策、補償交渉などは県庁が対応。 

以下に平成13年2月10日の事故発生から、

18年3月31日「えひめ丸ケア対策班」解

散まで 5 年間の保健所の活動をまとめた。 
① 帰国直後からの対応（平成 13 年 2 月

13～27日）A．生徒、乗組員への健康

調査（2 月16 日）B．水産高校への臨

床心理士等の派遣（2 月 16～27 日）  

C．生還者・行方不明者家族へ電話連

絡や訪問による被災者支援「アウトリ

ーチ」（2 月 17 日～）D．生徒、乗組

員、家族への心理教育（2月22日～）

E．地域啓発活動（研修会、リーフレ

ットの作成配布、2月16日～） 
② 「えひめ丸沈没事故被災者等支援のた

めの連絡協議会」開催以降（平成 13
年 2 月 28 日～18 年 3 月 31 日 の間 

計 18 回開催）A．24 時間ホットライ

ンの設置（13 年 3 月 16 日～16 年 8
月 31 日）及びパンフレットの作成  

B．メンタルヘルス調査の開始（13年

4月～17年8月生徒6回、乗組員3回）

C．医師、保健師のハワイ派遣（平成

13年船体引き揚げ、平成14年慰霊碑

除幕式．平成 15 年慰霊祭計 3 回）   

D．被災者支援（ケア）対策会議（13
年10月10日から計78回） 

③ 「えひめ丸ケア対策班」設置以降（平

成 14 年 4 月１日～18 年 3 月 31 日） 

A．生徒達への社会復帰プログラム「リ

ハビリケア」（平成13年4月1日から

平成15 年3月31 日 計10 回実施）

B．ワドル元艦長来県（12 月 5 日）  

C．新「えひめ丸」出航（生還者再乗

船）の対応（平成 15 年 5 月 7 日～16
年11日）D．脱感作療法実施 E．「追

想の日」の集い参加（平成 14 年 2 月

～ 計5回） 
④ 遺族への支援 A．家庭訪問・カウン

セリング（平成 13 年 2 月 17 日～）  

B．健康調査（平成 16 年 11 月、平成

17年6月 計2回） 
⑤ 支援者の代理受傷対策（平成 16 年 9

月3日～）  
（２）支援に役立ったこと 

行政の政策として事業が行われ、予算の

確保、専従班の配置、対象者の多くが宇和

島市在住者であったことが考えられる。さ

らに全国の専門家、県内の関係機関の協力

で支援が可能であった。対策班解散後も相

談窓口を開設し、専従保健師2名によりフ

ォローを行っている。 
４．新潟県中越地震（平成 16 年 10 月 23 日

発生） 
（１）概要 

発生直後は事態の把握に追われる。震度

７､県内で死者 59 名、重軽傷者約 5，000
名。被災者支援はライフラインの確保や、

衣食住など生活支援が中心となった。保健
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所は県庁と市町村との連絡調整や、県外か

らの多数の応援隊の被災地への避難所振り

分け、救援物資の配給を担当した。住民へ

の直接対応は応援隊が受け持った。 
こころのケアはホットラインが10月24

日開設した。以後新潟県精神保健福祉協会

こころのケアセンターが中心となってフォ

ローした。 
事件や事故のPTSD対策と異なり、まず

災害により破壊された生活基盤への支援が

優先される。落ち着きを取り戻すにつれて

こころのケアが必要となった。やはり直後

から中長期的な課題として対策の中に取り

込まなければならない。中越地震の支援は

阪神淡路大震災の経験がある神戸の応援が

あったので、PTSD対策含めて住民への支

援活動は効果的に実施されたと考えられた。

狭い車内での避難によるエコノミー症候群

など新たな問題も発生したが、仮設住宅へ

の入居が集落ごとであったことは被災者に

は幸いした。また自然災害では市町村の役

割が極めて大きいことから日ごろから準備

しておくことの必要性を痛感した。 
（２）支援に役立ったこと 
① 同年夏に起きた水害への対応の経験 
② 神戸市はじめ全国からの応援 
③ 県庁が国への支援要請や、マスコミ対

応を担う 
５．JR福知山線列車脱線事故（平成17年4

月25日発生） 
（１）概要  

事故直後から対策がとられ、災害対策本

部設置・限定第1号指令（災害応急対策及

び復旧対策要員限定）（4月25日から5月

9 日）発令、当日は医療機関や医師会への

救急医療対策、救護活動、遺体安置所設営

が中心となる。死者107名、重軽傷者549
名。翌日の 26 日保健所、６保健センター

「こころのケア相談窓口」を設置した。JR、
警察の協力が得られず、対象者の把握が困

難であった。尼崎市在住の乗客は6名と少

なく、市内8医療機関に入院中の負傷者の

中で、こころのケアが必要な患者の紹介を

依頼する。大部分を占める市外の乗客は県

の保健所へケアを依頼した。事故現場周辺

企業、住民、被災マンション住人、救出活

動従事者に相談窓口設置広報とトラウマの

パンフレットの配布した。事故後 1 ヶ月、

3 ヵ月後に健康チェックを実施。相談実数

139名（延べ171名）。相談は４月、5月に

集中。相談者は女性が7割、電話と訪問が

それぞれ4割、来所が2割であった。住所

は市内が 7 割､市外 1 割、不明が 2 割。乗

客および家族が3名ずつと少なく、多くは

マンション住民や近隣の人、救援に駆けつ

けた工場などの従業員であった。年齢は20
歳未満から 65 歳以上まで幅広い。相談主

訴は精神症状 96 件（睡眠障害、不安感、

PTSD症状）、身体症状15件。相談数の減

少、継続事例の状況から、おおむね落ち着

き深刻な影響は少ないと考えられるが、マ

ンション住民など一部には回復途上の人も

いる。 
消防隊員のケアは消防署が対応した。予

算はすべて市の事業費でまかない JR との

役割分担など協議はなかった。補償が解決

していないのでその窓口と混同されないよ

うにした。 
特徴をまとめると安否・救急医療情報把

握、救護･検死トリア―ジ活動、遺体安置所

の設置などである。こころのケア･健康チェ

ックの対象としては、周辺住民や工場の従
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業員など多数が救助活動に従事し、また救

助活動が4日間にわたり、救助活動従事者

の心的外傷が課題となった。列車事故被災

者が県内にとどまらず広域にまたがるなど、

PTSDを念頭に継続した長期のケアが必要

である。 
（２）事故現場の状況 

マンション1階とブロック状に区切られ

た地下駐車場に突っ込んだ2両の電車から

の乗客の救出は困難を極めたことが理解で

きた。マンション住民は全員移転し、JR
職員1名と警備員4名がマンションと献花

台の警備を担当していた。この対応は和歌

山市での事件で犯人宅がいたずら、放火さ

れたことを教訓にしていると考えられた。

献花台は焼香と献花が絶えない様子だった。

現場の線路越しの正面に別のマンションが

あり、事故直後から４日間にわたる救出活

動を目撃する位置にあった。その他周辺は

中小の工場が立ち並んでいた。 
（３）支援に役立ったこと 
① 阪神淡路大震災の経験：PTSD 対策、

救急対応、検死 
② 市内の被災者は限定され即日対応が可

能な人数 
③ 市型保健所のメリット：住民との距離

が近いので子供、障害者、要介護世帯

の把握が容易 
④ 保健所と保健センターの協力体制 
⑤ 県の保健所の応援体制：大半の乗客は

市外 
⑥ 県立こころのケアセンターのバックア

ップ 
 

Ⅳ．まとめ 
保健所における犯罪被害者のこころのケア

が可能かどうか考えた時、今後の対策として、

以下の充実が望まれた。また図１に今年度の

調査を踏まえた犯罪被害者支援システムを提

示した。 
① 現状では被害者との接点は少なく、 

警察､児童相談所、病院等との連携が必

要。 
② 担当者のスキルアップ 保健師への専

門的な研修、代理受傷対策も必要。 
③ 後送機関 県内に一箇所 PTSD 治療

機関が必要。保健所だけでは完結でき

ない。 
④ 専門家のバックアップ体制 事件・事

故・災害に際しても、専門家による適

切な時期に適切な支援があった。国レ

ベルで体制を組んで欲しい。 
⑤ 市民への啓発 保健所で相談ができる

事を知ってもらう。 
⑥ 被害者支援ネットワーク（NPO）活動

の実情把握 
⑦ 精神保健福祉センターと保健所連携の

強化 
 

Ⅴ．学会発表 
竹之内直人「海難事故における保健所の被

災者支援活動～えひめ丸沈没事故から～」 
第 65 回日本公衆衛生学会総会 2006 年

（富山） 
 
竹之内直人「えひめ丸事故被災者への中・

長期的支援について」第６回トラウマティッ

ク・ストレス学会シンポジウム 2007年（東

京） 
 

Ⅵ．参考文献 
１）和歌山市：和歌山市毒物混入事件報告 
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平成12年３月 
２）愛媛県宇和島保健所：平成 14 年度地

域保健総合推進事業「保健所における

こころのケア事業に関する研究」 平

成15年３月 
３）新潟県長岡地域振興局健康福祉環境 

部：中越大震災における長岡地域振興

局健康福祉環境部活動報告 平成 18
年３月 

４）高岡道雄：平成17年度厚生科学研究 
（こころの健康科学研究事業）「JR福知

山線列車事故に係る、こころのケアに

関する報告」平成18年３月 
５）愛媛県：災害等による外傷性ストレス 

マネジメントのために､えひめ丸事故

被害者こころのケア対策活動記録 p45 
平成18年３月 
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（表１）　　事件・事故・災害時のＰＴＳＤ対策の比較
　和歌山市毒物混入事件 西鉄高速バス乗っ取り事件 　えひめ丸沈没事故 中越大震災 　JR福知山線列車脱線事故

発生月日 平成10年7月25日 平成12年5月3日 平成13年2月10日 平成16年10月23日 平成17年4月25日

場　　　所 和歌山市園部 福岡行き高速バス内 ハワイ沖 新潟県中越地方(中山間地） 尼崎市久々知西町3丁目線路上

内　　　容

自治会が企画した夏祭りで住民が調理したカ
レーにヒ素が混入され、急性中毒をひきおこし
た
健康被害者　67人（うち4人死亡）
（ヒ素が特定されたのは8/2）

精神科入院中（一時帰宅）の１７歳の少年が
高速バスを乗っ取り、乗員乗客２１人を人質
に佐賀→福岡→山口→広島と移動。犯人は
１５時間以上に及び少年は包丁で人質を脅
し、切りつけられた女性が死亡。少年と捜査
員との交渉時、人質の少女（６歳）は首に刃
渡り３０～４０ｃｍの包丁を突きつけられてい
た。

ハワイオアフ島沖合海上で宇和島水産高校実
習船「えひめ丸」が米国原子力潜水艦「グリーン
ビル」に衝突され、３５名中９名が死亡した。

地震マグニチュード６・８
震度７

ＪＲ宝塚駅発上り快速列車（ＪＲ福知山線7両編成、
乗客約580人）が脱線転覆。建物に接触１・２両目が
圧縮大破する。

対象者

直接被災

子供 0-14　23人（１人死亡10歳） １人 新潟県内          （人）
 　　　死者　　　59
　　　重症　　　635
　　　軽傷　 4.160
住宅被害           (棟）
　　　全壊         3.175
　　　大規模      2.163
　　　半壊       11.609
　　　一部損壊103.603

死者１０７人（男159人・女性48人）
[うち県内死亡者98人]
　　負傷者549人（内重傷者149人）中高生 15-19　10人（１人死亡16歳） １人 生徒１３名（内４名死亡）

大学 １人

成人 20-59　29人（１人死亡53歳） １８人（１人死亡・５人外傷）
乗組員２０名（内３名死亡）

指導教官２名（死亡）

老人 60- 7人（１人死亡65歳）

二次被災
救出活動住民・従事者
近隣住民

救急医療

市内12医療機関　　入院35人
当初は食中毒疑い→青酸化合物混入疑い→
8/2ヒ素検出（県警）確定

広島県立病院　　２名入院 現地（ハワイ） 死者107人＋傷者549
２時間後救護活動(救急医療対策・救護活動・遺体
安置所設営＜市保健所医師と小田保健センター保
健師＞）
市の窓口（約７時間後遺体安置所の総合体育館に
職員を派遣、２４時間体制）

身　　　体

総合検診
（10/24～11年7/18　３回）

生徒：校医のいる病院受診（H13.2/14.15）
　　　　健康診断・心理相談（H13.2/16）
乗組員：健康診断（H13.2月）
遺族家族：健康調査（H16.11月・H17.6月・7月）

健康チェック　２回

メンタルヘルス初動

「心の相談窓口」開設（7/29～　初期ＡＭ９：３０
～ＰＭ９：００）
「心の相談室便り」
（7/29～11年7/18　７回）
巡回相談（7/29～　　）
保健師による巡回相談・退院時面接（7/29～
遺族は8/1～　）

精神保健福祉センター定期の心の健康相
談の枠を広げて随時対応。
被害者支援にあたる警察職員に対する研
修

県はただちに対策本部を設置、心のｹｱ体制を
取ると決定し、宇和島中央保健所長に指示が下
ろされた。
アウトリーチ・ホットライン・パンフレット配布

こころのケアホットライン10/24～
こころのケアチーム初動
10/26山古志村
10/30三島町
11/1長岡市  栃尾市
11/30越路町

心のケア相談窓口を開設(4/26　市保健所と６保健
センター）
心のケアのチラシを作成、配布（小田保健セン
ター）・ホームページ公開（市保健所）4/28
トラウマによる心の相談窓口のチラシの配布（市保
健所）5/2
医療機関に通知文書（心のケアの必要な入院患者
紹介依頼）・県保健所に市外の乗客のケアを依頼
（5/3）
1ケ月後と３ケ月に健康チェック(市保健所）

担当スタッフ

専従
所長・健康増進課長
精神保健福祉係４名

初動期  こころのケアチーム(10/26～12/25）
中長期　こころのケアセンター(17.8/～

兼任

精神保健福祉センター所長・嘱託医・保健
師・スクールカウンセラー

臨床心理士の派遣（１名）
（精神保健福祉センター・児童相談所の交代制）
保健師の派遣（２名）
（御荘支所・精神保健福祉センター）

長岡保健所精神保健福祉相談員3人
県健康対策課　事務職員･精神保健福祉相談
員
精神保健福祉センター　精神保健福祉相談員

保健所・保健センターの保健師・精神保健相談員

初動内容

アウトリーチ

被害者へ対して警察支援要員をとおして
リーフレットの配布。被害者支援ネットワーク
佐賀「ＶＯＩＳＳ」による西鉄高速バス乗っ取り
事件被害者・家族のための電話相談開設
（５月１５日～６回）

まず、遺族に対して行い、帰還生徒・乗組員にも
実施

＜こころのケアチーム＞
避難所巡回相談
自宅訪問医療チームとの同行訪問
健康調査要フォロー者訪問及びスクリーニン
グ　　仮説住宅訪問

電話 同上

訪問 保健師による巡回訪問（2人×6組）

同上 避難所訪問　　仮説住宅訪問 保健所保健師、精神保健福祉士による訪問（相談
窓口広報のチラシ配布目的で各戸訪問（周辺住民・
周辺企業　4/28　）
医療機関に入院患者訪問体制をとる（5/3）も医療
機関からの依頼なし
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啓発事業

被災者 「心の相談室便り」発行

リーフレット配布。
「佐賀県精神保健福祉センターの相談のご
案内ー犯罪被害にあわれた方にー」
「被害後のストレス反応の理解と回復に向
けて」

２４時間ﾎｯﾄﾗｲﾝの開設（H13.3月～H16.8月）
パンフレットの配布（H13.3月）
生徒・家族の集い（13.4月～H16.8月まで７回開
催）

＊こころのケアチームによる研修会
長岡市医師
長岡市避難者･職員講話
長岡市教員対象ミニ講話
長岡市支援スタッフミニ講話
栃尾市在宅介護支援センター職員
越路町避難所ミニ講話
＊保健所による研修会
支援者のためのこころのケア研修会
長岡市民生委員協議会
長岡市四郎丸地区福祉会
越路町保健福祉会
越路町民生委員協議会
栃尾市地区リーダー
＊こころのケアセンター設置後は
被災各地で啓発事業が行われている。
＊チラシの配布

相談窓口

市民

ヒ素中毒に関する講演会（11/28） ＰＴＳＤに関するリーフレットの配布（H13.11月）及
び健康教育（講座）の開催（H14.8月・H15.10月）

相談窓口の広報
尼崎市のホームページ掲載　（4/26）
チラシの配布(第１回４月２７日・第２回５月２日）
日刊紙、テレビ放映

他の保健所の応援

市長から県へ保健師、精神保健福祉相談員の
応援依頼
県保健師２人派遣（8/4～24まで）

乗組員遺族及び乗組員が帰郷していた住所地
管轄の保健所

3回／週　県内他保健所から精神保健福祉相
談員の応援を受ける。
(平成１６年11月中旬～同年12月上旬）

県保健所の協力あり（住民の訪問等を行う。）

対策会議

関係医療機関の主治医との意見交換会
（8/3～12/5　５回）
県被害者対策連絡協議会（8/8）
園部集団急性中毒症例に関する長期健康観
察委員会
（9/24～11年8/10　５回）

えひめ丸沈没事故被災者等支援のための連絡
協議会の開催（H13.2月～H18.3月まで19回実
施）

中越大震災における心のケア対策会議 市・保健所・医療機関・医師会・消防署等（ＪＲ・警察
の協力得られない）

対策本部

7/26「園部第14自治会食中毒様症状対策本
部」（本部長：市長）
→7/29「園部毒物混入事件和歌山市対策協議
会」11年9/30解散
初期：地元に同名の対策本部設置

Ｈ13.2月に設置し、Ｈ18.3月に解散 こころのケア対策会議 市対策本部（4/25（事故後1時間15分）～5/9）

フォロー年数 対策本部：1年2ヶ月 個別カウンセリング
対策班としては５年だが、班解散後も相談窓口
は残し、必要な人へ関わりを継続中

復興基金事業により「こころのケアセンター」設
置。5年～10年目途。

対象者の把握が困難（市内の乗客６人のみ）。

ＰＴＳＤ回復状況
１年後成人被害者39人中
ＰＴＳＤ4人、partial PTSD3人

生徒：５年目には回復
乗組員：５年までに回復
遺族：現在も回復していない人あり

不明

予算
地域保健推進特別事業
義援金

県の予算（米国からの賠償金） 中越大震災復興基金事業 尼崎市

ＰＴＳＤ認知

総合検診時
（10/24～11年7/18　３回）

ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ調査（生徒：H13.4月～H17.8月まで6
回・乗組員：H13.5月～H15.1月まで3回・遺族：
H16.7月～H17.7月まで3回実施）
専門医の診断（随時）

健康チェック(ＰＴＳＤスクリーニング）
＜１回目５月１９～２１日と５月２７日・２回目７月２１
日＞

専門家の支援

県立医科大学より精神科医師の派遣（7/30～
「心の相談窓口」へ）
県及び県精神医学ソーシャルワーカー協会より
精神保健福祉相談員派遣（8/6～12/19「心の
相談窓口」へ）
聖マリアンナ医科大学　医師（ヒ素中毒に関し
て）
和歌山県立医大・保健所非常勤医師・国立精
神・神経センター・東京都精神医学総合研究所

武蔵野女子大：臨床心理士
佐賀女子短期大学：臨床心理士
国立肥前療養所：医師

兵庫県心のｹｱｾﾝﾀｰ：医師
久留米大学：医師
武蔵野大学：医師・カウンセラー
武庫川女子大学：臨床心理士
正光会宇和島病院：医師・臨床心理士

こころのケアセンター 県立心のケアセンター

職員の研修

犯罪被害者に関する研修会（9/1） 被害者支援研修会（５月１５日）
犯罪被害者支援に関する基本的考え方（５
月２９日）

ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ研修会(H13.2月）
ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ研修会（H13.3月）

こころのケアセンターで実施

ＰＴＳＤ研修
心のケア推進事業研修会
（8/25～12年3/27　５回）

こころのｹｱに関する研修会（H13.5月）
こころの健康づくり研修会（H14.8月・H15.10月）

こころのケアセンターで実施

代理受傷対策
支援者のためのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（H14.8月）
支援者支援検討会（H16.9月～H18.2月６回）

救助活動者が心的外傷（ＰＴＳＤを念頭においた継
続ケア必要）
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犯罪被害者支援システム（案） 
 
 
 
 
 
 
 
             

 
 
 

被 害 者 警察（被害者支援班） 

犯罪被害者支援

ＮＰＯ団体 
精神保健福祉センター 

保健所 

 心のケア相談窓口（仮称）相談・カウンセリング 

        
精神保健相談員・臨床心理士・カウンセラー・精神科医等 

 
 

 
 
 
 

専門病院（精神科・診療内科） 

連絡協議会 

        事例検討会・役割確認 

（警察・支援団体・児童相談所・病院・市町村） 
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厚生労働科学研究費補助金（こころの健康科学研究事業） 
分担研究報告書 

 
PTSD 患者を対象にした認知行動療法 

 
分担研究者 小西 聖子１） 

 研究協力者 吉田 博美２）３） 

 
１）武蔵野大学 人間関係学部 
２）武蔵野大学心理臨床センター  
３）武蔵野大学大学院  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

研究要旨： 

 武蔵野大学心理臨床センター及び単科精神科病院に来室・来院した犯罪被害女性 12

名を対象に、PTSD 症状の軽減を目的とした認知行動療法である Prolonged Exposure 

Therapy（以下；PE 療法）を施行した。治療効果を測定するために、治療の前後に CAPS

（PTSD 臨床診断面接尺度）、IES-R（改訂版出来事インパクト尺度日本語版）、SDS、日本

語版 DES を用いた。対象者のうち、9名は PE 完遂、2名は継続中、1名は PE を中断し通

常カウンセリングに移行した。PE 療法を完遂した 9名の治療結果をみると、PTSD が改善

したものは 4名、PTSD 症状が軽減したものは 3名、症状に変化が見られなかったものは

2名であった。 

PE療法前後で各心理尺度得点に差があるかどうかを調べるためにＰＥ完遂ケース9名

を対象にWilcoxonの順位和検定を行ったところ、PE療法は犯罪被害の影響で生じたPTSD

症状（p=0.024）、抑うつ症状(p=0.038)、解離症状(p=0.012)に効果が認められた。さら

に PE 療法後のフォローアップ面接時では PTSD 症状（p=0.019）と解離症状（p=0.008）

がともに軽減しており効果の持続が認められた。抑うつ症状においては有意な差が得ら

れなかったが、症状の低下は見られた。PE 療法後も PTSD 症状の再発が少なく、日常生

活に支障をきたしていた各症状が改善し、日常生活を過ごしやすくなったクライエント

が多かった。 

PE 療法は短期間であるが、クライエントにとって精神的にも、時間的にも負担のかか

る療法である。情動処理を行うには、犯罪被害者の臨床を行う上での基本的な臨床能力

を持っている臨床家が行う必要がある。しかし一定の臨床能力があり、各施設での事例

検討及びスーパーヴィジョン制度が整えば、日常臨床でも使用できる効果的な心理療法

である。今後は、犯罪被害者のための専門的な心理療法として専門家に PE 療法のトレー

ニングを行い、PE 療法を普及していくとともに、日本における PE 療法の知見を積み上

げ、犯罪被害者にとって有効な心理療法をさらに検討していく。  
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Ａ 研究目的 

 犯罪被害者の心理療法に認知行動療法

が有効であることは、海外の多くの研究で実

証されている。日本においても PTSD に焦点

を当てた認知行動療法や EMDR の効果は

認められているが、PTSD の治療効果研究

の実証的な報告は少ない。 

本研究班で行った昨年度の調査の結果

でも、PTSD に焦点を当てた認知行動療法

は有効であることがわかった。しかし、被験

者は 4 名であり事例数としては少ない。そこ

で本年度は被験者を増やし、通常の臨床機

関で PTSD に焦点を当てた認知行動療法の

有効性を確かめることを目的に調査を行っ

た。 

 

Ｂ 研究方法 

2004 年 5 月～2007 年 3 月に、武蔵野大

学心理臨床センター、単科精神科病院に来

室・来院した PTSD 患者 12 名を Prolonged 

Exposure Therapy 対象にした。 

本研究で用いた治療技法は、慢性の

PTSD 症状の軽減を目的にした Prolonged 

Exposure Therapy（以下 PE 療法）を用いた。

PE 療法は PTSD 症状の軽減のみならず、

PTSD とよく併存されるうつ症状、不安症状

の軽減にも有効な認知行動療法である。担

当セラピストは 6 年以上犯罪被害者の臨床

を行っている精神科医 1 名、臨床心理士 2

名であり、この技法の開発者である Edna 

B.Foa からトレーニングを受けた。 

PE 治療の除外基準は a)統合失調症、躁

鬱病、器質性の精神障害、b)アルコール・薬

物依存、c)6 ヶ月以内に顕著な自殺念慮が

あるもの、d)加害者との脅迫的な関係が継続

していること、e)知的障害（自記式質問紙の

回答が困難な者）である。 

PE 治療前後の心理検査は担当セラピスト

以外の独立した評価者が実施した。 

 

（倫理面への配慮） 

研究の同意については、対象者に研究の

目的と治療の内容について文書を用いなが

ら口頭で説明し、書面による同意を得た。 

 

治療技法 

Prolonged Exposure Therapy 

PE 療法は 10 セッション～15 セッション行

い、1 セッションを 90 分から 120 分で行う。偶

数回に IES-R と SDS を行った。 

セッション 1 では、治療原理や概要、呼吸

法の説明を行う。セッション 2 ではトラウマ反

応に対する心理教育、現実曝露法の説明、

不安階層表の作成、現実曝露法の宿題を

設定する。セッション 3 では、イメージの中で

トラウマ記憶に直面するための原理を説明し、

40 分から 60 分間想像曝露法を行う。セッシ

ョン 4 から 9（または 14）では、宿題の確認を

行い、30 分から 40 分間トラウマ記憶に直面

し、宿題を設定する。  

最終セッションでは、クライエントと一緒に

PE 療法の振り返りを行い、今後の計画や対

応策などを話し合う。 

 

心理尺度 

PTSD 臨床診断面接尺度（Clinician-Admi 

nistered PTSD Scale；以下 CAPS） 

CAPS は米国の National Center for PTSD

の研究グループによって開発された構造化

診断面接法であり、面接時点より遡る１ヶ月

間の症状評価（現在診断）と、外傷的出来事

後から最近までの期間の症状評価（生涯診
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断）が可能である[1]。日本語版は飛鳥井ら

によって標準化されており、海外の研究でも

多く用いられている構造化面接である。 

 

改 訂 版 出来 事 イ ン パ ク ト 尺 度日本 語 版

（Japanese-Language Version of the Impact 

of Event Scale-Revised；以下 IES-R） 

Weiss らにより作成された PTSD の自記式

症状スケールである。侵入的想起症状、回

避症状、過覚醒症状を下位尺度とした 22 項

目 か ら な る 質 問 紙 で あ る 。 日 本 語 版 は

Asukai らによって作成され、信頼性と妥当性

が検証されている[2]。 

 

日本版 SDS(Self-rating Depression Scale；以

下 SDS) 

 Zung によって開発された抑うつ状態を測

定する自記式質問紙である[3]。20 項目、４

件法で構成されている。日本語版は福田ら

によって開発され、信頼性と妥当性が検証さ

れている。 

 

日 本 語 版 DES （ Dissociative Experience 

Scale：以下 DES） 

本研究では、田辺（1994）日本語版 DES

（Dissociative Experience Scale）を使用した

[4]。アルコールなどの薬物の影響下にない

場合に，それぞれの項目にあるような体験の

頻度がどれくらいかを直観的に答えるように

教示した。 

 

Ｃ 研究結果 

１）対象者 

対象者は平均年齢 26.45±8.1 歳の PTSD

女性患者である。犯罪被害の内訳はレイプ

3 名、レイプ未遂（性交渉なし）2 名、性的虐

待 1 名、監禁事件 3 名、DV2 名、交通事故 1

名であった。事前の精神科通院歴があった

ものは 5 名、そのうち 2 名は精神科入院歴が

あった。12 名の主診断は PTSD であるが、他

の精神疾患も併存していた。併存している症

状は大うつ病 9 名、BPD2 名、DDNOS1 名、

摂食障害 1 名であった。  

PE 施行時に薬物療法を併用していたもの

は 8 名であった。PE 療法を武蔵野大学心理

臨床センターにて 9 名、単科精神科病院で

3 名に施行した。 

 

２) PE 治療結果 

PE セッションは隔週 1 回、90 分から 120

分のセッションを合計 11 回～14 回行った。

PE 療法の結果は、治療を完遂したものが 9

名、PE 治療継続中が 2 名、PE 治療の途中

で中断したものが 1 名であった（セッション 5

で中断）。PE 治療を完遂した 9 名のうち

PTSD 症状が改善したものは 4 名、治療前よ

り症状が軽快した者が 3 名、症状が悪化した

ものは 2 名であった。 

 

3）PE 療法の PTSD 症状に対する効果 

PE 療法を完遂した 9 名を対象に、治療前

後で CAPS 得点及び IES-R 得点に差がある

かどうか調べるために Wilcoxon の順位和検

定を行ったところ、PE 療法前後で治療効果

に差があることがわかった。よって PE 治療を

行うことでPTSD症状に差がみられた（表１参

照）。 

 

４）PE 療法の抑うつ症状に対する効果 

 PE 療法を完遂した 9 名を対象に、治療前

後で SDS 得点に差があるかどうかを調べる

ために Wilcoxon の順位和検定を行ったとこ

 129



Ｄ 考察 ろ、PE 療法前後で治療効果に差があること

がわかった。よって PE 治療を行うことで抑う

つ症状に差がみられた（表１参照）。 

 

５）PE 療法の解離症状に対する効果 

  PE 療法を完遂した 9 名を対象に、治療前

後で DES 得点に差があるかどうか調べるた

めに Wilcoxon の順位和検定を行ったところ、

PE 療法前後で治療効果に差があることがわ

かった。よって PE 治療を行うことで解離症状

に差がみられた（表１参照）。 

 

表１ PE 治療前後の治療効果 

 治療前 治療後 ｐ値 

CAPS 85.30 54.78 0.024 

IES-R 62.10 36.22 0.021 

SDS 60.40 52.67 0.038 

DES 34.23 19.89 0.012 

N=9 

 

６）PE 療法効果の持続について 

PE 療法後の効果の持続を検証するため

に、Freidman の検定を行った。その結果、3

ヶ月後の CAPS 得点、ＩＥＳ-R 得点、DES 得

点ともに有意な差が認められた。よって、治

療後 3 ヶ月の時点でも PTSD 症状、解離症

状については治療効果が持続していた。

（表 2 参照）。 

 

 表２ PE 治療効果の持続 

 治療前 治療後 3 ヶ月 P 値 

CAPS 87.67 53.33 44.00 0.019

IES-R 58.00 34.83 30.17 0.032

SDS 59.67 51.50 47.83 0.115

DES 30.86 15.15 9.94 0.008

１）PTSD 患者の心理療法について 

犯罪被害者には高い確率で PTSD や大う

つ病の疑いがあることが、日本においても明

らかになっている[5, 6]。PTSD の心理療法と

しては、認知行動療法が推奨されている。中

でも長時間曝露療法（Prolonged Exposure 

Therapy ） [7] 、 認 知 処 理 療 法 （ Cognitive 

Processing Therapy）[8]、ストレス予防訓練

（Stress Inoculation Training）などは PTSD に

対する効果が欧米の実証的研究で明らかに

されている[9-11]。 

 さらに、本研究で用いた PE 療法は PTSD

症状のみならず、PTSD と同時に合併する抑

うつ症状、不安症状、解離症状にも効果が

あ る と 多 く の 研 究 で 証 明 さ れ て い る [7, 

12-16]。本研究の結果からも、PE 療法は

PTSD 症状だけでなく、合併していた抑うつ

症状、解離症状も軽減し、PE 療法は有効で

あることが明らかになった。 

PE を終了した 9 名のうち 4 名は PTSD 症

状が改善し、抑うつ症状、解離症状も同時

に軽減した。PTSD が改善した 4 名は出来事

から 2 年以内の PTSD 患者であった。残りの

3名は治療前よりもPTSD症状、抑うつ症状、

解離症状が軽減していた。 

9 名中 2 名は、PE 療法開始後よりも PTSD

症状に変化はなかった。PTSD 症状に変化

がなかったものは、事件前から感情の麻痺

が強く、出来事を語る際に情動的な関わりを

持つことが難しかったこと。また、出来事の際

に感じていた感情が出来事以前の外傷体

験と結びついており、限られたセッションの

中では治療者が扱いきれなかったことも考え

られる。PE の最終セッションで PTSD 症状の

得点が治療前に比べて高くなったクライエン
N=6 
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トの感想を聞くと、「自分では PE 療法を始め

る前に比べて少しよくなったと思う」「今まで

出来事のことを考えないようにしてきたけど、

すごい出来事だったということを実感できる

ようになった」と感想を述べている。これは担

当セラピストの臨床的な印象とも一致してい

る。治療後に得点が高くなったのは、治療前

の得点は解離症状、回避症状が強く、実際

の症状よりも評価得点が低い可能性があっ

たこと、さらに、PE 療法を行うことで出来事の

直面化を行ったため、馴化が起こる前にセッ

ションが終わってしまったことなどが考えられ

る。 

また PE 療法はクライエントが出来事の話

をする際に感情を伴って話ができるようにサ

ポートすることが大切である。クライエントの

情動的な関わり方を調整することはセラピス

トの臨床的技術力が求められる部分である。

しかし、今後日本で犯罪被害者の治療とし

て PE 療法を推進していくためには、情動処

理をする際の臨床技術についても出来る限

り明確にし、トレーニングを行うシステムを整

備する必要があるだろう。本研究班では今

年度、PE 療法のワークショップを実施したが、

来年度は継続研修及び、スーパーヴィジョン

制度を充実させ PE 療法の普及活動を行う

予定である。 

PE 療法の普及については Foa らが研究

を行っており、性暴力被害者の治療を行っ

ている地域レイプクライシスセンター（Women 

Organized Against Rape；WOAR）の臨床家

に PE 療法を導入し、治療転帰を調べた。そ

の結果、認知行動療法の専門家と WOAR

のカウンセラーの治療効果は同等であった。

これは、認知行動療法の経験が最低限あり、

PE 療法のトレーニング及びスーパーヴィジョ

ンの制度を整えれば公的機関及び地域のク

リニックでも PE 療法を施行できることを示し

ている。[15]  

この結果は、日本で犯罪被害者に対する

専門治療を一般的に普及していくためにも

重要な知見である。今後は、日本人にあっ

た PE 療法を考慮していくとともに、使用しや

すく、かつわかりやすいマニュアルを作成し、

スーパーヴィジョンの体制も整えることが課

題として残されている。 

 

２）PE 療法の効果の持続、再発防止 

 PE 療法は１週１回 90 分から 120 分の治療

を全部で 10 回から 15 回行うものであり、セッ

ションだけでなく宿題も行う。通常の心理療

法と比較すると出来事に触れる時間や精神

的負担が大きい治療法である。しかし、

PTSD のクライエントは再体験症状によって

出来事に関与している時間が多い。  

心理療法の中で、外傷体験の記憶を整

理し、コントロールできるようになると外傷体

験を過去体験として受け止め、記憶を思い

出しても危険ではなく、自分は大丈夫である

という感覚を身につけることができる。PE 療

法を行う前は、記憶に支配されているように

感じていたものも、自分で記憶をコントロー

ルできるようになるとさらに安全感を取り戻し、

対処法を身につけることで自尊心を少しず

つ取り戻すことができる。 

また、犯人が捕まって警察から連絡がくる

など外傷体験と強く関わっており、出来事を

思い出す状況があっても、「動揺したり症状

の悪化はあるもののクライエント本人が自分

で対処したり、一時的に悪化しただけで再

発したわけではない」と思えるようになること

も多くのクライエントが語る感想である。この
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ように、PE 療法後の PTSD 症状の再発が少

ないことや薬物治療で変化が見られなかっ

た後でも治療効果があることは、PE 療法の

大きな特徴である。 

来年度は PE の施行ケースをさらに増やし

て治療待機群と PE 療法の治療効果比較研

究を行い、犯罪被害者にとって有効な心理

療法を検討していく必要がある。 

 

Ｅ 結論 

本研究では、12 名の犯罪被害者女性を

対象に PTSD に焦点を当てた Prolonged 

Exposure Therapy を実施した。 

前年度の結果と同様に、PE 療法は犯罪

被害の影響で生じた PTSD 症状、抑うつ症

状、解離症状に効果があることが明らかにな

った。さらに、PE 療法後のフォローアップ時

でも治療効果は持続していることが認められ

た。PTSD 症状の再発が少なく、日常生活に

支障をきたしていた各症状が改善し、対処

法が増えると、徐々に活動範囲も広がり、日

常生活を過ごしやすくなったクライエントが

多かった。 

また、一時的にではあるにせよ、PE 療法

はクライエントにとって精神的にも、時間的

にも負担がかかる療法である。効果のある療

法であるからこそ、犯罪被害者の臨床を行う

上での基本的な臨床能力を持っている臨床

家が行う必要がある。しかし、一定の臨床能

力があり、施設での事例検討及びスーパー

ヴィジョン制度が整えば日常臨床でも使用

できる効果的な心理療法である。 

今後は、犯罪被害者のための専門的な心

理療法として専門家にトレーニングを行い、

普及していくとともに、PE 療法の施行ケース

を増やして日本における PE 療法の知見を

積み上げ、犯罪被害者にとって有効な心理

療法を検討していくことが重要であると考え

られる。 
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厚生労働科学研究費補助金（こころの健康科学研究事業） 

           分担研究報告書 

 

＝犯罪被害者の精神健康の状況とその回復に関する研究＝ 

心理相談室における犯罪被害者への心理的支援の方法・技法について 

－相談員に対するインタビュー調査－ 

 

分担研究者：大山みち子（武蔵野大学） 

研究協力者：道家木綿子（東京大学ハラスメント相談所） 

 

研究要旨： 

日本でも、犯罪被害者への心理的援助の必要性が広く認識され、犯罪被害者のための

機関が一応の普及をみるようになった。現在の段階をふまえ、本研究は、犯罪被害者を

特に対象としない、種々の心理相談機関においても、また被害者に対象を特化した心理

療法の訓練を受けていない臨床家であっても、よりよく相談を行うことができるように

図ることが必要である、との問題意識から行ったものである。 

 平成１７年度には、武蔵野大学心理臨床センターで新規に受理し面接を行った事例の

記録を全数調査し、内容を検討した。該当する３８２名の相談者の過半数が犯罪被害者

であり、その中で最も多い被害内容は性暴力の７３名で、１９％を占めていた。そこで

得た知見をもとに、本年度は下記の調査を実施した。 

目的 

犯罪被害者に対する相談活動を行っている心理相談員が、どのようなことに配慮し、

どのようなことに着目しているか、またどのように疲弊や事故を防いでいるかを調査

し、内容を分析する。それによって、きわめて習熟しているとはいえない一般的なセラ

ピストであっても大過なく相談活動ができるよう、相談にあたって念頭に置くべき点に

ついて指針を示す。 

方法 

対象は、武蔵野大学心理臨床センターに勤務する心理相談員８名、調査期間は２００

７年１月から２月である。インタビュアーは、外部の臨床家２名のうちいずれか１名が

担当した。 

方法は、質問項目を用意し、質問内容を中心にインタビューをする半構造化面接であ

る。これらの回答から得られた内容を、個人が特定できないように質問項目ごとに分析

を行った。 

結果 

 たとえば電話相談においては、基本的な情報は聴取しつつも、できるだけやわらかい
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トーンでゆっくりはっきり話し、慎重にことばを選ぶ、相談者が何を求めているのか希

望や動機をつかむようにする、被害体験を話し始めた場合には聞くことを基本としつつ

も、安全な場所で安心して話せる状態にあるのかも確認し、心身の状態が悪い場合には

早めに止めるなどの、臨床上有益と思える点が列挙された。この内容を元に、次年度は、

通常の心理相談活動の経験はあっても、犯罪被害者の相談に長けてはおらず、また特別

な技能を持たない臨床家に対して、配慮することが望ましい点について、提言したい。 

 

＜平成１８年度の研究成果について＞ 

 

はじめに 

わが国の犯罪被害者への心理的支援の状

況は、ここ１５年ほどの間に、それまでには

想像できなかった速さで、大きな発展を遂げ

ている。 
１９９２年に東京医科歯科大学難治疾患

研究所に、犯罪被害者相談室が開室され、電

話心理相談活動を開始したことを端緒に、１

９９５年茨城県に水戸被害者援助センター

（現いばらき被害者支援センター）が、１９

９６年に大阪府に大阪被害者相談室（現大阪

被害者支援アドボカシーセンター）が発足す

るなど、全国に犯罪被害者を支援する団体が

生まれ、活動するようになった。そこでの活

動内容は、ボランティアによる電話相談や、

臨床心理士・医師による心理療法、裁判への

同行、自助グループの運営の補助など、多岐

にわたっている。その後、それらの団体によ

って１９９８年には全国被害者支援ネット

ワークが結成され、２００５年の時点で参加

団体は４０を数えるまでになっている。 

またこうした流れに続いて、２００５年に

いわゆる犯罪被害者等基本法が成立するな

ど、法的な分野でも大きく前進した。２００

２年に日本トラウマティック・ストレス学会

が発足したことはひとつの転換点であり、す

でにあった各心理学・精神医学の学会でも、

犯罪被害者の心理・症状やその援助について、

さまざまな形で改めて取り上げられるよう

になっている。このほかにも、報道・教育・

司法矯正などの各分野で、犯罪被害者の現状

と対応について、着目されるようになってき

ている。 

しかし、その一方で、現在もなお、心理臨

床を専門業務とするものであっても、経験・

研修不足のためか、犯罪被害者を対象とする

ことに戸惑いがみられる。たとえば、犯罪被

害者に対しては、何らかの特化した技法を会

得しないと心理的援助が行えないと感じ、現

在会得している技法や、活動している臨床の

場の枠内で専門的援助を行うことに消極的

な例が見受けられる。 

したがって、より多くの犯罪被害者が、よ

りよい心理的支援を受けられるようにする

ためには、これらの状況を打開することが不

可欠である。その一助として、実際に犯罪被

害者を対象として、大過なく心理的援助を行

っているところでの実践を調査し、有形無形

のくふうについて知見を得て、実用的な提言

を行うことが必要であるという認識が、本研

究の背景にある。 

 

目的 

 本研究の大きな目的は、被害者支援を中心

としないさまざまな心理臨床の場でも、通常

の業務の一環として、無理なく、臆せず、よ
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り円滑に援助できるように図ることである。 

 そのための指針となる、特別な技法の習得

などを必要としない、現実的な範囲から離れ

ない情報を提供することを目的とする。 

 実際には、被害者への心理的援助の事例を

多く抱えながら、比較的円滑に運営している

施設の実情を調査し、もって実現可能な方策

を提言する。 

 

方法 

犯罪被害者に対して相談活動を行ってい

る機関の相談員に、どのようなことに配慮し

ているか半構造化面接によるインタビュー

調査を行い、その録音逐語記録から、質問項

目ごとに内容を分析する。面接時間は１時間

から１時間半程度。 

対象：武蔵野大学心理臨床センターの相談員

（常勤教員を除く）。９名在籍しているうち、

８名に実施することができた。なお、武蔵野

大学心理臨床センターは、犯罪被害者のみを

対象とした相談機関ではなく、他の心理的な

悩みを持つ人々についても広く対象として

いる。 

調査場所：武蔵野大学心理臨床センター面接

室 

インタビュアー：外部の臨床家２名のうち、

いずれか１名 

調査期間：２００７年１月～２月 

質問項目：以下のとおり。 

Ⅰ個人データ 

①年齢、②性別、③資格、④最終学歴、⑤臨

床経験、⑥犯罪被害者への心理的支援の臨床

経験年数および心理的支援以外の犯罪被害

者支援の経験年数、⑦武蔵野大学心理臨床セ

ンター（以下センターと略）での現在の勤務

状況（週あたりの勤務日数と勤務時間、常

勤・非常勤の別）、⑧センターで現在担当し

ているケース数、⑨センターで今までに担当

したケース数（概算） 

Ⅱ電話相談 犯罪被害者の電話相談を受け

ている場合について 

①電話相談で留意していること、②電話相談

の目的についての考え、③電話相談の中で聞

き取る内容、④電話相談の中で、被害体験に

ついて相談者が話し始めた場合、留意してい

ること、⑤医療機関など他の機関との連携の

しかた 

Ⅲ面接相談 犯罪被害者の心理面接相談を

受けている場合について 

①どのような事例が心理面接に向いている

と考えるか、②インテークで聞く内容、③イ

ンテークで被害体験についてどの程度聞く

か、またその際どのような点に留意している

か、④医療機関など他の機関との連携のしか

た、⑤心理面接で留意していること、⑥セラ

ピストとして相談者に助言すること、⑦心理

面接での目標、⑧心理面接の中で、回復に寄

与している点についての考え 

Ⅳ犯罪被害者に対する相談一般について 

①犯罪被害者の心理的支援のために、主体機

関に求めること、②これまでに受けた研修な

どで、犯罪被害者支援に役に立ったと考える

内容、③（外部の者による）スーパービジョ

ンの有無、④よってたつ理論や技法、⑤相談

活動で困った場合や迷った場合の方策、⑥犯

罪被害者の心理的支援に必要な知識や技術

についての考え、⑦犯罪被害者支援に携わる

ために留意・工夫している点、など 

 

（倫理面への配慮） 

 本研究は、武蔵野大学倫理審査委員会の承

認を得ている。また相談員の個人が特定され
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電話相談の目的 ないように、調査データは匿名化した。 

 ・ アセスメント 

結果 ・ スクリーニング 

現在、内容の分析を進めているところであ

るが、基礎データなどをいくつかここに掲載

する。 

・ 面接に来られない人へのサポーティブな

かかわり 

・ 相談者の話を整理して落ち着かせる 

 ・ 情報提供 

個人属性 聞き取る内容 

①平均年齢 ３５．８歳（ＳＤ１０．６） ・ 年齢・性別・職業・既往歴など基本情報 

②資格 臨床心理士（５名）、精神保健福祉

士（１名）、医師（１名）、特になし（１名）

③最終学歴 大卒（１名）、大学院修士（４

名）、大学院博士課程在籍（３名）  

・ 主訴 

・ 現在の症状・状態像、現在の適応状況 

・ 被害の内容 

・ 来談経路 

④臨床経験 平均６．８年（ＳＤ５．６） ・ 医療やカウンセリング、他機関の援助の

有無 ⑤犯罪被害者への心理的支援の臨床経験 

平均５．５年（ＳＤ３．７） ・ 動機 

⑥心理支援以外の犯罪被害者支援の経験 

あり（３名）内訳：自助グループ、意見書・

鑑定書作成、裁判所付き添いなど 

留意していること 

・ 電話なので、ゆっくりはっきり話し、慎

重に言葉を選ぶ 

⑦センターでの現在の勤務状況 平均１．９

日（ＳＤ１．１） 

・ 生活状況や体調、睡眠や食事のことなど、

具体的なことも聞く 

⑧センターで現在担当しているケース数 

面接：平均５．５ケース（ＳＤ４．９）、継

続電話相談：平均０．３ケース（ＳＤ０．５） 

・ 二次被害を与えないように注意する 

・ 相談者が何を求めて電話しているのか、

希望・動機をつかむ 

⑨センターで今までに担当したケース数 

面接：平均２５．１ケース（ＳＤ４２．９）

（注：経験の長さが大きく異なることから、

経験しているケース数にも大きなばらつき

がある） 継続電話相談：平均０．９ケース

（ＳＤ２．１） 

被害体験について話し始めた場合、留意して

いる点 

・ 基本的には受け止める 

・ 相談者が尋問されているような気持ちに

ならないよう、柔らかいトーンで話す 

・ 今、安全な場所にいて、安心して話せる

状態であるのか確認する  

回答内容まとめ ・ 具合が悪いことが想像される場合、早め

に止める 経験の多寡に幅があるが、比較的多く得られ

た回答などをまとめると以下のとおりであ

る。心理相談の端緒となる、電話相談に関す

るものを中心に述べる。 

 

考察 

＜本研究の意義＞ 

 138



ひろく一般の心理相談も引き受けている

心理臨床機関において、本研究の調査対象と

なった機関のように犯罪被害者関連の相談

が中心となっているところは、ほとんど類を

みないといってよいだろう。 

共通の事例を多く扱っているでは、おのず

とその事例に合わせた臨床技法の研鑽・研究

が効果的に行われていることが期待できる。

また、ここでの相談活動の方法が、他の場に

おいても応用可能なものであれば、臨床技法

の発展のためにきわめて有用であると考え

る。 

犯罪被害者に対する心理的援助をよりよ

く行うには、熟達の者による臨床活動を見て

学ぶ、あるいは特化した技法を体得すること

も重要であるが、そればかりではなく、その

機会に恵まれない多くの臨床家に参考とな

るような、より現実的なヒントが必要である。 

武蔵野大学心理臨床センターで行われて

いる相談活動は、いわゆる名人芸的な心理療

法や特別な技法を用いたものばかりではな

いが、これまで一般の相談であっても被害者

相談であっても、比較的順調に現在に至って

いるといってよいだろう。そこでの臨床上の

くふうは、一般の相談機関で被害者相談を行

うのに利する、現実的で応用の利くものであ

ることが期待できる。 

また、本邦において、被害者相談を活発に

行っている心理臨床機関の実態を明らかに

したことに限っても、本調査は意義あるもの

であると考える。 

今回の回答内容をみると、そのまま、犯罪

被害者相談中心の臨床活動に限らず参考に

なり得る留意点であるが、換言すれば、実は

これらに留意することが、犯罪被害者に対し

ても比較的問題なく心理的支援を行うこと

に寄与するといってよいだろう。 

ことに、今回のインタビュイーの属性でも

紹介したように、彼らは必ずしもベテランば

かりではなく、経験年数にもばらつきがある。

それでもインタビュイーから有効であると

認識され自発的に語られる要素は、示唆に富

むものとして考える価値があるだろう。 

なお、前年度の面接記録をもとにした調査

では、内部の当事者のみでの調査という限界

があったことを踏まえ、今回は、インタビュ

アーを外部の者とし、回答内容で個人が特定

できないように図るなど、管理者とスタッフ

という関係性によるバイアスや、内部の調査

による客観性の乏しさをできるだけ排除す

るよう配慮した。 

 

＜本研究の課題＞ 

しかしこれらの配慮を行った本年度の研

究においても、いくつかの課題が残り、調査

の限界にも触れねばならない。 

 

分析の不足 

まず経験の長さによって心がけるべき点

や可能な方法も異なるだろうし、あくまで彼

らインタビュイーから得た、現時点での回答

であって、ここに掲げた現状がすなわち成功

への方向を示すとは限らない。また、今回の

方法は、質問項目ごとの分析であり、各々の

インタビュイーを分析したものではない。し

たがって、それぞれの方策の組み合わせは検

討されておらず、中には望ましくない技法や

配慮の組み合わせもあるかもしれない。 

いずれにせよ、今回の報告の段階では情報

は羅列的なものであり、分析が十分なもので

はない。したがって、これらの情報について、

そのまますべてを同じように行うことを推
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Chicago Press,Chicago 奨するものではない。 

  

大山みち子（２０００）、被害者相談に置け

る事例検討の重要性 ブリーフサイコセラ

ピー研究 ９、pp.１６６－１７３ 

客観的・批判的な検討の不足 

本年度の調査は、前年度の考察を踏まえて、

外部の者によるインタビューなど、より客観

的な方法を試みた。しかし、たとえばこれら

の回答内容すなわち心がけている配慮等に

ついての、クライエント自身による評価はな

されておらず、相談員の配慮が的を射たもの

であるとは断言できない。 

 

大山みち子（２０００）、性犯罪被害者の心

的外傷臨床 臨床心理学大系１７巻 １１章 

心的外傷の臨床、河合隼雄ら編、金子書房、  

pp.２１３－２２９ 

また、一機関についての検討である限界は

あり、特に、そこにある環境たとえば面接室

の構造や気候、地理などのノンヒューマンな

要因や、心理臨床センターや相談員に関する

ハロー効果など、今回の調査結果の内容とは

別の要因が回復に寄与していることも否定

できない。 

 

大山みち子（２００２）、性犯罪被害女性の

心理療法の経過 特集 ＰＴＳＤの理論と

治療の実際 こころの臨床ア・ラ・カルト 

２１（２）、星和書店、pp.２０３－２０７ 

 

大山みち子（２００２）、  被害者支援と被

害者心理、講座被害者支援第４巻 第４章、

諸澤英道・小西聖子編、東京法令出版、pp．

１２２－１４８ 

しかしながら、これらの限界を念頭におき

つつ、必ずしも熟達した者でなくとも心理的

援助を行うことができるように実用的な指

針を提言する、という本来の目的にかなう分

析が今後可能であると考える。 

 

大山みち子(２００３)、犯罪・災害の被害者

への心理的援助とその周辺 長崎純心大学

心理教育相談センター紀要２、pp.３－１２ 

 

展望 

 今回の調査内容をもとに臨床経験の多寡

や年齢などさまざまな違いを持つ相談員で

あっても、有用であると認める点を中心に、

実際の相談活動に携わる者にとって有効で

あるような、指針を示す資料を作成する予定

である。 

 

大山みち子(２００３)、「児童虐待へのブリ

ーフセラピー」 虐待をめぐる心理療法とブ

リーフセラピーについてのささやかな覚書 

宮田敬一編、金剛出版、pp.８９－１０４ 

 

 大山みち子（２００４）、  被害者相談にお

ける連携について 臨床心理学４（６）、pp.

７４８－７５２ 

文献 

エマーソン、Ｒ．ら（１９９８）、方法とし

てのフィールドノート、佐藤郁哉ら訳、新曜

社、Emerson,R.M.et.al(1995),Writing 

 

大山みち子（２００４）、「より効果的な心理

療法を目指して－ブリーフサイコセラピーEthnografic Fieldnotes, The University of  
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武蔵野女子大学心理臨床センター活動報告

（２００２）、武蔵野女子大学心理臨床セン

ター紀要第２号、pp．２９－３６ 

の発展－２」 第２章 被害に対する治療・

援助・支援のあり方 日本ブリーフサイコセ

ラピー学会編、金剛出版、pp.９７－１０７、 

  

武蔵野女子大学心理臨床センター活動報告

（２００３）、武蔵野女子大学心理臨床セン

ター紀要第３号、pp．５３－５５ 

大山みち子(２００５)、 「心理療法ハンド

ブック」 被害者ケア 乾吉佑ら編、 創元

社、pp.４５８－４６３ 

  

武蔵野女子大学心理臨床センター活動報告

（２００４）、武蔵野女子大学心理臨床セン

ター紀要第４号、pp．６９－７１ 

大山みち子（２００５）、こころのケアの行

方－被害者相談から援助の方法を考える、 

外来精神医療 ５（１）、pp.６４－６７ 

  

無藤隆ら編（２００４） 質的心理学、新曜

社 

大山みち子、吉田博美（２００６）、犯罪被

害者への心理的支援の基礎、心と社会 No.１

２６、日本精神衛生会、pp.７６－８０  

佐藤郁哉（１９９２） フィールドワーク、

新曜社 

 

大山みち子（２００６）、家族と被害者支援、

家族療法研究 ２３（３）、pp.２５３－２５

７ 

 

山上皓（１９９９）、被害者の心のケア、ジ

ュリスト１１６３号、有斐閣、pp．８０－８

６ 

 

奥村正雄（２００５）、犯罪被害者のニーズ－2
回の犯罪被害者実態調査をとおして－、被害者

学研究（１５）、日本被害者学会、pp．２１－

３３ 

 

山上皓（２０００）、犯罪被害者支援の必要

性と精神保健政策にとってのその意義、心と

社会 No.９９、日本精神衛生会、pp．５８－

６３ 

 
東京都犯罪被害者支援連絡会（２００３）、犯罪

被害者支援ガイドブック（改訂版）、pp．２０

－２４ 
 

山上皓（２００３）、被害者支援の歩み 被

害者支援ボランティアのための研修マニュ

アル 全国被害者支援ネットワーク、pp．１

－１３ 

 

中島聡美（１９９７）、犯罪被害者の心のケ

アをめぐる問題 法律のひろば、ぎょうせい、

pp．３７―４４  

学会発表  

大山みち子 「犯罪被害者支援をめぐる諸問

題」 日本コミュニティ心理学会第8回大会

公開シンポジウム ２００５ 

武蔵野女子大学心理臨床センター活動報告

（２００２）、武蔵野女子大学心理臨床セン

ター紀要第１号、pp.３９－４３ 
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大山みち子 「犯罪被害者相談から援助の方

法を考える」 日本外来精神医療学会第５回

大会シンポジウム ２００５ 
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1. 研究課題  

 我が国における犯罪による被害者のメ

ンタルなケア、特にトラウマティックな

体験が引き金となって発症する外傷後ス

トレス障害（以下 PTSD）への効果的な介

入を特定し、検討、また日本文化に適合

した形に改良し、導入することが課題で

ある。さらに、その介入方法が充分な効

果を発揮するかどうかについて検証する

とともに、分かり易いマニュアルの作成

など介入法をなるべく多くの専門家が活

用することが出来るように配慮し、総合

的な訓練のシステムを構築する。また、

治療だけではなく、予防や予後も被害者

に対するケアの大切な一部と考え、心理

教育の充実を図る。 

 

2. 研究の背景 

 本研究班では犯罪被害者のメンタルケ

アについて取り組んでおり、本分担研究

では昨年度、こうした非日常の危機的な

状況から生まれるメンタルな問題、特に

PTSD に対するケアについて、広く介入法

を探り、効果研究の結果などを参考に検

討を行い、日本に導入するのに適すると

思われる幾つかの方法に絞り込む作業を

おこなった。その結果については昨年度

の研究報告で紹介した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働科学研究費補助金（こころの健康科学研究事業） 

分担研究報告書 

 

「心的外傷後ストレス障害に対する効果的な介入について   

- 認知処理療法（Cognitive Processing Therapy）の我が国への導入 - 

 

 

分担研究者   堀越 勝  筑波大学大学院人間総合科学研究科 

             

研究協力者   福森崇貴    筑波大学大学院人間総合科学研究科 

樫村正美   筑波大学大学院人間総合科学研究科 

本年度は、効果研究の結果などを踏ま

えて幾つかに絞り込んだPTSDへの介入法

の中から、さらに Cognitive Processing 

Therapy(CPT:認知処理療法)に特化して、

検討を行った。昨年絞り込んだ PTSD への

介入方法の中で、効果の面で際立ってい

た療法は、フォア（Foa）らが行っている

Prolonged Exposure Therapy(長期間曝露

療法：以下 PE)とレイシック（Resick）ら

の認知処理療法(Cognitive Processing 

Therapy：以下 CPT)であった。効果の点で

この両者は甲乙つけ難く、共にエビデン

スに基づいた充分な治療効果が報告され

ている。しかし、PE に関しては、既に日

本国内で紹介されているだけでなく、本

研究班においてもトライアルが進められ

ているため、さらに犯罪被害者へのケア

の幅を広げるべく、本研究ではもう一方

の CPT に注目し、将来的にはこの介入法

を日本に導入することを決定した。本研

究班は、被害者に対する効果的な介入で

あれば、特定の介入法に囚われず、幅広

く効果のあるものを紹介し、多様な被害

者に対しそれぞれに適する介入法を実施

することを目指しているため、CPT の日本

への導入は本研究班の研究目的とも合致

している。 
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３．PTSDに対する認知的な介入：認知処

理療法 

●認知処理療法について 

先述のように、本年度は、PTSD への介

入法の内、効果があると考えられるもの

に焦点をあて、より具体的な研究に着手

する計画であった。PTSD に対する既存の

効果研究の結果によれば、PTSD に対する

介入方法で確かな効果を上げているもの

の一つとして、認知行動療法（CBT）があ

る。CBT は非現実的な認知の変容を認知的

また行動的な方略を用いて行う介入法の

総称とされることが多いが、これら介入

法の中でも、PTSD 治療という点で近年特

に注目を浴びているのは、PE と CPT であ

る。今年度は認知療法と曝露療法の統合

型の介入と考えられる CPT に注目し、そ

の介入方法の日本への紹介、マニュアル

の翻訳などに取り組んだ。この介入方法

は対象をレイプ被害者と特化してきた点、

効果研究がそれほど多く行われていない

点などから、検討の余地があるとされて

いたが（Foa et. al,2000）、ここ数年間

の研究成果は目覚しく、現時点ではレイ

プ被害者だけではなく、その他の PTSD の

ケースにも応用可能なものとなっている。

最近の効果研究では、その手続き、そし

て結果においても特筆すべきものがある。

また、これまで、一般が手にすることの

出来る CPT のマニュアルはレイプ被害者

を対象にしたものしか存在しなかったが

（ Cognitive Processing Therapy for 

Rape Victims, Resick & Schnicke,1996）、

現在では、他のケースにも応用できるよ

うに全般的なマニュアルも作られている

（最新の物としては、2007 年の１月に発

行された従軍者・軍関係者用のマニュア

ルが存在する）。また、臨床家の間では定

番とされている、Barlow の Clinical 

Handbook of Psychological Disorders: 

Step by Step Treatment Manual における、

PTSD への介入の章は（2 章）、CPT である

ことからも判るように、PTSD の治療とい

う点では海外での CPT に対する評価は非

常に高い。 

CPT の効果については、 2002 年に報告

されたレイプ被害者におけるPEと CPTの

比較では、CAPS、その他のスコアの比較

において、CPT は PE とほぼ同等または、

それ以上の効果を上げている（Resick, 

Nishith, Weaver, Astin & Feuer, 2002）。

具体的には、治療前、治療後、3 ヵ月後、

そして 9 ヵ月後の結果比較を行っている

が、結果としては、3 ヶ月後では CPT が、

そして、９ヶ月後では PE が CAPS(後述)

の平均得点でやや優位な結果を示してい

る。また、レイシックらの５年間のフォ

ローアップでは両者はCAPSの得点におい

て、ほぼ同レベルのスコアを記録してい

る。また、CAPS の得点はどちらも、治療

終了の段階から、PTSD と診断できる基準

値を下回っている。興味深い点は、認知

面、特に罪悪感については CPT が PE に比

べ良い結果を残している点である。比較

に用いられた査定のツールは、インタビ

ュ ー 形 式 の 査 定 方 法 と し て 、

Clinician-Administered PTSD Scale 

(CAPS) 、 Structured Interview for 

DSM-IV-Patient Version (SCID) 、

Standardized Trauma Interview の３つと、

自己申告型のものとして PTSD Symptom 

Scale(PSS)、Beck Depression Inventory 

(BDI) 、そして Trauma-Related Guilt 

Inventory (TRGI)の３つであった。実際

の介入は、CPT はレイシックに、PE はフ

ォアに直接指導を受けてそれぞれの療法

に精通した同レベルの心理士によって行

われている。また、セッションは全て録

画されて第三者によって評価され、それ

ぞれの療法がきちんと行われているかど

うかを確認する作業も含まれている。 
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図１は、治療を完了した者の CAPS のスコ

アの推移を 5 年間追跡したものである。 

●CPT の特徴 

 ＜筆記を用いる＞ 

20

30

40

50

60

70

80

治療前 治療後 ３ヵ月後 ９ヵ月後 ５年後

CPT PE
 CPT がユニークである点を幾つか挙げ

たいと思う。ひとつは、筆記をトラウマ

ティックな出来事への曝露のためや宿題

などに応用する点である。臨床現場で臨

機応変に筆記を介入に用いることは、そ

れほど珍しいことではないが、CPT にはは

じめから筆記が重要なコンポーネントと

して組み込まれている。筆記を治療に用

いることは文化的にも日本人に適応する

のではないかと思われる。筆者はクリニ

カルサイコロジストとして、米国で長年

仕事をしてきたが、帰国後に気付く臨床

上の違いの一つは、日本の患者の多くが

自然に筆記を自分自身の治療に取り入れ

ている点である。筆者の米国における臨

床経験の中で、患者が出された課題や宿

題以外で自発的にノートを持ってきたり、

自分で紙に書いたリストを持ってオフィ

スに現れることは希なことであった。こ

のことは、文化的な特徴として説明する

ことが出来る。米国では、幼少のときか

ら、自分の思うこと、主張などを言葉で

表現するように教育される。そのことは、

教育全般に渡って一貫しており、高等教

育に至っては、授業中にどれだけ発表し

たかが、クラスの評価につながることに

なる。つまり、言葉で発表することが、

クラスの中で半ば強いられるのである。

こうした文化背景を持つ米国では、こと

「こころの問題」になると、薬物療法か、

もしくは「トーキング・セラピー」（会話

による治療）がメインになる。言い換え

ると、はじめから会話による療法に慣れ

た国民性を持ち合わせているのである。

一方、日本には、奥ゆかしさなどに代表

される独特のマナリズムがあり、言語外

でのコミュニケーションが頻繁に用いら

れる。顔色を読む、腹芸などはその際た

るものである。つまり、日本人は言語で

CPT, N= 53  53  48  34  34 

PE,  N= 54  54  48  36  41 

図１ CAPS スコア による CPT と PE の

比較：5 年間のフォローアップ 
  （注：この表はレイシック博士の許可を頂き、一部を

日本語に変えた形で掲載している。） 

 

紙面の都合で、細かいデータを掲載する

ことはしないが、2002 年の報告だけでな

く、そのほかの研究結果を見る限り、CPT

はPEと同等かそれ以上の効果を上げてい

ることが分かる。しかし、ここで、PE か

CPT かのどちらがより有効かについての

議論に囚われて本質を見失わないように

注意したい。本研究班の目指すところは、

PE と同格の介入法を日本に紹介すること

によってPTSDに対する介入法の選択肢が

さらに広げることである。結果的に PTSD

に苦しむ被害者が利益を受けられるよう

にしなければならない。また、どの療法

を介入に用いるかはもちろん重要である

が、誰がそれを行うのかという点も忘れ

てはならない。今後、CPT の導入に際して

も、方法論や有効性を云々するだけに留

まらず、訓練システムとスーパービジョ

ンシステムの構築が必要不可欠である。 
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表現しないことによる表現に長けた国民

性を持っていると言っても過言ではない。

こうした、文化的な違いを考えると、筆

記を用いたりする CPT はより日本文化に

対してフレンドリーなのではないだろう

か。さらに、今後の研究を通して、文化

の違いを考えた CPT の応用性という側面

にも光を当ててみたい。 

 

＜時間制限療法である＞ 

次に、時間制限の中で行われる点も CPT

の特徴ということができる。CPT は 12 セ

ッションで行われ、それら 12 回の面談で

行われることがほとんど定まっている。

ある意味でマニュアル通りに行われるこ

とになる。言い換えれば、心理療法の基

礎をきちんと身につけた者であれば誰で

も、マニュアルを習得することによって

実行可能な介入法なのである。はじめに

心理教育を行い、毎回出される宿題、特

定の認知について扱ったモジュール（簡

単な講義）、毎回まとめを兼ねて最後に振

り返りの時間を持つなど体系化されたプ

ログラムで、患者側からすると予め地図

を渡された旅にでるようなもので、突飛

なことや、予想外のことが起こることが

少ない。また、介入側も決められた道を

患者と一緒に歩むことになる。この点は、

スーパービジョンや効果研究においても

有益で、マニュアルから逸脱した行動や

介入を行った場合には CPT がそこでは行

われていないことになり、指導を受ける

側も、指導を行う側も、共通の物差しを

持つことができる。 

 

＜特定の認知に介入する＞ 

また、特定の認知に焦点を当てて介入

する点もCPTの特徴ということが出来る。

CPT の背後にあるものは、認知処理理論で、

認知的な情報処理の問題からPTSDが発症

すると考える。CPT では、トラウマティッ

クな経験が、異常な状態（PTSD）を作り

出すと考えるよりも、トラウマティック

な出来事を経験した者は誰しも異常な状

態になるのが普通で、問題はその状態か

ら回復することが出来ない点だと考える。

一般には、再体験、過覚醒、回避などの

PTSD 様症状があったとしても、ある一定

の時間が経つと次第に回復していくが、

ある一部の者は回復することなく、症状

を持った状態のまま回復せずに Stuck(く

っつく、または引っかかる)してしまう。

この引っかかってしまっている点（スタ

ックポイント）、つまり問題の継続要因と

なる認知的なこだわりを特定し、12 回の

セッションの中で、1つずつその引っかか

りから患者を開放する作業を行う。 

スタックポイントは実生活の中では以

前持っていた考え方と相反する考え方や、

過度に否定的な考え方という形で体験さ

れることになる。つまり、新しい情報が

以前からの情報とぶつかり合い、頭の中

で処理しきられない状態で、引っかかっ

たままでいる状態である。そして、結果

的にスタックポイントは、不快感や不健

康な行動を生むことになる。それらのス

タックポイントは、以下の２つの状況の

なかで形作られる。（１）事件以前に持っ

ていた考え方と全く異なった考えを持た

ざるを得ない状況に追い込まれたとき。

たとえば、知人にレイプされることはな

いという考えを持っていたが、知人にレ

イプされてしまったなど。（２）事件以前

に持っていた否定的な考え方を強める、

または証明する出来事に遭遇した場合。

たとえば、男性は皆レイプ魔だと考えて

いたところ、やはり男性にレイプされた

など。それらスタックポイントは、安全

性 （Safety）、信頼 （Trust）、力とコ

ントロール(Power & Control)、尊厳

(Esteem)、親密性(Intimacy)の５つ分野

内に出来あがっていると考えられ、それ
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らの分野を一つずつセッションで扱って

吟味し、スタックポイントを発見して介

入を行う。セッションでは、これらの５

つの認知の分野について、心理教育を行

ったり、宿題が出されたり、モジュール

というミニ講義を行うことによって介入

を行う。PE が患者の認知については治療

過程で自然に変化することを期待するの

に対し、CPT では意図的に特定の認知にタ

ーゲットが絞られ介入が行われる点が特

徴的な面と言ってもよい。 

結果的には、前述の PE との効果比較研

究でも明らかのように、認知面、特に罪

悪感についての改善が特徴として挙げら

れており、そのことは、結果的にうつ状

態への改善にもつながると思われる。 

 

 

＜グループにも応用できる＞ 

CPT は個人介入だけではなく、グループ

への応用も可能である。CPT の特色とし、

レイプ被害者などへのグループで用いる

ことが出来ることを挙げられる。レイプ

被害者の場合、（１）そのはじめのアセス

メントが出来事から３ヶ月以上経ってか

らであること、（２）PTSD 症状と共に、他

に大きな精神的な障害や、現行の薬物依

存を持っていないこと、また、（３）長期

間に及ぶ家族内での性的な虐待の経験が

ないことの３つの条件が揃った場合には

CPT のグループ療法に参加することが出

来る。参加者は全過程の中で４度アセス

メントを受ける。治療前のプリトリート

メント、治療後のポストトリートメント、

そして、３ヵ月後と６ヵ月後の４回であ

る。効果研究の結果は治療前と、治療後

では、PTSD 症状だけではなく、認知的な

変容だけでなく、うつ症状などのその他

の精神的症状の面でも改善が見られてい

る（Cognitive Processing Therapy for 

Rape Victims, Resick & Schnicke, 1996 

参照）。このように、CPT は応用面でも柔

軟性を持っており、今後、多様な PTSD 患

者に対して用いられることが期待される。

CPT のグループによる介入に関しては、

CPT マニュアルの最新版：従軍者や軍関係

用（2007 年１月発行）に、その手順や参

加メンバーの選択や査定の仕方、グルー

プ CPT を行う際の注意事項、その手順な

どが記載されている。このマニュアルの

CPT グループのセクションは主に、シンシ

ナチ大学、及びシンシナチ従軍病院のキ

ャスリーン・チャード博士（Kathleen M. 

Chard, Ph.D.）によって、構築された部

分が多いことを記しておきたい。 

 

＜関係性を重視する＞ 

最後に、CPT は関係性を重要視する。CPT

は認知行動療法の１つと数えられている

が、実際に行ってみると、その効果は、

患者側と介入者側の間に築かれる、治療

関係の質に因っている部分が大きいこと

に気付く。前述の＜特定の認知に介入す

る＞のセクションでも述べたが、CPT で特

に問題とされる、安全性 （Safety）、信

頼 （Trust）、力とコントロール(Power & 

Control) 、 尊 厳 (Esteem) 、 親 密 性

(Intimacy)の５つの分野は、他人との関

係の中で、育まれたり、傷ついたりする

と思われる。PTSD で苦しむ者の多くは、

他人に傷つけられるというトラウマ体験

を持っており、信頼し、安心できる関係

のない環境での治療は二次的なトラウマ

に匹敵すると言ってもよい。したがって、

介入者側には相手側への感情的な配慮や

共感能力が問われることになる。CPT が属

する CBT の基本的な治療スタンスは患者

との共同作業（コラボレーション）であ

る。無理強いではなく、話し合いと合意

の精神が必要不可欠である。CPT も同様に、

患者との共同作業によって各セッション

を進めていくスタンスを取っている。 
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第 5 セッションでは、認知への介入の

成果を見るために、もう一度、記録を書

いてもらう。ここで、介入の焦点は、患

者が個人的な意味づけを持っているその

体験の意味づけの部分や本人がそのこと

によって変えられてしまった生活行動な

どに向けられ、本人がそうした考え方や

その考えから発生する行動を変容するよ

うに認知療法の手法を用いて教え、挑戦

されることになる。それらは、幾つかの

決められた質問を自分自身に問いかける

ことや、幾つかの宿題を通して行われる。

第５、６セッションは、そうした認知へ

の挑戦とトラウマティックな出来事が引

き金となって出来上がった、スタックポ

イントと呼ばれる、固定化した認知の歪

みのパターンを同定する作業が行われる。 

 

● CPT の概要 

 CPT の実施方法は、1993 年にレイシック

とシェニックによってマニュアルが書か

れているが、現在までに、幾つかのマニ

ュアルが対象となる人々、また問題に応

じて調整された形で書かれている。どの

マニュアルも12回のセッションから構成

された介入法を採用し、セッションで用

いる用紙（たとえば、A-B-C シートなど）

や宿題なども用意されている。 

第１セッションでは、まず PTSD につい

ての心理教育、CPT の全体像についての説

明を行う。この回では「インパクト・ス

テイトメント」と呼ばれる宿題が出され

る。この宿題は、自分が体験したトラウ

マティックな出来事に対する個人的な意

味づけ、具体的にはその出来事が自分に

とってどのような意味を持つのかについ

て書いて来てもらうことになる。第 2 回

目のセッションでは、宿題として書いて

きてもらった記録、インパクト・ステイ

トメントをセッションの中で朗読しても

らった後に、出来事、認知、感情がどの

ように影響しあっているかについて認知

モデルの考え方が紹介される。第３セッ

ションの最後では、新たな筆記による宿

題が出される。それは、自分が経験した

トラウマティックな出来事の詳細な記録

を書いてもらうことで、そこには、体感

した感覚、考え、感情についても細かく

描写してもらうことも含まれる。患者は

その際に自分で書いた記録を読み返し充

分に感情を味わうように勧められる。第 4

セッションは、詳細に書かれた記録をカ

ウンセラー（セラピスト）向かって朗読

することから始まり、この回から認知療

法的な手法であるソクラテス式問答法を

用いて、特に本人が持つ自分自身を責め

る考え、自責の念と更に非現実的と思わ

れる考え方への挑戦が開始される。 

第7セッションからのセッションでは、

用意された用紙、ウォーク・シートを用

いて、自分自身をどのように見るかにつ

いて以前の歪められたものから、なるべ

く異なった現実的なものへと変える練習

が行われる。第 7 セッションからは、毎

回のセッションに 1 つずつ、特定の認知

について扱うことになる。それらは、安

全について、信頼について、力とコント

ールについて、尊厳について、そして最

後に親密になることについての 5 つであ

る。そして、各セッションでは、これら

のテーマに関することで、認識が歪んで

正確でない場合には、矯正する作業を行

っていく。第 11 セッションでは、これま

でにセッションや宿題を通して学んだこ

とを踏まえて、新たなステイトメントを

書いてもらうことになる。この新しく書

かれた記録をもとに最後のセッションで

は、治療前と変わったところ、また変わ

っていないところなどを共に検討、評価

する患者がこれから克服したい部分につ

いて明らかにする。 
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● CPTの１２セッションの各セッション

のレビュー 

 ここで、先の CPT の概要に加え、CPT

の各セッションで行われることについて、

簡単に説明を行うことで、CPT の全体像を

明らかにしたいと思う。 

セッション１： 導入と教育の段階 

このセッションは、（1）患者、または

クライエント（以下 CL）に PTSD や抑うつ

の症状についての教育をすること、（2）

情報処理理論を用いてそれらの症状の説

明を行い、治療の論拠を示すこと、（3）

治療方針を提示すること、（4）治療への

応諾を得ること、を目的として行われる。

このセッションを通じて、CL は自らの頭

の中に、自分の体験を位置づけるための

カテゴリーを形成していくのである。ま

た、他のセラピー同様、ラポールの形成

は今後のセッションに向けて不可欠であ

る。次回までの宿題は、トラウマティッ

クな出来事が自分に起こった意味につい

ての筆記、「インパクト・ステイトメント」

である。同時に、その出来事が CL の自分

自身に対する信念、他者に対する信念、

世界に対する信念に及ぼす影響について、

また、安全、信頼、力と能力、尊厳、親

密というトピックについても考えてくる

ことを求める。 

 

セッション２： 出来事の意味 

このセッションではまず、（1）PTSD や

抑うつが認知－行動的にどのように形成

されるのかについて復習し、次いで、（2）

出来事の意味の記述について話し合いな

がらスタックポイントを探索し、その出

来事から自然に回復してこなかった理由

について、明確にしていく。そして、（3）

CL が出来事や思考、感情の関連性につい

て同定し、理解するように援助すること

を開始する。その中では、思考を変える

ことが体験された感情のレベルや種類を

変化させうるという考え方が紹介される。

またセッションの最後には、A-B-C シー

ト（認知行動モデルの考えに基づく自己

モニター用紙）の説明がなされる。 

次回までの宿題は、出来事、思考、感

情、行動の間にある関連性に気づくため、

毎日最低１枚の A-B-C シートを完成させ

てくることである。 

 

セッション３： 思考や感情の特定 

このセッションにおいてはまず、（1）

前回課された宿題を検討しながら、CL が

出来事に対する思考や感情をラベル付け

するのを援助する。その中では、繰り返

し生起している主要な感情や、状況に関

わらず繰り返されている特定の思考に着

目し、思考と感情との適合についても探

索を行う。また、（2）思考を変えること

で、体験された感情の強度や種類は変化

しうる、という考え方を紹介し、（3）ソ

クラテス式問答法を通して、CL の外傷的

な出来事に関する自責や罪悪感に対して

のチャレンジを始める。 

最後に、次回までの宿題として、出来

事の詳細な（光景、音、臭いなど感覚的

な部分や出来事の間に生じた思考、感情

を含む）記録の筆記およびそれを読み返

すことを求める。 

 

セッション４： 外傷的な出来事の想起 

このセッションでは、最初に、（1）CL
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自身に、筆記してきた記録を読ませ、感

情表出を図ることから始める。CL が感情

を表出した場合には、それを妨げるよう

なことはせず、逆に感情が表出されない

場合には、感情を抑えているのかどうか、

そうであるとすればそれは何故かについ

て尋ねる。また、（2）CL が記入を止める

箇所に注意し、それが CL の記憶において

特に困難な箇所（スタックポイント）で

あるかどうかに配慮する。そしてまた、

（3）ソクラテス式問答法を用い、自責や

他の同化にチャレンジすることを始める。 

この段階での CL の筆記は、事実の記述

に過ぎないようなものも多い。よって、

（4）省略されていると思われる、より詳

細な事柄を記録に再び書いてもらうこと

が求められる。次回までの宿題はそれで

ある。更なる詳細な記述と共に、CL は、

記録している際の思考や感情といった、

現在の思考や感情について括弧に入れて

書き、それを毎日読み返すことが求めら

れる。 

 

セッション５：スタックポイントの特定 

 このセッションではまず、（1）CL に出

来事の一番新しい記録を読ませ、検討さ

せることから始められる。その中で、（2）

新たに加わったこと（削除されていたこ

と）に着目し、１度目に筆記し読み返し

た後と比べ、感じ方はどのように異なる

かについても考える。また、（3）感情表

出や自責／罪悪感の進行状況をチェック

すること、（4）出来事に関するスタック

ポイントに対して認知療法を継続するこ

と、（5）CL が自分自身に対してソクラテ

ス式問答法を用いられるよう、チャレン

ジングな質問のシート（不適応的な自分

への発言やスタックポイントを尋ねるも

の）を導入すること、などを目的として

セッションは行われる。 

 次回までの宿題としては、毎日１つの

スタックポイントを選び、それに関して、

チャレンジングな質問シート（抵抗があ

るが挑戦すべき事柄についてリストした

用紙）にある質問に答えてくることを求

める。また、トラウマティックな出来事

の記述が終わっていない場合には、その

作業を継続させる。 

 

セッション６： チャレンジングな質問 

このセッションでは、前回の宿題とし

て課された、（1）チャレンジングな質問

シートを見直すこと、がなされる。そし

てその上で、（2）CL が回答に困難を示し

た質問に答えられるよう援助していく。

また、（3）CL がチャレンジしようとして

いるスタックポイントに関する認知療法

は継続される。またこのセッションでは、

（4）誤った思考パターンのワークシート

が導入される。このワークシートでは、

特定の非生産的な思考パターンを有して

いるかどうかが尋ねられ、セラピストは

このようなパターンがいかにして自動的

になり、ネガティブな感情をもたらすの

か、といったことについて説明を行う。 

次回までの宿題としては、同定された

スタックポイントについて考え、シート

にリストアップされた各々の誤った思考

パターンの例を見つけること、また、ト

ラウマティックな出来事に対する反応が、

習慣化されたパターンにより影響を受け

ているような、特定のあり方を探すこと

 150



が求められる。 

 

セッション７： 誤った思考パターン 

このセッションは、前回の課題の検討

から始められ、その中で、（1）誤った思

考パターンについての検討が行われる。

また、（2）何らかの特に強い非生産的な

パターン傾向の有無を見出せるよう援助

がなされる。その後、セラピーの残り時

間を用いて、（3）チャレンジングビリー

フシートが導入される。このワークシー

トには、CL がこれまでのセッションで学

習してきた認知的なスキルのすべてが含

まれている。最後に、（4）安全性モジュ

ールの資料を用いて、これ以降のセッシ

ョンで扱われる５つの領域のひとつであ

る、自己や他者の安全性について話し合

われる。 

次回までの宿題としては、信念へのチ

ャレンジングワークシートを用いて、自

分のスタックポイントのうち最低１つを

分析、直面することが求められる。また、

自己、あるいは他者に関する安全性に問

題を持っている場合には、そうした信念

に直面するために少なくとも１枚のワー

クシートを行うことも求められる。 

 

セッション８： 安全の問題 

このセッションではまず、（1）ワーク

シートを用いながら、安全の問題に関し

て困難な事柄を振り返り、そこにおける

スタックポイントに注意を向ける。そし

てまた、（2）別のワークシートを用いて、

CL が自らの安全の問題についての誤った

認知に直面することを援助し、代替的な

信念を生み出す手助けをする。その後、

（3）5 つの問題の内の 2 番目である、信

頼の問題について、資料を用いながら、

信頼とは何か、自分と他者における信頼

関係のコンセプトを提示する。またそこ

では、トラウマ体験の後には、他者に対

する信頼は失われることが多いことを説

明し、事前、事後において、自分、他者

における信頼がどのように変化したのか

を比較する。 

次回までの宿題は、信頼に関連するス

タックポイントを特定することである。

そしてまた、CL はワークシートを用いて、

毎日それらに直面することが求められる。 

 

セッション９： 信頼の問題 

このセッションでは、（1）自分および

他者に対する信頼を、ワークシートを用

いて振り返る。そして、トラウマに関連

した、信頼の問題についてのスタックポ

イントに注意を向け、代替的な思考を生

み出す手助けをする。そして、（2）信頼

に関連したスタックポイントから生じる

かも知れない、信頼する際の判断の問題

について話し合う。それは例えば、信頼

といっても、レベルや種類は様々であり、

従って、色々な面に対しての信頼をみて

いく方がよい、等といったことである。

また、CL の周りにあるソーシャルサポー

トについても話し合う。その後、（3）5

つの問題の内の 3 番目である、力とコン

トロールの問題について、資料を用いな

がら紹介する。そこには、問題を解決し、

乗り越える力について、また、トラウマ

を体験した人は、状況や感情をすべてコ

ントロールしようとしたり、逆に全くコ

ントロールができなくなる、ということ
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についての内容が含まれる。 

 次回までの宿題は、力とコントロール

に関連するスタックポイントの特定、お

よびワークシートを用いたそれらへの直

面である。 

 

セッション 10：力／コントロールの問題 

このセッションでは、（1）力とコント

ロールの問題を、ワークシートを用いて

振り返り、CL が、力とコントロールのバ

ランスある見方を得られるよう援助する。

また、誤った認知に関連した自責につい

ても扱い、話し合う。そして、（2）５つ

の問題の内の４番目である、尊厳の問題

について、資料を用いて紹介する。自分

および他者に対する尊厳について、また、

トラウマティックな出来事がどのような

影響を及ぼしているかを話し合う。出来

事の起こる以前のCLの尊厳に焦点を当て

ることも重要である。またこのセッショ

ンでは、（3）どのような仮定が CL に適用

できるかを決定するための自記式のワー

クシートを導入し、いくつかの事柄に共

通性があれば、それらが抑うつ／不安／

低い尊厳にどのようにつながりうるのか

について探求していく。 

次回までの宿題は、尊厳の問題に関連

するスタックポイントの特定と、ワーク

シートを用いたそれらへの直面である。

またさらに、毎日自分と他者に敬意を払

い、受けること、最低 1 つは自分に対し

てよいことをすることを練習する。 

 

セッション 11： 尊厳の問題 

このセッションではまず、（1）他者に

敬意を払い、他者から敬意を受ける、ま

た、何か喜ばしい行動に従事する、とい

う宿題を振り返り、どのようにやったか、

やってみてどうであったか等、CL の反応

について話し合う。また、（2）ワークシ

ートを用い、自分と他者に対する尊厳の

問題や、仮定が特定できるよう CL を援助

する。そして、（3）自分と他者とがどの

ように親密になるのかということを教え

た上で、5 つの問題の内の 5 番目である、

親密性の問題を紹介する。そこでは、ト

ラウマによって、人間関係はどのように

影響を受けたか、また、事前と事後での

変化にも目を向ける。 

次回までの宿題は、親密さの問題に関

連するスタックポイントの特定、および

それらへの直面である。さらに、何故自

分にトラウマティックな出来事が起こっ

たのか、またその意味やそれが自分の考

え方や世界観に及ぼす影響について筆記

することを求める。前回につづき、自分

と他者に敬意を払い、受けること、最低 1

つは自分に対してよいことをすることの

練習も継続して行う。 

 

セッション 12： 親密さの問題 

この最後のセッションではまず、（1）

いくつかの残されたスタックポイントと

共に、親密性の問題と仮定を特定できる

よう CL を援助し、他者との関係を築き、

保持していく上での気になる問題を解決

する手助けをしていく。また同時に、ア

ルコールや浪費などによって自らを慰め

る行為における欠損に目を向けさせる。

そして、（2）前回の宿題で筆記したもの

を CL に読んでもらい、その意味を検討し

ていく。また、最初に筆記したものとの
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比較を通して、CL 自身の信念の変化に着

目する。また、（3）これまでやってきた

ことと CL の進歩に目を向け、困難やトラ

ウマティックな出来事に直面し、扱った

ことに対して、CL の功を認める。そして

（4）未来の目標を CL が設定できるよう

に援助し、そのための戦略を詳細に考え

ていく。最後に、（5）今後は CL がひとり

でこれまでやってきたことを引き継いで

いくこと、また学んできたスキルを使い

続けることを求める。 

 

５．CPT研修会への参加 

平成 18 年度の研究計画の一部として、

米国マサチューセッツ州ボストンで行わ

れた CPT のワークショップに参加した。

CPT を導入するに際し、実際に CPT のやり

方を本家本元から学ぶ必要がある。そこ

で、平成 18 年９月 27 日、28 日にボスト

ン近郊のジャマイカプレインにある、VA

ホスピタル内の National Center For 

PTSD の主催で行われたワークショップに

参加したのである。日本からの参加者は、

小西主任研究者と本分担研究チーム３名

（堀越、福森、樫村）の計４名であった。

このワークショップはメンタルヘルスに

関わる専門家および、ボストン大学大学

院生などを対象に行われたもので、一般

には開放されていなかったが、レイシッ

ク博士のご好意によって、特別参加を許

された。ワークショップは考案者のレイ

シック博士とその協力者であるマンソン

博士（Candice M. Manson, Ph.D）の 2名

によって行われた。二日間に渡る、ワー

クショップでは、はじめに CPT の基本的

概念、最近の効果研究の結果、他の PTSD

への介入法（主に PE と認知療法）との比

較などが話され、残りの時間は、12 セッ

ションで行われること、またそれらセッ

ションで扱われるメインポイントなどが

話された。加えて、実際にレイシック博

士が CPT を実施している様子をビデオで

撮ったもの２ケースをスクリーンに映し

ながら、解説を行った。最後には参加者

が、それぞれ治療者と患者の役を交互に

体験しながら、ロールプレイを行った。 

 

6．CPTマニュアルの作成と心理教育 

CPT の考案者である、レイシック博士の

ご好意で、CPT の全般的マニュアル（英語

版）を入手した。これまでに、CPT のマニ

ュアルとしては、レイプ犠牲者に特化さ

れた Cognitive Processing Therapy for 

Rape Victims: A Treatment Manual

（Resick, Schnick, 1996）が出版されて

いるが、そのタイトル通りにレイプ犠牲

者のために書かれたものであり、その他

のPTSD患者に応用できないと思われてき

た。しかし、現在はレイシック博士によ

って、一般化された CPT マニュアルが作

られている。その全般的マニュアルはま

だ出版されていないが、そのマニュアル

を入手し、邦訳に取り組んできた。現在、

全訳が完了し、最終的なチェックを行っ

ているところである。また、出版に関し

ても、小学館プロダクションが出版する

話が進んでいる。来年度には出版する計

画である。それに先駆けて、CPT のレビュ

ー原稿を学会誌に投稿することを計画し

ている。また、今年度中に CPT を用いた

介入トライアルを行う計画を立て、現在

までに 3 名のインタビューを行った。こ

れは、来年度行う予定の本研究のために

布石となるものである。さらに、PTSD に

対する予防的な教育や複数を対象とした

介入法（グローバルな介入）についても

考えているが、この点ではレイシック博

士を通して、米国の National Center For 

PTSD の協力を得られることになった。今

後、様々な教育資源の輸入を考えている。 
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Ahrens 、  J. 、  & Rexford 、  L. (2002). 
Cognitive processing therapy for 
incarcerated adolescents with PTSD. 
Journal of Aggression 、 
Maltreatment & Trauma、 6、 201 – 
216. 

７．まとめと来年度の課題 

18 年度は、昨年度の調査結果を踏まえ、

PTSD に対して効果のある介入法として、

レイシック博士の CPT に特定し、その導

入を試みた。そのために、最新マニュア

ルをレイシック本人から入手し、邦訳を

行った。また、2006 年 9 月にボストンで

行われた、CPT のワークショップへの参加

を行った。それにともない、CPT の効果研

究を行うべく、まずトライアルを計画し

ている。現時点では３名のインタビュー

を終えたが、DSM-IV の PTSD 診断基準に該

当すると思われる患者は１名のみで、ト

ライアルに必要な標本数が満たされてい

ないのが現状である。19 年度は、トライ

アルだけでなく、本格的な効果研究の施

行を計画している。そのための標本とし

て、現在以下の候補が挙げられている。

筑波大学人間総合科学研究科の森田展彰

医師と協力体制を築いたことによって、

可能性のある対象者が数名リストされて

いる。個人だけではなく、グループによ

る介入も念頭にいれて現在計画を練って

いる。また、前述のように 19 年度の計画

のひとつとして、CPT のマニュアルの出版

を計画している。形態などについては、

考案者であるレイシック博士を交えて考

案中である。また、19 年度中には、レイ

シック博士本人を日本に招待し、いくつ

かのワークショップを行うことが出来れ

ばと思っている。また、CPT グループのや

り方をマスターする必要があることに伴

い、可能性としてシンシナチ大学及び、

シンシナチ従軍病院のキャスリーン・チ

ャード博士を訪ねる計画も浮上してきて

いる。 
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犯罪被害者の精神健康の状況とその回復に関する研究 

犯罪被害者の心理的支援に関する弁護士調査 
―司法と保健医療との連携について― 

 
分担研究者  有園 博子 兵庫県こころのケアセンター研究部主任研究員 

 

研究要旨 

 弁護士の支援を受けている犯罪被害者がおかれている現状の把握を行うことおよび心理的治療

や支援を必要とする方の保健医療機関等での治療や支援の実態を明らかにすることを目的とし

て、全国の犯罪被害者支援に関わっている日本弁護士連合会所属弁護士 945 名を対象にアンケー

ト調査を行なった。86 名から回答が得られた（回収率 9.1％）。回答者の 89.5％がこれまでに犯

罪被害者関連事案の受任経験を持っていた。 

 受任時点で司法以外の支援を受けていたケースは 18.6％で、支援機関は民間犯罪被害者支援団

体や警察（犯罪被害者対策室など）が関与していた。これまでに支援機関等で受けた二次被害は

16％に認められ多機関にわたっていた。被害者の犯罪被害内容はＤＶが最も多かった。受任後に

心理的ケアが必要と思われたケースは 21.6％あり、法的プロセスが進められないなどの事態が起

こっていることが明らかとなった。治療が必要と思われた時に、治療紹介機関を持っている弁護

士は 44.2％で、52.3％が治療紹介機関がないと回答し、その理由として近くに治療機関がないあ

るいは紹介方法が分からないなど、医療機関等の情報の得にくさが指摘された。治療紹介機関の

ある弁護士でも、治療機能と相談・支援機能を持つ機関の区別がつきにくくなっていることが示

唆された。精神科受診ケースでは、本人の希望による者が 66.7％、周囲（家族、弁護士、犯罪被

害者団体、警察被害者対策室）からの受診を勧められての者が 79.5％と、周囲からの勧めが精神

科への受診行動につながっていることが示された。 

 今後の課題としては、関連支援機関の共通情報の不足が指摘され、システムとしての紹介網の整

備が望まれていた。また、今後の支援体制構築に関するもの（早期に経済的・心理的ケアが受けら

れる体制つくりや、法的支援・医療支援を含む他業種ネットワークの構築など）、支援関係者への

教育研修による質の向上の必要性が挙げられた。 

 今後、心理的治療や支援を必要とする方の保健医療機関受診を促すには、まずは支援関係者へ

研修の参加を促し、支援関係専門職相互の情報交換にて各支援機関の役割と限界を理解しあうこ

とから始める事が必要である。さらに、支援関係者が被害者の状態を適切に見極め、被害者に受

診の必要性がある場合にはそれを伝えていき、その地域の関連支援機関の役割と支援内容を熟知

した者が適切な支援機関につないでいくことが、中・長期的な被害者支援に有効であろうと考え

られた。 
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Ⅰ．背景と目的 
 犯罪被害者にとって犯罪による精神的影響性

が大きいことや、精神的症状を呈する方への心理

的支援の必要性が指摘されている。しかし、保健

医療機関等で精神的治療や支援を受けている犯

罪被害者は少ないのが現状であると報告されて

いる。１）～４） 
そこで、本調査では、司法の側面から医療機関

と司法との間にいる犯罪被害者の現状を明らか

にすることを目的に、司法領域の中で弁護士が接

している被害者の調査を行うこととした。 

研究目的は以下の 2点である。 

（１） 弁護士支援を受けている犯罪被害者のう

ち、心理的ケアを必要とする方への保健医

療機関等での治療や支援の実態を明らか

にすること 

（２） 弁護士支援を受けている犯罪被害者への

心理的支援の現状と今後の課題へのニー

ズを明らかにすること 

平成 17 年度には、兵庫県弁護士会犯罪被害者

支援委員会の協力を得て、兵庫県弁護士会所属弁

護士全員を対象とした「司法における犯罪被害者

への心理的支援に関するアンケート調査」を行っ

た。その結果、弁護士が扱う犯罪被害内容は DV
による傷害、暴行・脅迫、強姦、強制わいせつ等

女性に対する暴力被害が多い事、および、心理的

な継続支援については心理的ケアや精神科医療

機関へのニーズはあるが現実は充足していない

ことが明らかになった。また、今後の課題として

司法と精神科医療機関やカウンセリング機関と

の連携・ネットワークづくりの必要性が指摘され

た。 
 平成 18 年度は、平成 17 年度の予備調査を踏ま

えて、全国の犯罪被害者支援に携わる弁護士を対

象とした調査を行なったので報告する。 

 

Ⅱ．対象と方法 

Ⅱ-1．調査対象と調査期間 

 調査対象者は、何らかの形で犯罪被害者支援に

関連する活動等を行っている日本弁護士連合会

所属弁護士 945 名とした。内訳は、日弁連犯罪被

害者支援委員会委員 50 名、日弁連両性の平等に

関する委員会委員 31 名、犯罪被害者相談常設窓

口を持つ全国 31 ヵ所単位会の犯罪被害者支援委

員 864 名である。この各単位会の犯罪被害者支援

委員は、業務として犯罪被害者相談常設窓口での

相談を受けている弁護士である。調査期間は、平

成 18 年 9 月 28 日～10 月 31 日である。 

 

Ⅱ-2．方法 

 調査方法は無記名郵送法を原則とし、一部、メ

ール上で調査用紙および解答用紙のPDFファイル

を添付する方法で、各委員会および各都道府県弁

護士会を介して各個人へアンケート用紙の配布

を行った。回収方法は、回答用紙を fax あるいは

郵送にて、原則として個別に調査者へ返送する方

法をとった。アンケート協力の再要請は、調査期

間の後半の時期に 1回、各委員会および各都道府

県弁護士会に対して行った。 

（倫理面への配慮）日本弁護士連合会の犯罪被害

者支援委員会および両性の平等に関する委員会

で調査内容および倫理面での配慮等に関する検

討を戴き、調査対象者に対しては調査票にて、研

究趣旨・個人情報保護・研究協力同意確認等の説

明文を記載し同意を得た。回答は無記名であるが、

調査結果報告書を希望する場合は連絡先と氏名

を記入するように求めた。 
 
Ⅱ-3．調査項目 
 調査項目は、以下の通りである。 

１）個人属性 

・ 性別 

・ 年齢 

・ 弁護士経験年数 

・ 他の職種の経験 

・ よく手がけている分野 

・ 所属弁護士会 

２）犯罪被害者（またはその遺族）からの相談・

受任の経験と受任経路 

・ 犯罪被害者案件取り扱い経験 
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・ 犯罪被害者の相談や受任の経路 

３）初期支援の現状 

・ 受任時点での支援状況 

・ 受任時点での司法以外の関連分野からの

支援状況 

・ これらの支援機関での二次被害の現状 

４）受任後のケース実態 

・ 被害内容と件数 
・ 心理的支援が必要なケースの実態 

・ 心理的支援が必要になった場合に弁護士

から紹介する機関 

・ 弁護士は依頼者がどのような状態になっ

たときに心理的支援が必要と思うのかに

ついて自由記述 

５）心理的ケアが必要なケースへの他機関の紹

介 

・ 受任後の他機関利用勧奨先 

・ 紹介する治療機関の有無とその理由 
６）精神科受診ケースの実態 

・ 精神科医療機関の受診動機 
・ 精神科等で発行された診断書または意見

書に記載された病名と事件区分分類 
７）現状および今後の課題 

・ 被害者の心理的支援に関する連携への課

題は、８項目の設問に対して、「非常に必

要」「どちらかといえば必要」「どちらと

もいえない」「どちらかといえば必要な

い」「全く必要ない」の 5 段階で評価する

よう求めた。また、自由記載にて意見を

求めた。 

・ 支援者として被害者支援に関わる上での

意識と課題は、10 項目の設問に対して、

「全くそうである」「どちらかといえばそ

うである」「どちらともいえない」「どち

らかといえばそうではない」「全くそうで

はない」の 5 段階で評価するよう求めた。

また、自由記載にて意見を求めた。 

 

Ⅱ-4．分析方法 

 各項目についての集計結果を示した。統計解析

には SPSS 11.5 J for Windows を用いた。 
 

Ⅲ．結 果 
Ⅲ-１．回答者の属性 
 調査対象者 945 名のうち、86 名から回答が得ら

れた（回収率 9.1％）。 

 回答者の性別は、男性 61 名（70.9％）、女性 25

名（29.1％）であった（表 1）。2000 年・2004 年・

2005 年度の日弁連資料５）～７）によると女性弁護士

の割合はそれぞれ 8.2％、12.5％、13.0％となっ

ており、これと比較すると本調査の女性回答者の

占める割合は 2.2～3.5 倍となっている。年度は

異なるものの母集団比率より、本調査では女性弁

護士からの回答が多い傾向があると推定された。 

 回答者の平均年齢は、41.0±11.7 歳（レンジ：

28～80歳）で、年齢構成を見ると、30歳代が52.3％、

40 歳代 16.3％、50 歳代 14.0％となっており、30

～50 歳代が 83.5％を占める（表１）。弁護士全体

の年齢構成では、日弁連正会員総数のうち 30～50

歳代の占める割合は、2000 年 64.5％（内訳：30

歳代 16.8％、40 歳代 23.0％、50 歳代 24.7％）、

2004 年 61.7％（内訳：30 歳代 22.0％、40 歳代

18.1％、50 歳代 21.6％）であるが 5)これと比較す

ると、本調査では 30～50 歳代の占める割合は高

く、特に30歳代の回答が多い傾向が認められた。 

 

表１  回答者の性別・年齢分布 

    Ｎ（人） ％ 

性別 男性 61 70.9

  女性 25 29.1

年齢 20－29 歳 5 5.8 

 30－39 歳 45 52.3 

 40－49 歳 14 16.3 

 50－59 歳 12 14.0 

 60－69 歳 8 9.3 

 80－89 歳 1 1.2 

  未記入 1 1.2 

 合計 86 100.0 

 

回答者の地域別比率は表２に示すとおりであ

った。2000 年の日弁連の調査５）に弁護士居住地

別の母集団比率が記載されており、これによると、

東京 46.3％、大阪・名古屋 18.7％、高裁所在地
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（東京・大阪・名古屋を除く高裁所在地）8.3％、

高裁不所在地 26.3％となっている。これと同じ区

分で本調査での割合をみると、東京 15.1％、大

阪・名古屋 13.9％、高裁所在地 11.7％、高裁不

所在地 59.3％であった。 

2004 年・2005 年の日弁連による｢弁護士人口全

国地図(弁護士 10 人を１マスとして日本地図を作成し、

弁護士の地域分布を表示)｣６）７）によると、東京・大

阪・福岡・愛知が上位４位を占め大都市に集中し

ている。本調査では、大都市圏（東京・愛知・大

阪・福岡）の回答者は 28 名（32.5％）であった。 

 
表 2  回答者の所属弁護士会 

所属弁護士会 N（人） % 

金沢 10 11.6 

岡山 9 10.5 

愛知 7 8.1 

札幌 6 7.0 

横浜 5 5.8 

大阪 5 5.8 

東京（第二） 5 5.8 

東京（第一） 4 4.7 

東京 4 4.7 

宮崎 3 3.5 

京都 3 3.5 

青森 3 3.5 

福岡 3 3.5 

岐阜 2 2.3 

熊本 2 2.3 

埼玉 2 2.3 

滋賀 2 2.3 

秋田 2 2.3 

新潟 2 2.3 

栃木 2 2.3 

広島 1 1.2 

三重 1 1.2 

静岡 1 1.2 

島根 1 1.2 

奈良 1 1.2 

大分 0 0.0 

鹿児島 0 0.0 

千葉 0 0.0 

徳島 0 0.0 

兵庫 0 0.0 

山形 0 0.0 

合計 86 100.0 

 
注１）常設の犯罪被害者相談窓口を設置している

弁護士会 31 単位会 
注２）高等裁判所所在地：札幌、仙台、東京、名

古屋、大阪、広島、高松、福岡の８ヶ所（う
ち、仙台・高松は、犯罪被害者相談常設窓口
なし） 

 

 弁護士経験年数は、平均 9.9±9.7 年（レンジ：

1～36 年）で、「1－5 年」が 41.9％、「5－9 年」

が 16.3％、「10－19 年」が 15.1％となっており、

経験年数 5 年未満は 48.9％、10 年未満が 65.2％

を占める（表３）。日弁連が 2000 年に行なった弁

護士登録年数の調査５）では、5 年未満 18.4％、5

年以上 10 年未満 13.5％、10 年以上 20 年未満

23.9％、20 年以上 30 年未満 23.3％、30 年以上

40 年未満 15.2％となっており、10 年未満を合計

すると 31.9％となっている。これと比較すると本

調査回答者は、弁護士経験年数の 10 年未満、と

りわけ5年未満の経験年数の方からの回答が多い

ことに特徴がある。 

 

表３  回答者の弁護士経験年数

  Ｎ（人） ％ 

1 年未満 6 7.0 

1－5 年 36 41.9 

5－9 年 14 16.3 

10－19 年 13 15.1 

20－29 年 10 11.6 

30－39 年 7 8.1 

計 86 100.0 
 

 弁護士以外の経験が「ある」と回答した者は 14

名（16.2％）、「ない」67 名（77.9％）、「無回答」

５名（5.8％）で、その他の職種経験年数は平均

9.7±9.2 年（レンジ：1－33 年）であった。弁護

士以外の職種経験者のうち 11 名（78.5％）は司

法関連の職種、公務員 2名（2.3％）、私企業勤務

者 1名（1.2％）であった。日弁連による 2000 年

の調査では５）、前職なし 49.1％、司法関連職種

19.9％、公務員 11.6％、私企業勤務者 14.5％で

あり、これと比較すると、本調査の回答者は、弁

護士や司法関連領域の職種に特化した経験を持

つ者であるという事が出来る。 

 弁護士の職務は、弁護士白書によると、刑事・

民事・家事（夫婦関係調節事件；離婚・遺産分割

等）・商事・行政・破産・企業法務の項目に分類



される。犯罪被害者事案が関与すると思われる分

野は、刑事・民事・家事・その他の分野に広く関

連していると思われるため限定が困難である。本

調査が対象としている「犯罪被害者」は、犯罪被

害者等基本法に記載されている「犯罪等により害

を被った者及びその家族又は遺族」を指すため、

個人の対象者に限定されるであろう。したがって、

回答者が手がけている分野で、犯罪被害と関連し

ない分野のみを記載した者（企業法務等のみ）は

9 名（10.5％）、記入なし 6 名（7.0％）であり、

これらを除く 82.5％は何らかの形で犯罪被害と

関連する分野を担当しているものと推定される

が、その詳細は定かではない。 
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 弁護士の受任経路は、図２に示すように、「弁

護士会からの紹介（法律相談センターなどの相談

からの紹介を含む）」28.2％、「紹介者なしで本人

からの直接依頼」20.1％、「依頼者の知人からの

紹介」11.5％、「民間の犯罪被害者支援団体から

の紹介」11.5％、「司法関係者からの紹介」10.9％、

「女性問題相談機関（女性センター、男女共同参

画センター、婦人相談所、配偶者暴力相談機関

等）」6.9％となっている。このように、司法関連

（弁護士会や司法関係者）からの紹介が 39.1％で

最も多く、次に個人的なつて
．．

を頼って（知人や知

人など）のもの 31.5％、これに比して司法以外の

関連機関（女性問題相談機関、シェルター、医療

機関、カウンセリング機関等）からの紹介経路は

合わせて 12.6％となっている。 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

注１）「犯罪被害」は 5.6％ 
  注 2）MA% (MA: Multiple Answer 複数回答可) 
 
図１回答者が通常手がけている相談内容の内訳 
 

 回答者が日常多く手がけている分野について、

弁護士白書６）７）の分類を参照し詳細項目で分類

すると、「家事」「不動産」「損害賠償請求」「債権・

債務」「倒産」「労働」「サラ金・クレジット」「消

費者」「民暴」「交通事故」「刑事」「少年事件」「そ

の他」の 13 項目に分けられ、これと本調査の回

答者の“よく手がける分野”として示したのが図

１である。ここでは、本調査に特徴的なものとし

ては、「犯罪被害者」5.6％、「DV」2.8％、「子ど

も虐待」1.1％などが表記されている。これらを

合わせると、9.5％であった。日弁連による 2005

年の調査６)では、「サラ金・クレジット」の占める

割合が最も多く 35～46％であり、次に「家事」14

～22％、最も少ないのは「刑事」1.1～2.6％とな

っている。これと本調査の回答とを比較すると、

「家事」はほぼ同じ割合（26％）であるが、「サ

ラ金・クレジット」の占める割合が少なく（約

17％）、「刑事」の割合が多い（10％）傾向が見ら

れた。 

 
Ⅲ-２．受任経験と受任経路 
 犯罪被害者からの相談・受任経験では、「あり」

77 名(89.5％)、「なし」9名（10.5％）と、約 90％

が犯罪被害者関連事案の受任経験があった。 
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本人

弁護士会
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図２ 犯罪被害者にかかわったきっかけについて 

 



 2000 年の日弁連調査５）にある《民事ケース依

頼者初回経路別構成比》では、33.3％が「顧客先

または顧客からの紹介」となっており、次に多い

のが「他の事件の依頼者・相手方当事者からの紹

介」20.7％となっている。これらはいずれも相互

の信頼関係の下に継続的な人的つながりを基本

としていることが伺える。他には「公的相談機関

からの紹介」10.2％、「法律関連職業者からの紹

介」2.3％、「紹介者なしのとびこみ」2.8％など

となっている。犯罪被害者ケースと一般民事ケー

スと比較するのはあまり適切ではないかもしれ

ないが、本調査では、「弁護士会からの紹介」と

「紹介者なしの本人からの直接依頼」が非常に多

いことが特徴である。 
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医療機関（精神科）

警察

犯罪被害者支援団体(民間)

％

 
   図４ 受任時点での司法以外の支援機関 

Ⅲ-３．初期支援の現状 
注） MA% (MA: Multiple Answer 複数回答可) 

 受任時点での支援の現状では、「司法以外の支

援を受けていた」のは 18.6％で、「司法以外の支

援のなかったケース」は 44.2％であった（図３）。 

二次被害なし
60%

記入なし
24%

二次被害あり
16%

 

 このうち、「司法以外の支援を受けていた」ケ

ースでの支援機関の内訳は、民間の犯罪被害者支

援団体 20.5％、警察 17.9％、精神科医療機関

15.4％、女性問題相談機関 12.8％、心理カウンセ

ラー10.3％の順であった（図 4）。弁護士への依頼

以前の時期に、民間の犯罪被害者支援団体や警察

（犯罪被害者対策室など）がよく機能しているこ

とがわかる。 

10.5

26.7
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18.6

0 10 20 30 40 50

未記入

他の支援あり・なし両方

司法以外の支援なし

司法以外の支援あり

％

 

 図５ 支援機関からの二次被害状況 

 
これまでの支援機関等での二次被害の状況は、

「二次被害がなかった」60.0％、「二次被害があ

った」16.3％となっており、半数以上に二次被害

はみられていない（図 5）。 

しかし、少数ながら二次被害を与えた支援機関

は存在していた。具体的内容は、以下に示すとお

りであった。 

 
図３ 受任時点での支援状況 ＜警察＞ 8.9％ 

 ・ 被害者の心情を理解しない発言。共感性の

なさ  
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・ 被害者のプライバシーを第三者に暴露 
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図６ 受任（犯罪被害）内容（過去 3 年間）
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％

図７ 受任後に心理的ケアが必要になったか？ 

・ 遺族の落ち度を責める 
・ 「被害者が事件に巻き込まれたのは、被害

者の不安定な生活状況に理由がある」との

発言 
・ 「被害者にも悪いところがあったので

は？」との発言 
・ 加害者側から電話や嫌がらせがあったとき

に、相談したが対応してくれない 

・ 加害者側からカミソリが送られてきたが、

脅迫ではないと言う 

・ 性被害者が風俗業従業員だったので「刑事

犯罪は成立しないかもしれない」と断定的

に説明 

＜弁護士＞ 2.2％ 

・ 被害者の落ち度を責める 

・ 被害者の心情を理解しない発言 

・ 説明不足や突き放す態度をする 

・ 被害者を諦める方向に仕向ける 

＜被害者支援センター＞ 2.2％ 

・ 一方的な打ち切り 

・ 声を上げる当事者は相談を受け付けない 

・ 同情するかわいそうな被害者を探している 

・ 被害を「格付け」する 

・ 傷ついた者同士の行き違いが高じての攻撃

性のぶつけあい 

＜女性問題相談機関＞ 1.1％ 

・ 相談機関側の説明不足 

・ 自己決定をすることで正当化する 

＜検察＞ 1.1％ 

・ 言葉や対応に共感性がない 

＜医療機関＞ 1.1％  
・ 言葉や対応に共感性がない 

 受任後の実態としては、『受任時点では他の支

援がなかったケースで受任後に心理的ケア（＝治

療的介入）が必要だと思ったケースがあったかど

うか』の質問で、「心理的ケアは必要なかった」

22.７％、「必要となった」21.6％であった（図 7）。 

＜保険会社＞ 1.1％ 

・ 被害者の落ち度を責める 

 

Ⅲ-４．受任後のケース実態 
 受任時点での犯罪被害内容は、DV 197 件、事故

108 件、暴行・脅迫 97 件、性被害 85 件、子ども

虐待 48 件、ストーキング 37 件などであった（図

６）。被害者家族からの被害内容は、事故 91 件、

殺人 63 件、性被害 35 件などとなっている。 

 心理的ケアが必要かどうかの判断の根拠につ

いて自由記述式回答を求めたところ、以下のよう

な事柄が挙げられた。 

＜心理的ケアが必要であると判断した理由＞ 

①法的なプロセスがすすめられない   

・ 被害者と急に連絡が取れなくなる  
・ 詳細に述べられない。裁判中にフラッシュ

バックを起こし証言できなくなる 
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・ 選択しなければならない時に選択できない 

0.0

3.7

3.7

3.7

5.6

5.6

5.6

7.4

11.1

16.7

16.7

20.4

0 5 10 15 20 25

その他

利用勧奨なし

福祉事務所

保健所・精保センター

民間シェルター

自助グループ・遺族会

医療機関(内科)

女性問題相談機関

警察

犯罪被害者支援団体(民間）

心理カウンセラー

医療機関(精神科)

％  

・ 自己決定が出来ない 
②事件内容より 

・ 殺人事件遺族・性犯罪被害 
・ 避難する場所がない場合 
・ 手続きをする上で、本人が耐えられなくな

りそうなとき 
③心理的変化 

・ 極端な自己嫌悪・自己否定・依存・攻撃的 
になるなど 

・ 被害を受けた時点から一切の時間が止まっ 
てしまっている 

④精神症状・精神的不安定さ 
・ うつ・解離 
・ 睡眠薬の乱用・通院しない 
・ 明らかに理解不能な対応で、説明しても理

解が得られない状態 
図８ 受任後の他機関利用勧奨先 

 注） MA% (MA: Multiple Answer 複数回答可) 

・ 弁護士が依頼者に振り回されてしまう（精

神症状等が関与している可能性） 
 

治療が必要と思われた時に『紹介できる治療機

関があるかどうか』については、「ある」44.2％、

「ない」52.3％であった（図９）。 

⑤日常生活の変化 
・ 外出困難（時間経過後も持続する） 
・ 事件後のショックで、退職・引越しなどを

繰り返す  紹介治療機関の有無に地域差（都市部か地方

か）が関与するかどうかについて、2000 年の日弁

連の調査５）の弁護士居住地別の区分に従い、「東

京」「大阪・名古屋」「高裁所在地」「高裁不所在

地」の 4群をそれぞれ紹介治療機関の有無で分析

したところ、地域差は認められなかった（図 10）。 

・ 放置すれば、明らかに日常生活が送れなさ

そうな状況 
⑥家族の変化 

・ 被害者本人よりも家族の方が精神的に不安

定になる 
・ 家族が話に割り込んでくるため、被害者と

話せない 『治療紹介機関がないと答えた理由』の内訳は、

「治療機関が近隣にない」が最も多く 56.1％、「紹

介方法が分からないあるいは判断できない」

29.3％、「治療機関を知らない」9.8％、「適切な

治療機関がない」2.4％であった（図 11）。一方、

『紹介治療機関がある』と回答した弁護士の紹介

先は、「精神科」22.7％、「（民間）犯罪被害者支

援センター」21.6％、「カウンセリング機関」

14.4％、「女性問題相談機関」12.4％、「警察」8.2％

などとなっている（図 12）。このように、医療・

福祉関連施設の両方があげられており、治療機能

を持っている機関と相談・支援機能を持つ機関の

混在が見られた。 

・ カウンセリングは「恥」だと言い、支援を

受けるのをじゃまする 
 
Ⅲ-５． 心理的ケアが必要なケースへの他機関の

紹介 
 受任後に司法以外の支援が必要と思われた場

合の「他機関利用勧奨先」は図８に示すように、

精神科 20.4％、心理カウンセラー16.7％、民間犯

罪被害者支援センター16.7％、警察 11.1％などと

なっている。このように、治療機能を持っている

機関が上位に位置し、相談・支援機能を持つ機関

が加わっている。 
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6
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東京

大阪・名古屋

高裁所在地

高裁不所在地

件数

紹介機関あり

紹介機関なし

 

ある
44.2%

ない
52.3%

記入なし

3.5%
N＝86 

図９ 治療必要と思われたときに 紹介治療機関があるか？    図 10 紹介治療機関の地域差 
注) χ2 検定にて有意差なし 

4.1

4.1

5.2

7.2

8.2

12.4
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21.6

22.7
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保健所・精保センター

医療機関（内科）

民間シェルター

自助グループ・遺族会

警察

女性問題相談機関

カウンセリング機関

犯罪被害者支援センター（民間）

医療機関（精神科）

％  
2.4

2.4

9.8

29.3

56.1

0 10 20 30 40 50 60

その他

適切な治療機関がない

治療機関を知らない

紹介方法が分からない・判断しかねる

治療機関が近隣にない

％

 

図 11 治療紹介機関がないと答えた理由（N=42）

            注）

  図 12 治療紹介機関あると回答した弁護士の紹介先（N=38） 
 MA% (MA: Multiple Answer 複数回答可) 

Ⅲ-６．精神科受診ケースの実態 
療機関を何らか

表４ 精神科受診動機 

Ｎ ％ 

記入あり 74.4

 

 受任ケースのうちで、精神科医

の形で受診していた（あるいは受診した）ケース

は 45.3％、受診者なしは 29.1％であった。受診

していた被害者の“受診動機”は、「本人の希望」

66.7％と最も多く、次に「家族や周囲の勧め」

43.6％、「弁護士や司法関係者の勧め」25.6％、「犯

罪被害者団体の勧め」7.7％、「警察・被害者対策

室の勧め」2.6％など、周囲からの受診を勧めら

れていたのは、合わせて 79.5％を占めている。一

方、書類等が必要なための受診は、「裁判のため

の診断書が必要」20.5％、「裁判のための意見書

が必要」12.8％であった。 

 

64 

未記入 22 25.6

100.0 86 

受診者なし 25 29.1

受診していた 39 45.3

  本人の希望 26 66.7 

  家族や周囲の勧め 17 43.6 

  弁護士・司法関係者の勧め 

必要 

 

10 25.6 

  裁判のための診断書必要 8 20.5 

  裁判のための意見書 5 12.8 

  犯罪被害者支援団体の勧め 3 7.7 

  警察・被害者対策室の勧め 1 2.6 

  民間保険で診断書必要 0 0.0

     100％超える) 注）MA%（複数回答可のため
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 弁護士の手元に届いた医療機関で発行された

診断書および意見書に記載された病名について

の記入があったのは、全体の 39.5％（Ｎ＝34）で

あった。内訳は、図 13 に示すように、「うつ病・

うつ状態」「PTSD」が多い。全体数が非常に少な

いことと、｢多数あり｣の記載があったため、表示

件数は正確ではないため、これらの結果は全体を

必ずしも反映してはいないと思われるが、参考ま

でに以下に示す。

1

3

5

6

7

15

16

0 5 10 15 20

解離性障害　＊

その他精神疾患　

神経症　＊

心因反応　＊

適応障害　

PTSD　＊

うつ　＊

件数

 
 図 13 診断書および意見書に記載された病名 

 

この病名を事件分類との関連でみると、図 14

に示すように、「性被害」「DV」に「うつ状態・

う

 

つ病」「PTSD」が多くなっている。 
 

0 2 4 6 8

その他

事故

ストーキング

性的被害

ＤＶ

誘拐・監禁

暴行・脅迫

殺人

件数 10

うつ

ＰＴＳＤ

心因反応

適応障害　

神経症

解離性障害

その他精神疾患

 

図 14 病名と事件分類 

 

Ⅲ-７．現状と

7-1. 被害者の心理的支 に関する連携への課題 
常に必要」との回答で

ムつく

(ア) 被害者の現状 
当事者は地域で孤立している 
的被害を受けた方への精神的

かない 

被害者支援の知識がない者も多い 
者関与には限界がある 

質なもの。結果として心理ケアを

被害者の権利と

今後の課題 
援

 結果を図 15 に示す。「非

は、「犯罪被害者が利用しやすい相談アクセスの

整備」67.4％、「早期に心理的ケアが受けられる

体制つくり」「関係者の心理的支援への理解」が

いずれも 65.1％、「関係諸機関相互のネットワー

クの構築」55.8％、「被害者だけでなく家族（子

ども等）も含めた心理的ケア」54.7％、「民間シ

ェルター・自助グループ等と心理カウンセラーと

の連携」51.2％、「弁護士と心理カウンセラー（臨

床心理士など）との連携」50.5％、「弁護士と精

神科医療機関との連携」47.7％と、ほとんどが

50％を超える必要性を強く感じている。 

 以下に、自由記述欄に記入されたものを現状で

の問題点、現体制での工夫、新たなシステ

りの 3項目に分けて示す。 

 
① 現状での問題点 

・ 被害者遺族や＊「多数あり」との記載含む 
・ 地方では、性

ケアを頼める場所の情報がない 
・ 精神科医、カウンセラーへの受診は、本人

の抵抗感が強く、勧めても本人が行

・ 弁護士会に相談にこられる方の大部分は、

被害の回復を求めているわけではなく、加

害者への報復である。したがって、本当に

弁護士等の支援を必要としている人は、自

力で相談に来られる状況にないのかもしれ

ない 
(イ) 法律家の立場 

・ 法律家は

・ 司法での被害

・ 法律家の立場は、心理的ケアの立場とは異

なる 
・ 弁護士、検事、裁判官の養成課程と心理ケ

アとは異

強調することは付け焼刃と感じる 
・ 法律的な事務処理と心理的ケアを峻別し過

ぎるのは非現実的と思う 
・ 「被害者支援＝加害者の厳罰化」という図

式には疑問を持っており、

加害者の権利が両立するものだという実践
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生じる場合もあり、

で、転移・逆転移に直面す

な迷惑をかけか

に積み重ねていくことが、結果と

ケアの要否・程度・適応が分からな

か分からない 

スタッフに法律家が全

す

の異なる専

想だが、これをやろ

たものが一人で悩むことになり、

 
(ア) 情報の集約・共有 

ターに精神科医療機

、医療機関に弁護士会の

しているか

は重要 

例などの情

・ に対する要望事項等の情報の共有 
(

め、各機関の相

・ ・支援センターの共同に、

よ

・ 

を強化してはどうか 

・ 

(ウ

める 
ームをうまく機能

者同

機会の設定が定期的

スタディーによるスキルの

ば、法的支援・医療支援、

業種ネットワーク

・ 

テム 

機関の役割が分かっている

・ 

 

と対外的な主張も必要 
・ 本人の精神状態の不安定さから互いの意思

疎通や共同作業に困難が

弁護士の立場としてもサポートがほしいと

思う時がある 
・ 弁護士は（心理的ケアの）トレーニングを

受けていないの

ると右往左往してしまう 
・ 法律家が、非専門の領域に踏み込みすぎる

のは危険で、被害者に多大

ねない 
・ 法律専門職として、被害者の自己決定の尊

重を丁寧

して心理的な効果をクライアントに及ぼし

ていく。そういう治療的効果を伴わない弁

護士の支援は実は、支援になっていないと

思う 
(ウ) 心理的ケアへの疑問 

・ 心理的

い 
・ 犯罪被害によるものか、他の精神疾患よる

もの

・ 精神医療者やカウンセラーにも色々な方が

いるので、心理ケア

て依存するのも間違いなのではないか 
・ PTSD を安易に判断しているように思う 
・ 心理への理解は必要だが、心理に傾倒し

ぎるのも禁物なのではないか 
(エ) 紹介先・連携に関して 

・ 費用が一番の問題である。複数

門職によるチームが理

うとすると各専門職への報酬が大変になる 
・ 事前に信頼できる場所へ紹介したいが見あ

たらない 
・ すぐに引き受けてもらえなければ、結局は

相談を受け

解決に至らない 
 
②現状の体制の中での工夫

・ 弁護士会の相談セン

関のパンフレット

相談センターのパンフを置く 
・ 各専門職の会（弁護士、精神科医、臨床心

理士）がどのような支援活動を

分かりやすくする 
・ 情報が得られる場所がほしい 
・ ネットワークの構築

・ 犯罪被害者支援の成功例・失敗

報の共有 
・ 被害者の生の声の集約（制度の改善等の提

言） 
・ 関係各機関の日常の活動報告 

弁護士

イ) 業種間の相互理解と連携 
・ 各職種間の役割分担が必要 
・ 他業種に幅広くまたがるた

互理解が必要 
・ 弁護士と医療機関との連携のための紹介シ

ステムの構築 
・ 弁護士会を介した組織的な連携が必要 

弁護士会・県警

精神科医・臨床心理士が加わる形などが

いのではないか 
警察を中心として組織されている関係諸機

関のネットワーク

・ システムとしての紹介網や知識は必要 
充分に信頼できる紹介先の確保 

) 関連支援機関の担当者の質の向上 
・ 二次被害がないように 
・ 犯罪被害者の特殊性への理解をすす

・ 多職種で関わる場合、チ

させるためのスキルの蓄積が必要（見解の

相違で被害者を混乱させないため） 
・ 支援する側が自信を持って支援に取り組む

ことができ、困ったら相談できる支援

士のネットワーク体制作りが必要 
(エ) 研修会・交流会 

・ 研修会や専門学会への参加 
・ 他の専門職との交流の

にあるとよい 
・ 弁護士向け研修会の開催 
・ 研修は、ケース

共有化が必要 
③ 新たな紹介システムの構築 

・ ここに相談すれ

全て対応できるという他

が必要 
窓口の一本化により、適切に配転できるよ

うなシス

・ 現状では、各機関の特徴や役割がよくわか

らないので、各

「中心センター」のようなものが適切に振

り分けるシステム 
早期段階での経済的・心理的支援が受けら

れる全国的体制作り
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がほしい 

プが活動でき、専門家チーム

・ 

る被害者遺族、当事者

・ 

り、グリーフワークの視点から

 
7-2. 支援 意

と課題 

の回答を合わせると、

「犯罪被害

者やその家族に関わることにためらいを感じる」

7- ．犯罪被害支援全般への意見 
たものを示す。 

被害補償の充実 

する民事責任の追及を容易にす

・ 償で、早期の仮給付に重点を置く

・ と大幅なスピードアップ

・ 給付金の 2年は短かすぎるの

・ 

② 
の経済的支援の充実 

け、経済的負担

者への報酬の増額 

も、被害者支援に

教育システムの中で、生徒、学生に被害

果的 

援活動への理解 

当者の教育 

対するプライバシー保護 

料（特

告制度がありながら裁判の場

害が防げ

ての物的（待機室など）人的（案

・ 専門家へつなぐアクセスルートが分かり

やすいこと 
・ 各専門職の中で厳格な「精通」専門職の

リストを作る

・ 各地域でどこの医療機関等に紹介をして

良いのかリスト

・ 相談したらすぐに引き受けてもらえる体

制の整備 
・ 精神保健センター、保健所などを拠点に

自助グルー

がその拠点から訪問支援（ACT のように）

する体制により、被害者の孤立化が防げ

るのではないか 
精神科医、臨床心理士、保健師などが、

地域で孤立してい

の声をきちんと聴くことのできるネット

ワーク作りにもっと積極的にのりだして

ほしい 
自死遺族支援のネットワークと共通する

基盤もあ

のサポートもひとつの方法かと思う 

者として被害者支援に関わる上での

識

 結果を図 16 に示す。「全くそうである」「どち

らかといえばそうである」

支援者として現状に不足していると感じている

項目としては、「被害者に関する精神医学的知識

の不足」82.6％、「被害者の心理的ケアに関する

知識（被害者心理や関わり方など）が不足」72.1％、

「心理的ケアや治療を行う機関が不足」61.6％、

「被害者に関わる他の機関（支援団体等）が不足」

54.7％となっている。支援する者としての意識と

しては、73.3％が「被害者支援への関心を持って

おり」、「意義ややりがいを感じている人」は

54.7％、「被害者やその家族を傷つけてしまう不

安」は 52.3％が感じている。 

また、「どちらかといえばそうではない」「全く

そうではない」の回答を合わせると、

55.8％のみ半数を超えた回答があった。 

 

 

3
 以下に、自由記述欄に記入され

 
①

・ 加害者に対

るような制度（付帯私訴、損害賠償命令等）

の充実 

被害者補

ことが望ましい 

被害補償額の増加

が不可欠  

現在の被害者

で、時効による制限が厳しくないものを 

治療のためのカウンセリング費用 

経済補償や支援 

・ 就業や補償等

・ 経済的損害の賠償が急務 

・ 国費による支援制度をもう

なく被害者が権利の回復等を図れるように 

③ 支援者 

・ 支援

・ 良い人材を集めるために

関わる者への社会的報償の充実 

④ 教育 

・ 法

者支援の意識の教育が必要 

・ 支援マニュアルの作成 

・ 新人弁護士への研修が効

・ 法テラスの職員への研修 

・ 検察庁、裁判所の被害者支

・ 地方自治体は、被害者支援は警察がやるべ

きものとの考えが強い。自治体職員への啓

発、教育が必要 

・ 各種機関の支援担

⑤ 情報関連 

・ 報道に

・ メディアスクラムからの保護  

・ 遺族について捜査情報ないし、裁判資

に家裁）の情報開示 

⑥ 体制つくり 

・ 裁判期日の通

でケア制度が全く不足している 

・ 裁判を傍聴することによる二次被

ていない 

・ 裁判所とし

内や解説などの）整備が必要 

 



 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑧被害者だけでなく家族（子ども等）も含めた心理的ケア

⑦関係者の心理的支援への理解

⑥早期に心理的ケアが受けられる体制つくり

⑤関係諸機関相互のネットワークの構築

④犯罪被害者が利用しやすい相談アクセスの整備

③民間シェルター・自助グループ等と心理カウンセラーと

の連携

②弁護士と心理カウンセラー（臨床心理士など）との連

携

①弁護士と精神科医療機関との連携

非常に必要 どちらかといえば必要 どちらともいえない どちらかといえば必要ない 必要ない 無回答

 
図 15 被害者への心理的支援に必要な事項 

 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑩ 関心をもっている

⑨意義ややりがいを感じる

⑧労多くして功少なしの感あり

⑦被害者に関わる機関の不足

⑥心理的ケアや治療を行う機関の不足

⑤犯罪被害者に関わることへのためらい

④相談等を行なう中での無力感

③被害者やその家族を傷つけてしまいそうで不安

②被害者に関する精神医学的知識の不足　

①被害者の心理的ケアに関する知識の不足

全くそうである どちらかといえばそうである どちらともいえない どちらかといえばそうではない 全くそうではない 無回答

 
図 16 被害者支援に関わる上での意識と課題 
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．考 察 
Ⅳ-1．回答者特性と結果への影響性 
 今回の調査では、犯罪被害者支援に関連する活

動をしている弁護士に限定して調査を行ったが、

回収率が低かったため、必ずしも全体の意見を反

映しているとは言えない結果となった。一方で、

結果報告書の返送希望は 53.5％であったことか

ら、犯罪被害者支援により関心の高い層が多く回

答していると考えられた。 

また、本調査の回答者の特性として、女性弁護

士の回答が多かったこと、最も回答率の高い年齢

層は 30 歳代であったこと、弁護士経験年数が 10

年未満、特に経験年数 5年未満の方からの回答が

多かったこと、前職を含めても司法関連の職種に

特化した経験を持つ方々であること、居住地域は

大都市圏よりも地方の割合が高かったこと、日ご

ろ担当している分野としては、弁護士全体の担当

分野割合に比して「刑事」

確認された。また、約 90％が犯罪被害者関連事

の受任経験を持っていた。これらの回答者の特

性は、今回の調査回答者の偏りなのか、そもそも

犯罪被害者支援を行う弁護士集団の特性なのか

は、今回の結果では明らかにはならなかった。 

したがって、本調査結果を見る際には、これら

の特性の方々の意見を反映している傾向が高い

ことを念頭に見る必要がある。 

 

Ⅳ-２．弁護士が関与する犯罪被害者の特徴 
 本調査結果から推定できる被害者の特徴は、受

任経路の動向から、少なくとも弁護士会主催の相

談窓口に訪れたり、本人から直接弁護士へ依頼を

してくるなど、被害者本人が何らかの形で弁護士

の援助を求めてきた方が多いことである。これは、

弁護士全体の受任経路傾向と比して大きな違い

がある。2005 年の犯罪被害実態（暗数）調査 10）

では、一般人口において性的被害は犯罪被害の重

大性の認識の高さと比べて

報告されていることなどと比べても、本調査の

害者は、これらの障壁を越えて弁護士のところ

支援を求めて来た方々であるという事になる。 

一方で、自由記述にもあるように「弁護士会に

相談にこられる方の大部分は、被害の回復を求め

ているわけではなく・・（中略）・・したがって、

本当に弁護士等の支援を必要としている人は、自

力で相談に来られる状況にないのかもしれない」。

つまり、何がしかの援助を求める行動を起こすこ

とが出来た方と、これらの行動を起す事が出来て

いない見えない被害者が存在するということも

考慮しておく必要があると思われた。 
 
Ⅳ-３．関係支援機関による心理的支援と現状 
 初期段階での支援は、民間犯罪被害者支援セン

ターや警察（被害者対策室など）がよく機能して

いることが確認された。ただし、16％に関連支援

機関からの二次被害の報告があった。二次被害内

容としては、支援の基本であるはずのことがなさ

れていない現状が示された。今後、支援者養成課

被害者支援の教育や研修を行

い、支援者の質の向上がなされることでこれらの

問題を防ぐ事が出来ると思われた。 

 また、受任経路として最も利用が多いことから、

弁護士会の相談窓口は法律支援の入り口として

よく機能していることが確認された。 

 受任したケースの被害内容はＤＶが最も多か

った。受任ケースのうち、心理的ケアが必要と判

断されたのは 21.6％あり、法的プロセスが進めら

れないなどの事態が起こっている場合があるこ

とが明らかとなった。弁護士が対面している被害

者の中には、確かに心理的なケアが必要なケース

が存在している。法的サポートの前に心理的ケア

が必要なケース、中長期的な介入や治療が必要で

あるケース、家族への心理教育が必要なケース、

被害者を取りまく環境整備等の対外的支援（ケー

スワーク等）が必要なケース、今後の発症予防対

策として心理的ケアをしておいた方がよいケー

スなど、治療やケースワークを含む様々な支援の

判断することが求められて

いる。しかし、現状ではこうした判断を受任した

弁護士が担当している。担当弁護士がスムーズに

かつ適切に被害者への心理的支援を行なうため

Ⅳ

の割合が高いことなど 程や継続研修等で

が

案

申告率がかなり低い 方法について適切に

と

被

へ
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の精神状態に対する判断をある程度

の地域の関

割分担も明確になり、

ケ

犯

要である。また、

次の段階として、支援関係専門職相互の情報交換

こ

 

の法律相

では扱ってこなかった相談として DV や犯罪被

い

主催で実

には、被害者

適切に行う事が出来、これに加えてそ

連支援機関の役割と支援内容を熟知しているこ

とが望ましく、これらが満たされないと支援に困

難が伴うと予想される。このような支援内容は、

弁護士の方々が担うには専門外の領域であると

考えられる。そこで、少なくとも、弁護士が判断

に困ったときに当該専門家に相談できるシステ

ムがあれば、専門職相互の役

ースに対しての総合的な支援も向上するであ

ろうと思われた。 
 
Ⅳ-４．治療専門機関の有効な利用 
 治療紹介機関を持っていない弁護士は約 5割で

あった。その理由として近くに治療機関がないあ

るいは紹介方法が分からないなど、医療機関等の

情報の得にくさが指摘された。治療紹介機関を持

っている弁護士でも、治療機能と相談・支援機能

を持つ機関の区別がつきにくくなっていること

が示唆された。あるいはこれは、現状での治療紹

介先の少なさが影響し、このような混同が起こっ

ているのかもしれない。 
 そこで専門機関を有効に利用するには、まず、

罪被害者の治療が可能な医療機関の情報を集

約して共有化し、支援者がいつでもその情報を得

る事が出来るようにすることが必

を行い各支援機関の役割と限界を理解しあう

とが必要である。 
 

Ⅳ-５．今後被害者への支援を適切につないでいく

ために必要なこと 
 本調査結果では、精神科を受診していた者の約

80％が周囲（家族、弁護士、犯罪被害者団体、警

察被害者対策室など）から受診を勧められて受診

しており、自発的に受診を希望した者も 67％であ

ったことから、心理的治療や支援を必要とする方

の受診行動を促している要因として、周囲からの

受診勧奨が挙げられるのではないかと推測され

た。 

今後、心理的治療や支援を必要とする方に対し

て保健医療機関等への受診を促すには、支援関係

者が被害者の状態を適切に見極め、被害者に受診

の必要性がある場合にはそれを伝えていき、同時

にその地域の関連支援機関の役割と支援内容を

熟知した者が適切な支援機関に紹介しつないで

いくことが、中・長期的な被害者支援に有効であ

ろうと考えられた。 

犯罪被害に関する法律相談は、「従来

談

害者に対する援護の問題が出てきている」11)と

うように新しい分野として認識され始めたとこ

ろであり、現状では「一部の熱心な弁護士を除い

て、犯罪被害者の心理に精通している弁護士は少

ない」12)と指摘されてように、被害者への適切な

支援はまだまだ始まったばかりの段階にある。 

 弁護士の支援を離れた後も必要に応じて被害

者への支援がつながっていく社会的な支援体制

が今後望まれている。 
 
Ⅳ-６．本調査の限界 
今回の調査では回収率が低かったため、調査結

果の信頼性は充分ではなかった。日弁連

施された弁護士を対象とする弁護士業務実態調

査での回収率は、1980 年 41.3％、1990 年 25.8％、

2000 年 17.1％と年々低下している。５）８）９） こ

のような全体の傾向からも、今後、弁護士を対象

とした調査の方法には工夫と検討が必要である。 

 

Ⅴ．まとめ 
 全国の犯罪被害者支援にかかわっている日本

弁護士連合会所属弁護士にアンケートを行なっ

た結果、回答者の約 90％がこれまでに犯罪被害者

関連事案の受任経験を持っていた。受任時点で司

法以外の支援を受けていたケースは 18％で、関連

支援機関からの二次被害も 16％に認められた。受

任後に心理的ケアが必要と思われたケースは

21％あり、治療紹介機関を持っている弁護士は

44％、半数以上が治療紹介機関を持っておらず、

近くに治療機関がないと答えていた。医療機関等
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と総合的支援を求め

会編：弁護士白書 2006年版、

日本弁護士連合会、2006 

の経済的基盤に関する実態調

 

 

の情報の得にくさが指摘された。精神科への受診

に至ったケースでは、周囲からの勧めが受診行動

につながっていることが示された。 
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平成 18 年度厚生労働科学研究費補助金 (こころの健康科学研究事業)  

「犯罪被害者の精神健康の状況とその回復に関する研究」 分担研究報告書 

 

分担研究課題名：イギリスにおける犯罪被害者支援制度の研究 
 

分担研究者  柑本美和   城西大学現代政策学部 

 

研究要旨 

本研究は、我が国において、犯罪被害者の精神健康回復のために、どのような制度構

築が望ましいかについて、比較法的な視点から考察を行うものである。本年度は、我が

国と比べ手厚い被害者補償制度を有するイギリスで、精神的な支援サービスの提供とい

う観点から、未だ何が不備とされ、何が新たな施策として進められているのかの検討を

行った。イギリスでは、性犯罪被害が被害者個人の身体的・精神的健康にもたらす甚大

な影響が再認識され、「性暴力と性的虐待の被害者のための支援及び保健サービスへの

アクセス拡大」を目的とした施策が講じられつつある。我が国でも、犯罪被害者基本計

画の下で実施すべき施策として、厚生労働省により、「性暴力被害者のための医療体制

の整備に資する施策の検討及び実施」が掲げられている。諸外国の経験に学びつつ、我

が国に相応しい制度のあり方は何かについて、検討を開始すべきであると思われる。 

 

A. 研究目的 
 本研究は、我が国において、犯罪被害者

の精神健康回復のために、どのような制度

構築が望ましいかについて、比較法的な視

点から考察を行うものである。 
 昨年度は、主に、我が国の犯罪被害者給

付制度を検討し、犯罪被害者が心身の回復

を図るのに十分な経済的援助がなされてい

ないことを確認した。他方、被害者支援の

先進国とされるイギリス(以下、特に断らな

い限り、イングランド及びウェールズを指

すものとするが、この制度では、スコット

ランドも含まれている)には、1964 年に開

始された「犯罪被害者補償制度(Criminal 
Injuries Compensation Scheme)」が存在

するが、EU 諸国の中で、年間に支出され

る被害者への補償額は最も多く(約 1億 7千

万ポンド)、個人への補償最高額も 50 万ポ

ンド(約 1 億円)と極めて高額である。補償額

には、被害による障害の内容、被害を受け

た部位・程度により、障害等級表に従って

自動的に決められる補償金の他に、被害者

が被害の結果、少なくとも 28 週以上動けな

くなった場合に支払われうる逸失利益の保

障と特別の医療費保障も含まれる。特別の

医療費とは、国民保健サービス(National 
Health Service)による医療費負担を超える

部分である。なお、イギリスでの医療費は

国民保健サービスを利用する限り無料であ

るため、「国民保健サービスによる医療負担

を超える」というのは、例えば薬代の自己

負担分などである。 
 このように、我が国と比べ手厚い被害者

補償制度を有するイギリスでも、これまで
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刑事司法制度における被害者への対応改善

が重視されてきた一方で、実際的かつ精神

的な支援サービスの提供が十分でなかった

ことへの反省が促され、新たな施策が講じ

られつつある。そして、精神的な支援サー

ビスの提供という観点から、イギリスで未

だ何が不備とされ、何が新たな施策として

進められているのかを知る事は、わが国の

今後の支援のあり方を考える上で重要だと

思われる。 
 
B. 研究方法 

 犯罪被害者の精神健康回復に向けたより

よい制度のあり方を模索するために、イギ

リスの以下の機関を視察し、情報交換を行

った。 

・Victim Support London 

・Home Office, Victims of Crime Unit 
・Victim Witness Service Southwark 
・Victim Support Southwark 
 
C. 研究結果 
 (1)イギリスにおける最近の被害者支援改

革 
 イギリス（以下では、イングランド及び

ウェールズを指すものとする）では、『2004
年 DV、犯罪及び被害者法』が制定され、

犯罪被害者への情報の提供、「犯罪被害者実

務規範(The Code of Practice for Victims of 
Crime)」制定(32 条)、被害者・証人長官 
(Commissioner for Victims and 
Witnesses)の任命(48 条)、被害者審議会

(Victim’s Advisory Panel)の創設(55 条)、国
務大臣から被害者・証人支援団体への補助

金交付(56 条)などに関する規定が盛り込ま

れた。とりわけ、1990 年に作成され、その

後 1996 年、2001 年に 2 度の改変を経た『被

害者憲章(Victim’s Charter)』に法律上の根

拠が与えられ、新たに、『犯罪被害者実務規

範』が制定されたことについては、被害者

の権利を明確にしたという意味で、イギリ

ス国内でも高く評価されている。 
 実務規範は 2006 年 4 月 1 日から施行さ

れ、犯罪行為の直接的な被害者(但し、警察

へ申立てが行われたものに限られる §3.1)
に対して警察や検察庁(Crown Prosecution 
Service)、裁判所などといった刑事司法機関

が提供を義務付けられた最低限のサービス

を具体的に規定している(§1.5)。例えば、

警察には、次のような義務が課されている。

警察は犯罪の通報がなされた後、少なくと

も休業日を除く 5 日以内に、被害者が地域

の被害者支援情報にアクセスできるよう取

り計らわなければならない(§5.3)。さらに、

警察は被害者が拒否しない限り、被害の詳

細情報が、その地域の Victim Support(以下、

VS という)と呼ばれる被害者支援団体に提

供されることを、被害者に明確に説明しな

ければならない。その上で、被害通報が行

われてから 2 業務日以内に、被害者のコン

タクト情報を VS に提供しなければならな

い(§5.4)。但し、性犯罪や DV の被害者の

情報、殺人の情報については、被害者が明

確な同意を与えた場合でなければ、VS に提

供してはならない(§5.6)。その他、各手続

きの進捗状況について情報を提供すべきこ

と(§5.19)等が具体的に定められている。 
 警察と検察庁によって創設された共同証

人 保 護 ユ ニ ッ ト (Joint Police/Crown 
Prosecution Service Witness Care Units)
には、被害者に対して刑事裁判の審理日程

の通知や(§6.4)、手続きを説明したリーフ
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レットの配布(§6.5)等を行うことが求めら

れている。検察庁には、起訴手続きの開始、

証拠不十分による手続きの打切りを行った

場合等に、被害者への通知を行う義務が課

されている(§7.2、7.3)。また、裁判所のス

タッフは、審理日程が決定した場合、共同

証人保護ユニットに、その旨を通知しなけ

ればならない(§8.2)等とされた。 
 このように、刑事司法制度の枠内で、特

に情報提供という観点から、被害者、さら

には証人に対して最低限どのようなサービ

スがなされなければならないかについては、

実務規範に詳細な定めが置かれた。しかし、

これらの規定に違反したからといって、直

ちに、当該担当者が法的責任を問われるわ

けではない(§1.3)。被害者が、実務規範に

規定された義務が履行されていないと考え

れば、まず当該機関に苦情を申立てる。申

立てを受けた当該機関では、内部で定めら

れた手続きに従い、苦情に対する回答を行

う。被害者がその回答に満足できない場合

には、議会オンブズマン (parliamentary 
ombudsman)による調査、報告が行われう

ることになった(§1.4)。 
  
(2)さらなる改革の必要性 
 イギリスの最近の制度改革は、刑事司法

手続きにおける被害者への対応改善、特に

情報提供、証人保護を中心に行われてきた。

これらは、かなりの成果をあげてきたと評

されているが、被害者支援は刑事手続きに

おける援助に留まるものではない。被害者

は、被害直後から犯罪によって崩壊させら

れた生活の建て直しに直面することになる

が、イギリス政府は、そのための支援が未

だ十分に行われているとは言えないと考え

た。そこで、内務省は、2005 年 12 月に『生

活再建－犯罪被害者支援(Rebuilding Lives 
– supporting victims of crime)』という諮

問文書を発表し、とりわけ、被害者に対す

る被害直後の実際的な支援提供のあり方と、

犯罪被害者補償制度の適正化を更なる課題

に掲げた。 
 イギリスは最も進んだ犯罪被害者補償制

度を有する国の一つであり、毎年約 35,000
～40,000 人の暴力犯罪の被害者に約 1 億 7
千万ポンドを補償金として支出し、各被害

者への支給は1,000ポンドから50万ポンド

の間で行われる。しかし、一連の被害者支

援制度見直しの過程で政府は、最高補償額

である 50 万ポンドが、2005 年 7 月にロン

ドンで起きたバス爆破テロ事件の 52 名の

死亡被害者、何百人という負傷者の被害に

十分なものであるのかという疑問を投げか

けた。そして、比較的軽傷の被害者につい

ては、少額の補償金を支給するよりは、む

しろ、実際的そして精神的な支援を手厚く

すべきではないかとの提案を行った。 
 イギリスではこれまでも、VS が犯罪被害

に遭った直後から、被害者に対する実際的

な支援を行ってきた。VS は、また、このよ

うな実際的支援に加え、刑事法院(crown 
court) や 治 安 判 事 裁 判 所 (magistrate’s 
court)にスタッフを常駐させ、証人支援サー

ビスも行っている。これらの支援活動に対

して、内務省は年間約 3,000 万ポンドの補

助金を VS の National Office に交付してい

る。ただ、VS による支援は、例えば、被害

に遭った人の話し相手になる、買い物を代

行する、子どもの世話をする、保険金や犯

罪被害者補償金の申請を手伝う等といった

実際的なものが多く、専門的なカウンセリ
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ングの提供にまでは至っていない。もちろ

ん、自らの経験を安心して語ることのでき

る VS のスタッフのような話し相手が存在

することで、被害者の精神的な負担は相当

軽減しうる。しかし、性暴力の被害者や暴

力的犯罪の被害者、その遺族など、専門的

なカウンセリングを必要とする被害者が存

在することは否定できない。そこで政府は、

将 来 的 に そ の よ う な 被 害 者 へ 、

Post-traumatic stress への対応を含む、専

門的なカウンセリングを提供すべきだと考

えたのである。 
 さらに、イギリス政府は、2006年7月に、

『法律を遵守する大多数の市民のための刑

事司法制度のリバランス計画－犯罪減少、

再犯抑止、公衆の保護 (Rebalancing the 
criminal justice system in favour of the 
law-abiding majority – cutting crime, 
reducing reoffending and protecting the 
public)』と題する報告書を発表し、非常に

重大な犯罪への対応と、危険で暴力的な犯

罪から公衆を保護することの重要性を強調

した。その取り組みのひとつが、省庁間の

共同プランとして 2007 年 4 月に発表され

た『性暴力と性的虐待に関する行動計画

(The Action Plan on Sexual Violence and 
Abuse)』である。この行動計画は、①最大

限、性暴力と性的虐待を防止すること、②

性暴力と性的虐待の被害者のための支援及

び保健サービスへのアクセスを拡大するこ

と、③性暴力と性的虐待への刑事司法によ

る対応を改善することを目的に策定された。

特に、「性暴力と性的虐待の被害者のための

支援及び保健サービスへのアクセス拡大」

が目的とされたのは、性暴力と性的虐待が、

被害者本人と社会全体に対して甚大な被害

をもたらすことが認識されたためである。

すなわち、被害者本人には、PTSD、不安

神経症、パニック発作、うつ病、対人恐怖、

物質乱用、病的肥満、摂食障害、自傷、自

殺、DV などといった長期的な精神保健上

の問題が生じ、社会全体においては、こう

した被害者の長期的な精神保健上の問題か

ら、保健サービスの費用負担増加が引き起

こされる。そこで、政府は 2007 年～2008
年にかけての主要な取組みとして、性暴力

を受けた被害者に医療的ケア、司法検査、

専門的カウンセリングを提供する「性暴力

相談センター」(Sexual Assault Referral 
Centers。以下、SARC と言う)創設の全国

的な拡大を掲げた。現時点で全国に 16 箇所

しかないセンターを、2008 年の終わりまで

に約 40 箇所に増やすという計画である。内

務省内に新たに設置された犯罪被害者課の

担当者によれば、この SARC の発展は、内

務省と保健省による犯罪被害者の精神健康

回復のための初の共同作業であり、これに

より、犯罪被害者の支援には医療上のサー

ビス、すなわち保健省との協力関係が不可

欠であるとの認識が確固たるものになった

とのことであった。 
 
(3) 「性暴力相談センター」(Sexual Assault 
Referral Center)について 
 内務省犯罪被害者課の担当者を通じて、

ロンドン市内の SARC 訪問の依頼を行って

いたのだが、調整がつかず視察・意見交換

を行うことはできなかった。その代わりに、

内務省の担当者から SARC に関する話を伺

い、また資料も入手したので、以下、SARC
の概要について説明する。 
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①SARC の起源とその発展 
 イギリスで最初の SARC は、強姦その他

の性暴力を受けたマンチェスター在住の成

人被害者に対し、司法検査、医療的措置、

カウンセリングなどを提供するために、

1986 年にマンチェスターのセントメアリ

ー病院(St Mary's Hospital)内に創設され

た。このセントメアリーセンターは、マン

チェスター警察(Greater Manchester Police)

と中央マンチェスターHealth Authority が共

同で設立したもので、運営にかかる費用も共

同で拠出されている(1 年間にかかる運営費用

約 400,000 ポンドのうち、271,555 ポンドが

マンチェスター警察、108,440 ポンドが国民

保 健 サ ー ビ ス (Children’s University 
Hospitals National Health Service)により支

出されている )。センターでは、司法検査

(forensic medical examination)、感情的・実

際的サポート、個人カウンセリング、性交後

避妊と妊娠検査、STD 検査、24 時間相談情報

提供電話、刑事司法手続きにおける支援など

のサービスを被害者に提供しており、2006 年

からは、児童と少年へのサービス提供も開始

された。セントメアリーセンターでは、特に

カウンセリングに力を入れており、カウンセ

リングに関する独立したリーフレットを作成

している。そのリーフレットによれば、カウ

ンセリングを希望する被害者は、週に一度、

病院内の相談室で 50 分間のカウンセリング

を受けられる。回数に上限はなく、被害者の

希望と必要性によって決められる。カウンセ

リングに要する費用は全てセンターが負担し、

被害者が支払う必要はない。センターのスタ

ッフは、常勤スタッフとして、センター責任

者 1 名、カウンセラー3 名、性暴力被害者支

援専門看護師  (Sexual Assault Nurse 

Examiner)1 名、サポートワーカー1 名、研

究スタッフ 1 名を置き、その他に、非常勤の

臨床ダイレクター1 名、オンコールの危機介

入支援者9名と女性の司法検査医11名を擁

している。 

 セントメアリーセンターをモデルとして、

1991 年にノーザンブリアに、1994 年には西

ヨークシャーにもセンターが設立された。ロ

ンドンでは、2000 年 5 月にキャンバーウェル

(ロンドン南東部)にあるキングスカレッジ病

院(King’s College Hospital)内に、ロンドン最

初の SARC である The Haven Centre が開設

された。その後、2004 年にはパディントン(ロ

ンドン西部)とホワイトチャペル(ロンドン東

部)に、それぞれ Haven Centre が設置され、

ロンドン全体では3つのセンターが16歳以上

の被害者のケアを行うことになった。各

Haven Centre の開設費用は約 300,000 ポン

ド、年間の運営費用は被害者 1,000 件あたり

約 100 万ポンドであり、ロンドン警察と国民

保健サービスとが共同で拠出している。なお、

現在、イギリス全体でのセンター総数は 16

である。 

 イギリス同様の取り組みは、既に、北米

やカナダ、オーストラリアなどでも行われ

ている。例えば、アメリカ合衆国のカリフ

ォルニア州サンフランシスコ市/郡では、サ

ンフランシスコ総合病院がトラウマ・リカ

バリー・レイプ・トリートメントセンター

(Trauma Recovery and Rape Treatment 
Center)を病院近くに開設し、性的暴行、

DV、身体的暴力などの成人の被害者に、危

機介入、精神療法、薬物療法などの精神保

健サービスを提供している。また、18 歳未

満の児童・少年の被害者には、サンフラン

シスコ総合病院内の Child and Adolescent 
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Sexual Abuse Resource Center (CASARC)
で、司法面接や危機介入、カウンセリング

などを行っている。 
 
②イギリスにおける SARC 発展の背景 
 既に述べたように、近年、イギリス政府

は SARC の全国的な展開を推進しているが、

具体的な理由は以下の通りである。イギリ

スでは、 2001 年の英国犯罪被害調査

(British Crime Survey)に、対人暴力に関す

る自記式の質問項目を設けたところ、女性

回答者の 7％に、これまでの人生において 1
度以上の強姦その他の重大な性被害体験が

あることが明らかになった。性暴力によっ

て被害者には、身体的外傷、性感染症への

罹患、望まない妊娠、PTSD、うつ、パニ

ック障害などの精神保健上の問題が生じる

ことが考えられる。イギリスでは、強姦被

害者1人に要する医療関連費用は73,487ポ

ンドと試算されているが、適切なサービス

が適時に被害者に提供されなければ治療に

長期間を要し、さらに医療費等の支出が増

大することが認識されるようになった。 
 さらに、前述の 2001 年の英国犯罪被害調

査において、強姦被害者の 15％しか警察に

被害を届け出ていないこと、また、強姦被

害者の 40%については、誰にも被害を打ち

明けていないことも判明した。2003-2004
年におけるイギリスでの強姦の認知件数は

13,247 件であるが、犯罪被害調査で明らか

になった通報率の低さを併せて考えると、

極めて多数の被害者が自らの被害を訴え出

られずにいることは明白である。こうして

イギリスでは、性犯罪が保健サービスにも

たらす影響の深刻さ、適切なサービスを提

供するためのネットワーク整備の重要性、

被害申告と捜査を容易にするための刑事手

続における被害者支援の必要性が強く認識

されるようになり、その解決策として、

SARC の全国的な展開が推進されることと

なった。そのために、内務省は 2004 年から

2007 年にかけ、「被害者基金 (Victims 
Fund)」として、性犯罪の被害者支援を行

っているコミュニティーグループに対し、

サービス拡大のための補助金として総額

525 万ポンドを交付しており、そのうち、

約 200万ポンドが SARC拡大のための資金

として使用されている。内務省は、2007 年

から 2008 年にかけても、SARC 展開のた

めに、さらに 125 万ポンドの補助金支出を

決定している。 
 なお、イギリスの SARC は、既に諸外国

で提供されている同様のサービスを参考に

しながらも、独自のあり方を追求している。

その特徴は、国民保健サービスと警察との

共同事業の形態で、病院をベースとしたサ

ービスの提供、特に被害者へのカウンセリ

ング実施を重視している点にある。 
 
③SARC 展開のための全英サービスガイド

ライン (National Service Guidelines for 
Developing Sexual Assault Referral 
Centres) 
  
 SARC は、性暴力の被害者が医療的ケア

とカウンセリングを受けるのと同時に、司

法検査などといった警察の捜査への協力も

行える「ワンストップ・サービス」と定義

づけられている。そして、SARC がこのよ

うな機能をフルに発揮できるようにするた

めに、保健省と内務省は、SARC の関係者

との協力関係のもと、SARC が提供すべき
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最小限のサービス内容を発表している。 
・病院サービスに統合された、専用の設備 
・1 日 24 時間実施可能な司法検査（急を要

する場合には 4 時間以内に実施可能なこ

と） 
・警察から紹介を受けた被害者だけではな

く、自ら助けを求めてきた被害者のための

設備(司法検査を受ける機会の確保、検査結

果の匿名での保管と利用) 
・被害者への、医師/司法検査医/適切な訓練

を受けた性暴力被害者支援専門看護師 
(Sexual Assault Nurse Examiner)の性別

選択の機会の付与 
・司法検査前、検査中、検査直後に、被害

者、司法検査医、警察官をサポートする危

機介入支援者(crisis workers)の存在 
・HIV を含む性感染症防止のための薬剤支

給、緊急避妊への即時アクセス 
・精神的・社会的サポート/カウンセリング

/刑事司法手続きにおけるサポートを含む、

総合的なフォローアップサービス 
・継続的な被害者のケア、職員配置、スタ

ッフの訓練などを保証する基盤施設の整備 
・収集データの使用法、モニタリングシス

テムなどに配慮したサービスの提供 
 

 但し、各 SARC が提供するサービスは、設

置された地域の事情により多少異なってくる。 

 

D. 考察 
 我が国では、平成 13 年 7 月 1 日から「犯

罪被害者等給付金の支給等に関する法律」

が施行され、犯罪行為により重大な負傷又

は疾病を受けた被害者に対して「重傷病給

付金」が支給されるようになっていたが、

犯罪被害者等基本法（平成 17 年 4 月 1 日施

行）および犯罪被害者等基本計画（平成 17
年 12 月閣議決定）を受けて、重傷病給付金

の支給要件が緩和され、支給対象期間も延

長されるなど、被害者の医療費負担を軽減

する方向での、「犯罪被害者等給付金の支給

等に関する法律施行規則」改正が行われた。 
特に、性暴力被害者のように、身体的な損

傷よりも精神的被害のほうが重いとされる

被害者の存在を視野に入れ、入院を支給要

件とすることなく、3 日以上労務に服する

ことができない程度である場合にも給付金

を支給可能としたことは(犯罪被害者等給

付金の支給等に関する法律施行令第 1 条)、
被害者の実情を的確に捉えたものとして評

価できよう。 
 さらに、性犯罪被害者との関係では、警

察庁が平成 18 年度から、性犯罪被害者の緊

急避妊薬、性感染症検査、人工妊娠中絶に

関する費用について、一定の条件の下で国

費支出することとしたが、これも性犯罪被

害者の経済的負担のみならず、精神的負担

をも軽減する施策として注目できる。また、

性暴力被害者が利用しやすく、十分な治

療・配慮等を受けることができるような医

療体制の構築をめざして、平成 18 年 6 月に

「良質な医療を提供する体制の確立を図る

ための医療法の一部を改正する法律」が制

定され、患者が医療に関する情報を十分に

得た上で適切な医療を選択できるよう、医

療機関管理者に対して医療に関する一定の

情報の報告義務を課し、その報告をもとに、

都道府県が医療機関に関する情報を集約し、

住民にインターネット等で提供する仕組み

も整備された。このように、犯罪被害者等

基本計画の下、被害者の身体的・精神的健

康回復を図るための施策が講じられつつあ
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るが、性犯罪被害者との関係では、さらに

検討を行う余地があるように思われる。 
 ここで考えなければならないのは、我が

国よりも手厚い犯罪被害補償制度を整備し、

犯罪被害に関する医療費については、国民

保健サービス制度により国家予算でほぼ賄

われ、さらに、それを超える負担分につい

ても、犯罪被害保障制度によってカバーさ

れるようなイギリスにおいて、なぜ、性犯

罪の被害者について特別の医療的な取り組

みを開始したのかという点である。 
 性暴力被害による精神的被害は極めて重

く、PTSD の発症率も高い。また、自責の

念や羞恥心などから性被害の通報率は低く、

たとえ被害を訴え出たとしても、司法関係

者あるいは医療関係者から 2 次被害を受け

る可能性もある。さらに、適時に適切な介

入がなされないことによって、被害者の身

体的・精神的被害は長期化し、それは翻っ

て、国の保健サービスへの負担という形で

表れる。そこで、性暴力被害者に望ましい

保健サービスのあり方として、24 時間対応

可能な専門医療機関で、性被害・性犯罪被

害者に関する専門的な訓練を受けた医師、

看護師、カウンセラーなどの医療スタッフ

及びサポートスタッフが被害者の緊急治療

や処置にあたる制度の構築が、進められた

のである。性被害に関する専門的な訓練の

中には、一連の刑事手続きについての法的

知識の習得も含まれるため、適切な証拠採

取が可能となれば、通報率、有罪率の増加

にもつながる。「保健サービスのさらなる改

革が、性犯罪被害者の身体的・精神的健康

の一層の回復のみならず、潜在的な被害者

の減少をももたらす」という、内務省犯罪

被害者課の担当者の言葉は傾聴に値する。 

 我が国では、先に示したように、犯罪被

害者基本計画の下で実施すべき施策として、

厚生労働省が、「性暴力被害者のための医療

体制の整備に資する施策の検討及び実施」

を掲げ、平成 18 年に、医療に関する適切な

情報提供とそれに基づく患者の医療選択を

可能とする法改正を行った。しかし、性被

害に精通する医師・看護師・カウンセラー

などのスタッフを備えた医療体制の整備に

までは至っていない。 
 このような制度の整備が必要なことは、

現在のイギリスの取組みからだけでなく、

アメリカ、カナダ、オーストラリアなど諸

外国の経験からも明らかであろう。ただ、

日本での実施を考える際には、どのような

専門機関をどこに設置するのか(医療観察

法病棟のように、国立病院、独立行政法人

国立病院機構の病院とするのか)、対象をど

うするのか（成人だけに限るのか、子ども

も含めるのか）、スタッフの教育訓練をどう

するのか(イギリスでは、今年から、保健省

による費用拠出のもと、医師・看護師に向

けた性被害に関する法医学コースがマンチ

ェスター大学で開講された)、さらに、医療

費の負担をどうするのか(イギリスでもア

メリカでも、検査費用、カウンセリング費

用等は、ほぼ無料である)、警察との連携は

どうするのかなど検討すべき課題は多い。

今後は、性犯罪被害者への医療的ケアに関

する日本の現状についてより一層適確に把

握するとともに、制度を既に実施している

諸外国の状況等を、詳細に調査する必要が

あると思われる。 

 
Ｅ. 結論 
 本年度の研究では、現在のイギリスにお
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ける被害者対策に関する視察・情報交換・

文献調査を通じて、我が国でも必要と思わ

れる犯罪被害者の精神健康回復に向けた取

り組みについて検討を行った。 
 我が国では、性犯罪被害者の精神的健康

回復の問題がクローズアップされたことに

より、刑事手続きにおける被害者への対応

改善は推し進められたが、専門的な医療体

制を整備するまでには至っていない。しか

し、諸外国での経験から明らかなように、

我が国でも、その問題を具体的に取り上げ

る時期が来ているように思われる。ただ、

諸外国と医療制度の異なる我が国に、それ

らの制度をそのまま輸入することは困難で

ある。我が国に相応しい制度のあり方につ

いては、医療観察制度の整備の時のように、

法律的な面も含めて丁寧に検討される必要

がある。 
 なお、以上のような性犯罪被害者の精神

的回復の問題のみならず、その他の被害者

への対応の問題について、法律によって解

決されるべき問題が残されていないか、そ

れらをどのように解決すべきかは、今後の

検討課題としたい。 
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